


安政大地震絵巻

この図は、東京芝増上寺境内にある三康図書館

所蔵の「安政大地震絵巻」から選んだものである。

この絵巻は巻子本で、絵は約25枚ある。詞書のつ

いていない絵も含まれている。冒頭には、江戸市

中の番組ごとの町屋の被害ど死者数の一覧がつい

てL、る。

ここにいう安政大地震は、安政2年10月2日午

後 10時ごろに発生した江戸直下型地震のことで、

マグニチュー ドは 6.9と推定されている。江戸の

最大震度はVIであった。被害は東京湾沿岸を中心

とし、下町に集中し、新宿以西は無事であった。

現在の世田谷区の村々では被害のない所が多かっ

た。また、江戸川方面では著しい液状化現象が見

られた。

この絵巻の最初の数枚は、 一般的な被害ど火事

の状況、および地震後の避難の様子、死骸のどり

片づけ、炊き出しの様子などを矛、している。写真

｜はそのうちの一枚で、ある家の 2階が壊れる様

子である。チャプ台ど三味線がみえるので料理屋

かど思われる。人々の慌てふため〈様子がよくわ

かる。

それに続〈絵は、地震のときのエピソードを描

L、たもので、幽霊に関するものが多 L、。写真 2は

その一つで、詞書は次のようになっている。

「此度地震ニ而吉原、中類焼いたし死人おびた Jし

〈有之、右境3亦夜廻り！順番ニ相当リ其節雇イ人一

夜相頼金壱分弐朱宛ニ而雇申候処一晩ニ而皆断申

侯其故いかにど 申ニ鉄棒ヲ引行ニ其鉄棒いかにも

重〈ガラガラと引事不叶カを入一晩廻り翌朝は重
（カ）

荷ヲ背負候こど 〈筋骨惣身いたミ難儀ニ及び右ニ

付皆々おそれ一夜切り ニて断申候全〈死亡霊魂の

イ士業ど物語也」

絵を一枚一枚よく見つめていると、文字だけか

らは伝わってこなL、情報も発見できる。谷中天王

寺の五重港の九輸が折れて落ちたというが、どの

部分が折れたのか、絵をみれば一目瞭然であるし

そのよ、九輸のさし渡しが五尺であるという有り

難い情報までがついている。また、地震後に建て

られた御救小屋の一つ、浅草御救小屋では博尖を

していることがノfレて、 f卸救，j、屋がどりつぶしに

ら？ったという。これ治ご真実であるかどうかは別と

して、こういう情報は幕府側の史料には見出し難

いものである。

この絵巻の最後の絵は、詞書「此度地震の絵板

元いたし候ニ付絵屋五人組十二月五日町奉行へ召

捕ニ相成り入牢いたし、地震の絵売候事法度に相

成る」がついていて、板元が問い詰められ頭をか

いている絵柄になっている。全体として、この絵

巻は、庶民の視点でとらえたものとみることがで

きる。

この絵巻どは別に、東京大学史料編さん所に「江

戸大地震之図」ど L、ぅ巻子本がある。これも安政

2年の江戸地震をテーマにしたもので、薩摩藩島

津家旧蔵のものである。

これには詞書はない。また、絵に切目はなく、

平常の江戸の賑いから始まって、地震当夜の町々

の嵐の前の静けさ、地震による 町家の被害ど、こ

れに続〈火災、跡片づけ、活空重量小屋、復興の槌音

が続いている。全4本どしては一般的情況を描いた

ものであるが、描写はしっかりして、正確である。

逃げ惑う人々の表情も出ている。

しかし、やはり権力者側の絵というのであろ う

か、武士階級の被害の様子は描かれていない。前

者がエピソードとして、武士階級を多少とも皮肉

な目でみているのとは女子対照をなしている。

このニつの絵巻を一堂に観覧できる機会が訪れ

ることを願って＼ ＼.：，。

東京大学名誉教授／宇佐美龍夫
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災害は寝静まったころにやってくる

雨や雪は、深夜から朝にかけて強く降る傾向ガある。

ここ数年の聞に3度も襲つだ山陰・中園地方の集中豪雨では、真

夜中の午前O時ごろから疋疋きつけるような雨ガ降り注ぎ、灘しく

鳴り響く雷ガ漆黒の夜空にこだまし定。突然、山ガうなるよう｜こし

て崩れだ。最近では、昨年8月オ日未明の川崎市の豪雨ガある。午

前2時ごろから重要しい雨ガ障り、ガけ崩れで6人ガてくなっ定。

豪雪も深夜に降る傾向ガある。四隣寂としてしんしんと障り続き、

朝起きてみ疋ら大雪だったということはよく経験する。大量の降雪

ガ原因で起こる表層雪崩の悲劇も深夜に多い。 166人の生命を奪つ

だ大正ア年の新潟県三俣の大雪崩、最近では昭和61年の岡県能生町

柑口の雪崩など、いずれも夜中の午後11時すぎに発生しだ。

雨や雪ガ深夜から朝にかけて強く降る性質のあることは、音から

指摘されてき定。雨や雪を降らせる雲の上部ガ、夜間のm.射冷却で

冷え、大気の成層ガ不安定になるので降りやすいという説明もある。

だガ、そのメカニズムについては未知な点ガ多い。

昨年は、夏から軟にかけて雨ガ多く降つだ。そのとき、オ時間に

50ミI）以上の猛烈な雨の降つ定時刻を全国的に調べてみ芝ら、深夜

の3時ごろと夕方の午後ア時ごろに集中してい定。夕方の強雨はお

そらく熱雷によるものと思われる。

真夜中から朝にかけては、人聞の活動ガ静まり、防災活動もとか

く手薄になりガちである。その時間帯に雨や雪による災害ガ集中す

るとは、自然とはまことに意地悪なもの定と思う。

災害による被害を少しでも減らすだめに、ときに防災訓練を夜に

やってみだらと、普段から思ってい疋ところ、 131と決の新聞記事ガ

自にとまつだ。

「昂川区二葉1,2T目など3町会合同の夜間町炎訓練ガ25日夜、

約200人ガ参加して行われ定。

午後8時、各戸ガ電灯を消し、暗ガりの中を火の元を点模、非常

持ち出し袋を持ち、避難ロープ｜こっかまって避難。発電機の灯で約

1時間、初期消火などの訓練を行つだ。」（1989年3月26日朝日新聞〉

寝静まつ疋ころの災害に挑む防災訓練である。

・90予防時線161

防災言

8とl、三主ぷ~
己コd又J円ノロ
日本気象協会調査役
本誌編集委員
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火山灰をみた
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古代における災害の最たるものといえば、

なんといっても火山の噴火であろう。その被

害は、普通我々が想像するよりはるかに大き

く、広範囲かっ長期間に及ぶものである。噴

火に伴うマグマの噴出による人畜の死傷や火

災のほかに、二次的に引き起こされる災害の

ほうが、むしろはるかに甚大だという。噴火

の末期に発生する灰と軽石を含んだ高温のガ

スの流出によって火山の広大なすそ野は一挙

に壊滅し、また噴き上げられた火山灰の微小

な粒子はすぐに降下することなく大気中に長

く浮遊して太陽光線を遮り、気温の低下を招

いて農作物などに何年にもわたって悪影響を

与え続ける。

かつて天災によって国が滅びた例としては、

紀元前15世紀の東地中海に覇をとなえたクレ

タ島のミ ノア文明がある。海上王国クレタの

首都クノッソスがサントリ ノ火山の噴火によ

6 

って大打撃を被ったところへ、ミュケナイ人

の侵入を受けて、たちまち王国は滅亡した。

それと同じようなことがほぼ千年前、我が東

アジアの世界でも起こったらしい。

かつて中国の東北部に湖海という国があっ

た。現在の中国吉林省と北朝鮮 （朝鮮民主主

義人民共和国）の国境にそびえ立つ白頭山の

山麓地帯に起こり、ついには遼寧省、黒竜江

省、ソ連沿海州、ほでも含みこんだ広大な版図

をもつに至った大王国である。我が奈良朝の

大仏開眼のころ初めて使節を乗せた船が来り、

その後およそ 150年間、平安朝のなかばまで

激海船はしげしげと日本へ往来を繰り返した。

古代日本の国際交流史を彩る心あたたまる一

ページである。

このように溺海は日本とたいへん関係の深

い固なのだが、なぜか私にはア ジア史の中に

あわあわと漂うカゲロウのような国に思えて

しょうがない。この湖海国の印象は、おそ ら

く、そのあまりにも急速な国家の消失と関係

している。

湖海が滅んだのは西暦 926年である。 『遼

史』によれば、侵入軍は「省官にして」首都

を陥れた。わずか10日ばかりで屈服している

のである。湖海は自らの歴史書を遣さなかっ

たために滅亡の事情は今も謎につつまれたま

まだが、建国のさいには当時の強大国、唐の



軍隊にたいして実にねばり強い抵抗を示した

湖海が、なぜかくもアッケなく滅んだのか不

思議というほかなかった。

その謎をとくヒントは意外なところにあっ

た。白頭山の噴火が原因だという可能性であ

る。しかも、その噴火のおりの火山灰が日本

列島にまで飛来していることを知った。北日

本各地の平安時代の複数の遺跡で、ある特殊

なアルカリ岩質の成分をもった火山灰の層が

見つかるが、その層は日本海の海底へと連な

り、しかも西へ進むにしたがって厚さを増し、

灰の粒子も大きくなる。このような火山灰の

分布の仕方から推して、これが日本列島内の

ものではなく、約 1,000キロ西方の白頭山か

ら噴出したものに違いないと判断された。つ

まり、爆発のさいに噴き上げられた火山灰は

白頭山の上空 1万メートルの高度に達した後、

偏西風に乗って海をこえ日本列島に降ったわ

けである。

ところで、その白頭山の噴火の年代は、次

のようにして推定される。

北日本の地層中で白頭山の火山灰のすぐ下

層に見出される、もう一つの火山灰がある。

これは現在の十和田湖ができた火山噴火のさ

いに降下したもので、宮城県以北に分布し、

多賀城や陸奥国分寺などの遺跡中の遺物との

層位関係から10世紀初頭のものと考えられて

・90予防••1&1

ずいひつ

いるが、 『長暴極主』の延喜15年の条に「出

羽の国に灰の悶が降って田畑の作物が損害を

うけた」と書かれていたことから、さらに年

代がしぼられてきた。

延喜15年は西暦915年にあたる。この年に

十和田が爆発したとすると、その火山灰の上

側にある白頭山の灰はそれよりも少しあとの

噴火で降り積もったことになる。二つの火山

灰の間隔はおおよそ1～ 5センチであるから、

その間の年数はせいぜい見積もって数十年以

内だという。そうすると白頭山の噴火は湖海

が滅亡した謎の年、西暦 926年にがぜん近づ

いてくるのである。激海もまたクレタ王国と

同じような運命をたどったのだろうか。

先年、私が青森県の下北半島にある平安時

代の住居遺跡を訪れた時、まわりの地層中に

十和田と白頭山の二つの火山灰の層がはっき

りと見わけられた。発掘の調査員の話による

と、灰は住居祉の内側にはまったく見出され

ないという。つまり灰が降下した時には家が

建っていた。とすると、ここに暮らしていた

人々は間違いなく白頭山の噴火の灰を浴びて

いたことになる。しかし、その時はるか1,000

キロのかなたで一つの王国がカゲロウのよう

に消えていったのをだれ一人気づかなかった

のだと私は想いいたり、しばらくは灰の白い

筋から目が離せなかった。
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安全管理と危険管理

福田車
労働安全コンサルタン卜

「｛呆険」という言葉は Insuranceの日本語と

して完全に日常化しているので何の違和感も

ないが、最初に「保険」という語を使おうとし

た人は実に大したものだと感心する。危険に

伴う損害に対して保証するというものである

から、これ以上ふさわしい言葉はないが、実

は、日本人は一般に「危険」とか「災害」とかと

いう言葉を口にするのはあまり好きではない。

今でも、何となく避けようとし否定しようと

さえする性向にある日本人のその昔、「損害保

険」という言葉はずいぶんと大胆なネーミン

グだったろうと，思う。

外来の概念とはいえ、「｛呆険」とは「危険」の

存在を肯定し、危険に伴う「損害」を前提とし

た経済行為であるから、「危険」や「損害」に目

をそらしていたのでは、その価f直はわからな

い。リスクマネジメントなる語もまた、ずば

り「危険管理」である。「危険」を見つめ、見据

えて初めて危険が管理され、リスクマネジメ

8 

ントができる。今、日本で純粋な保険がそれ

ほど理解されず、リスクマネジメントがそれ

ほど盛んにならないとすれば、それは日本人

の「危険」に対する観念の中にある何かと無縁

でないのではなかろうか。

「安全」とは安にして全なることである。心

安らかにして身の全きことである。危険に心

を戦かせることなく身を損なうことのない状

態を言う。

「安全」の問題を考え、労働災害を少しでも

なくそうとするとき、作業場における作業者

の「安全」が必ずしも充分でないことを痛感す

る。作業者を取り巻く状況のなかには、まだ

まだ思いがけぬ「危険」が多い。むしろ、世の

中の進歩に従い、変化に伴って次々新手の「危

険」が現れる。

作業現場では日夜懸命な「安全管理」が行わ

れている。しかし、災害を完全に絶滅するこ

とはできていない。なぜ、日本では「安全管

理」であって、「危険管理」ではないのだろう

か。 日本の防災管理が「安全管理」と言うよう

になったのは、日本人の「安全観」から至極自

然のことだったと思う。 日本人はみな 「安全

管理」のかなたにはきっと「安全」があると信

じているからである。しかし、果たして 「安

全」はあるのだろうか。



「安全」とは「危険でないこと」である。この

世に「危険」が満ちあふれていることを否定す

る者はいない。身の回りの「危険」を上手に回

避しているからこそ、身の「安全」が保たれて

いることをみな知っている。目の前に立ち現

れる「危険」は一つ一つつぶさねばならない。

結局、存在するのは「危険」であって、 「安全」

ではない。したがって、管理すべきは「危険」

であって、「安全」ではない。「安全」を求める

のに、「安全管理」より「危険管理」を主唱する

ゆえんはここにある。

真の「安全」は、 「危険」を完全にコ ントロー

ルすることによ って初めて得＝られるのである

から、「危険」を積極的にえぐり出し、洗い出

して、徹底的に封じ込める努力がどうしても

必要である。「危険」を真正面からとらえて押

さえ込むには、 「安全管理」より、やはり「危

険管理」と言うべきではなかろうか。「安全管

理」では、どうしても 「安全」を探すことに目

が奪われる。「安全」を見出すためには、どう

しても少々の「危険」は軽視され、否定される

からである。

日本人の「安全観」には特有の自然観から く

るものがあるように思える。昨日安全であっ

とから今日もまた安全であろうと思い、今日

（の安全から明日の安全は疑わない。あまり嫌

’90予防時傾向1
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なことは考えたがらない。良くないことを口

にするのは縁起が悪い。災厄などを思い描く

ことは，思いもよらない。「安全安全」と護符の

ごとく「安全Jを追い求める。

保険思想はリスクマネジメント、すなわち

「危険管理」によって裏打ちされている。「安

全管理」からでは保険思想はでてこない。作

業現場で強力に推進している「安全管理」では、

「危険」に対する取り組みに今一つ迫力に欠け

るため、災害絶滅の最後の壁が破れない。そ

してまた、「安全管理」に没入すればするほど

保険観念は希薄になる。むしろ、保険無用と

なる。

「安全管理」と「危険管理」とは、単に表現を

異にするだけの問題ではない。言葉は思想で

ある。当初、何気なく付けられたネーミング

が基本観念を固定し、行動規範を左右すると

したら、これは決して小さな問題として片付

けるわけにはいかない。このととはまた、労

働災害の問題に留まらず、広くすべての安全

問題に当てはまるであろう。身近な家庭内の

「危険」から、果ては原子力発電所の「安全」に

至るまで、管理すべきは「危険」であって「安

全」ではないと考えたい。

存在するのは「危険」であって、「安全」では

ないからである。

9 
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なぜヤマト民族は？

みよし ひさし

三好寿
東京水産大学教授

東京大空襲の有り様をコンパクトにまとめ

た本として、岩波新書『東京大空襲』（早乙女）

があり、206ページを中心に次の一節があって、

驚かされる。

推定10万人の死者に対して、「ただ 1つの死

体についての検視のあともなかった事実は、

米国戦略爆撃調査団報告に、くり返し記録さ

れている」ー「日本の爆撃に対する人的な被害

に関する知識は、著しく制限されておって、極

めて得にくかった。政府による公式の、また

は非公式の、またはそれ以外の科学的な調査

というものが、全く欠けていることは、驚く

べきことである。このことは、ドイツ人によ

って、ドイツの空襲の全期間を通じて集めら

れた、ぼう大な資料を見たことのあるものに

とっては、非常に驚くべきことである」と一

「ドイツでは、内務省の任命で、特別調査委

員会が作られ、ドイツ人医師たちによって、

10 

空襲時の死者2～ 3万人の検視と、傷害者の

調査活動が、あらゆる角度から厳密におこな

われている。その結果、一酸化炭素の中毒に

よる死者の圧倒的に多かったこと」が確認さ

れ一一一。

ヒットラーは日本のこの実状を知ることも、

したがってあきれ果てるひまもなく他界した

はずである。

鋭い指摘をした早乙女氏自身、同書の中で、

3月10日の空襲では 1,667トンの焼夷弾が投

下され、推定10万人が死亡。 4月中旬の空襲

では、 4,069トンの焼夷弾投下に対して死者

3,300人。5月下旬には6,908トンに対して4,004

人の死亡。この大差は何によるかという考察

で、警視庁が「防空体制」の方針を切り替え

「まず逃げる」方針に徹したからだと考えて

いる。そして、一番大切な、「3月10日は風速

2、30メートルの北西季節風が烈風となって

吹き荒れていたから」という原因には言及し

ていない。

津波の犠牲者も、たいてい溺死で片づけら

れていた。

ヤマト民族はなぜ、大量の犠牲者がでても、

その死因を追求しなかったのか。それが儒教

の教えから発したものか、あるいはもっと根

源的な東洋人の宗教哲学から出たものか、こ



こで論じるひまもないが、ともかく死因を追

求しないでは、再発を防止する手だて、つま

り対策の立てようもないわけである。

ヤマト民族はかくして、津波と知るとやみ

くもに逃げ走っていた。

平均水泳能力が低かったことも大きな原因

である。江戸時代の時代劇を見ていると、「大

川に身を投げる」ということが自殺方法とな

って、それはかなり一般化されていた。今の

日本人は、大川に身を投げたくらいではだれ

も死にはしない一一一。

こうした背景のもとで、日本海中部地震津

波（昭和58年）は生じた。報道された以上に強

烈な津波であった。そして、水泳が達者な、

水を恐れぬ人々の間で、とっさの判断として、

「巨大波が目前に迫ったら、しっかりともの

につかまる一津波の中に入ってしまえば、

水はクッションだから」という対策が生まれ、

実行者はいずれも、すり傷くらいで無事であ

った。 そして発達したマスコミは、一犠牲者

のニュースばかりでなく一この、ベストを

尽くして津波を切り抜けた人々のことを一挙

に伝えた。そして時代は音を立てて変わりつ

つある一一一。

それを裏書きするように、秋田県医師会は

「日本海中部地震における被害状況報告」と

’90予防時銀161

ずいひつ

いう10数ページのパンフレットを発行した。

驚くなかれ、これは津波犠牲者に対する、

日本医学の考察第 1号なのである。被害状況

から見て、この標題は「津波における被害状

j兄」として読むべきものである。内容は予想

どおり、大腿骨、肋骨、頭蓋骨、特に下腿骨

の骨折が大部分で、「ものにしっかりとつかま

る」ことが正解であったことを示していた。

私は勤めの関係で、度々学生の遠泳指導を

行った。そして、女子学生の遠泳能力に舌を

巻くことが多かった。考えてみれば当たり前

のことであった。女性は断熱材と浮き袋持参

で、あとはスクリューさえ回せばよいのだか

ら。だから、この画期的津波対策は、特に女

i主に向いているかもしれない。

巨大波と格闘しながら、ものにつかまるの

だから、頑張れるのはせいぜい 2秒間くらい

であろうが、それで充分なのである。

ただ水中に没する瞬間の深呼吸を忘れぬよ

うに．グ

私が発見した、この対策の実行者第 1号は、

三陸の大槌湾南岸で明治29年に、高さ 9mの

巨大波を目前にして、波打ち際の樹木にしっ

かりとつかまった若い女性であった。その樹

木はその後、かなり太り、今は切り株として

残っている。
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サンフランシスヨ地震・
その予知をめぐ、って

ロマプリータ地震

昨年の10月17817時 4分（ 日本時間18日9時 4

分）、アメリカ・カリフォルニア州サンフランシス

コ市一帯を襲った地震は、高速道路の崩壊や軟弱

地盤地帯での建造物の倒壊、損傷を招き、 62人の

死者を出す惨事となった。

震源地は、 USGS（アメリカ地質調査所）の発

表によれば、サンフランシス コ市の南東約 lOOkm

にあたる北緯37.053度、西経 121.851度で、震源

の深さは18km、地震の規模は M=7.1であった。

この地震は、震源地近くの山の名をとって「ロマ

プリ ータ地震」と名づけられた。

最も多くの死者を出したのは、湾を挟んでサン

フランシス コ市の対岸にあたるオークランド市サ

イプレスでの高速道路 880号線の崩落であった。

この高速道路は二層式になっており、その上層部

分が約 2.5kmにわたって崩れ落ちたため、下層を

走行中の車がサンドイツチ状に押しつぶされたも

のである。

また、サンフランシスコとオークランドを結ぶ

二層式のべイブリッジでも、一部で上層部分の橋

桁が落下し、車がそこに落ちこんだ。このため、

ぺイブリッジは約 1か月間不通となり、両市聞の

交通に大きな支障を与えた。

震源に近いサンタクルーズやワトソンビルなど

の町では、商店街を中心に多数のビルが倒壊した。

サンフランシスコは、震源から離れていること

12 

伊藤和明

もあって大災害とはならなかった。市内で被害の

大きかった場所は局所的で、特に市の北端の海に

面したマリーナ地区の被害が目立った。 ここでは

約60の建物が全壊または損傷し、火災も発生した。

マリ ーナ地区に被害の集中した原因としては、建

物の構造上の欠陥とともに、砂質地盤の液状化が

挙げられる。 この地区は、 1910年代に海を埋め立

てて開発された軟弱な人工地盤地域で、地震の強

い揺れによって液状化 を引き起こしたものである。

火災の発生原因も、液状化によって地下のガス管

が折損し、そこに何かの火が引火したものと推定

されている。

地盤の液状化は、マリーナ地区だけでなく、サ

ンフランシスコ湾沿岸の各地で認められた。 との

沿岸一帯は、、、Baymud，，と呼ばれる、 6000～7000

年前の縄文海進時に堆積した軟弱な泥層に覆われ、

その上に各所で埋め立て開発が行われてきた。

USG Sの作成したサンフランシスコ湾岸地域の地

盤図の説明には、「Baymudおよび人工の埋め立

て地域は、大地震に襲われると地盤がゼリー状に

なり、ビルなどの構造物は大きな被害に見舞われ

るであろう」と記されていた。危険はまさに予告

されていたのである。

2 サンアンドレアス断層が動いた

ロマプリ ータ地震は、サンアンドレアス断層の

活動によって引き起こされたものである。 この断



層は、アメリカの西海岸に沿って走る巨大な活断

層で、その長さは l,300kmにも及び、断層沿いに

はサンフランシスコ市やロサンゼルス市などの大

都会が発展している。

サンアンドレアス断層は、東側の北米プレート

と西側の太平洋プレートとの境界をなす横ずれの

トランスフォーム断層である。断層を境に、太平

洋の側がアメリカ大陸の側に対して相対的に北ヘ

動いているホ右ずれ。の断層で、その速度は年平

均 2- 3 cmといわれる。

長大なサンアンドレアス断層のほぼ中央部 150

h前後は、絶えずズルズルと動いている部分で、

このような運動はれクリープν と呼ばれている。

サンアンドレアス断層がクリープしている地域で

は、断層を横切る道路や鉄道が次第に食い違って

しまったり、地下に埋設された水道管などが破損

するなどの被害を生じている。 しかしここでは、

一般に大きな地震の起きることはない。常にズル

ズル動くことによって、地震のエネルギーを小出

しにしているからである。

それにひきかえ、クリープをしていない断層の

部分では、年間 2～ 3cm動くべきところが普段は

静止したままで、いわば変位が凍結された形にな

っているために、地震を起こそうとするエネルギ

ーが少しずつたまり続けている。その結果、つい

図 l ロマプリータ地震の余震介布（・89.10.17-20)
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に歪が限界に達したとき、断層は一挙に動いて地

震を発生させるのである。今回の地震もそのよう

な性質のものであり、余震の分布からみると、約

50kmにわたって断層が活動したものと推定された。

この断層破壊は、サンアンドレアス断層のクリー

プ部分の北に隣接して起きたものである。

今回の地震には、これまでのサンアンドレアス

断層の活動では見られなかった特徴がある。サン

アンドレアス断層系の活動では、ほとんどが横ず

れの変位だけであるのに、今回は、余震の分布や

地震のメカニズムからみると、縦ずれ成分の大き

いことがわかった。横ずれ 1.8m 、縦ずれ 1.2～

1.3 m という逆断層型のモデルが、観測l結果に最

もよく適合するという。

なぜ今回に限って縦ずれを生じたかについては

さまざまな議論がある。たとえば、今回の地震の

震源域が、サンアンドレアス断層の一般的な伸長

方向よりやや東にずれて曲がっていることから、

そのような所に歪がたまりやすく、南西側から北

東側へのし上げるような逆断層型になったのだろ

うという推定もある。

サンアンドレアス断層の活動によって引き起こ

された過去の被害地震としては、 1906年の「サン

フランシスコ大地震」がよく知られている。この

とき、断層は 300kmにもわたって一挙に活動し、

M=8.3の巨大地震を発生させた。サンフランシス

コ市は壊滅的な震災を被り、700人以上の死者を出

す大惨事となった。そして今回のロマプリータ地

震は、 1906年の断層破壊域の南端部にあたるサン

図2 ロマプリータ地震の立体モデル
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タクルーズ山系で、ふたたび発生したのである。

3 地震は長期的に予知されていた

サンアンドレアス断層に沿うカリフォルニア州

一帯では、「地震災害軽減計画」の一環として、

地震予知の研究と実用化が進められている。活断

層の分布や性質も充分に把握されているし、精度

の高い微小地震観測網や地殻変動観測網も箆備さ

れている。しかし、今回の地震を直前に予知する

ことはできなかった。顕著な前兆現象が、観測で

はキャッチできなかったからである。地震の震源

の深さが18kmと、サンアンドレアス断層で起きる

地震としては深かったことにもよろう。

だが長期的には、近い将来、サンタクルーズ山

系で大きめの地震が発生するであろうという予測

がなされていた。その根拠は、 1906年サンフラン

シスコ大地震を起こしたサンアンドレアス断層の

変位が、一般には 3～ 4mであったのに、この地

域では 2.5m 以下だったことから、まだ断層のす

べり残しがあるというのである。また、最近20年

間の微小地震の分布をみても、この地域には明白

な検地震の空白域。が認められていた（図 3- A）。

こうした根拠に基づいて、 USG Sのワーキン

ググループは、 1988年 2月に報告書をまとめ、「今

後30年以内に、 M=6.5以上の地震が発生する確

率は30%」とする予測を発表した。

この時点では、地震の発生はまだそれほど差し

迫っているようには思え

なかったのだが、それ以

後’89年にかけて、この

地域ではM=5前後の有

a〕 (1969.I. I～’89.7.31) 

していなかった地域で、相次いで有感地震が発生

し、しかも震源が、注目されている空白域の中で

あったために緊張が高まったのである。

との事実を紹介する記事が、’89年 8月18日号の

雑誌、Science’J に＂AnotherCalifornia Seismic Hot 

Spot，と題して掲載されたばかりであった。記事

では、 USG Sの地震学者の推論を基に、三つの

有感地震は、サンアンドレアス断層に沿う長さ45

kmにわたるこの地域で、近い将来 M=6.5が起き

る兆侯ではないかと述べ、専門家の地震学的直観

によれば、最悪の事態を想定した方がよいと結ん

でいた。

そしてロマプリータ地震は、その 2か月後、ま

さに予測された地域で発生した。図 3-Bは、ロ

マプリータ地震の本震と余震分布だが、図 3-A

に見られた空白域が、見事に埋められていること

がわかる。

4 大地震はもう一つ来る？

ロマプリータ地震が起きてから、現地の地震学

者たちは、この地震の発生は、カリフォルニア北

部での地震活動が活発化する時期を迎えたことを

意味しており、被害をもたらすような地震が続発

するのではないかと考えている。次に起きる大地

震について、彼らは二つの可能性を想定している。

一つは、サンフランシスコ湾の束、つまりオー

クランド側を走るへイワード断層が動いて地震を

感地震が3回発生した。

三つ目の地震は’89年 8

月8日に発生、震源はそ

の70日後に起きたロマプ

リータ地震の本震とほぼ

同じ場所で、 M = 5.2で

あった。1906年の大地震

以後は顕著な地震の発生

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 
距雌（km)

図3 サンアンドレアス断層に沿う地震の震源分布
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起こすのではないかという考えである。

19世主己に起きた地震の系譜をみると、サンフラ

ンシスコ湾を挟んでその両側を平行して走るサン

アンドレアス断層とヘイワード断層とは、 2、3年

の間隔をおいてぺアで活動していることがわかる。

1836年へイワード断層時 1838年サンアンドレア

ス断層、 1865年サンアンドレアス断層時 1868年

へイワード断層というぐあいに、二つの地震が対

になって発生している。もし今回のロマプリータ

地震を、新しくスター卜したぺア地震の最初のー

っとみるなら、上記の1865<=:> 1868のように、数

年後にはへイワード断層が活動して大地震を引き

起こすのではないか、というのである。

もう一つの考えは、サンアンドレアス断層の延

長部で、 ロマプリ ータ地震の破壊滅に隣接した部

分が動いて大地震を起こすのではないかというも

のである。

サンアンドレアス断層の今回の破壊域よりも南

の部分は、断層がクリープをしていて、断層の両

側が絶えずズルズル擦れあっているので、大きな

地震を起こすことはない。問題は北に隣接してい

る部分、つまり、サンフランシスコ市により近い

サンアンドレアス断層の部分である。 ホ半島部。

ともいわれるこの部分では、 1906年の、サンフラ

ンシスコ大地震。以来、断層活動がロックされた

状態になっている。ちょうど昨年10月17日以前の

ロマプリータ周辺と同様の状況にあるといってい

いυ ロマプリータ地震の発生によって、その北50

kmほどの部分は、地震を起こすべきストレスが高

まったと考えている学者も多い。また、図 3-C

に示す最近20年間の地震分布をみても、サンフラ

ンシス コのほぼ直下から右手（南東方向）にかけて

地震の空白域ら しきものも認められる。

ラモント地質観測所の地震学者ショルツは、今

後30年間にい半島部H での大地震が起きる確率は

50～90%、私見をまじえれば、 5年以内に起きる

かもしれないと言っている。

へイワード断層が活動するにせよ、サンアンド

レアス断層が い半島部H で活動するにせよ、サン

フランシスコ湾岸地域には、甚大な災害が発生す

’90予防時報161

ロマプリータ地震

宅事 EI 

I o 50 
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¥ km 

ミミミミロスプリ－？地震の震源域

滋勿勿~ 干想される震源域① （へイワード断層）
後後務 予想される震源械②（サンアンドレアス断層）

図 4 さて次の地震は？

るであろう。ロマプリータ地震の震源域と異なり、

湾岸地域にはサンフランシスコやオークランドを

はじめとする大都市が点在し、しかも脆弱な地盤

の上に各種の大規模開発が進められている。

地震を直前に予知するために高精度 ・高密度の

観測網を展開していても、ロマプリータ地震のよ

うに、顕著な直前の前兆もなく、不意打ちになる

可能性もけっして低くはない。地震の予知・予報

に過大な期待をかけすぎることの危険性が、ここ

にもi替んでいるといえよう。

いまサンフランシスコ湾摩地域は、地震の質こ

そ違え、長期的に予測されているホ東海地震。を

めぐっての駿河湾周辺と同様の立場に立たされて

いるといっていい。世界で最も地震予知観測l技術

の進んでいる白米両国が、ともに人口過密地帯で

の大地震発生を前に、予知と防災の体制をいかに

整合的に進めていくか、いま共通の大きな試練に

直面しているのである。

（いとう かずあき／NHK解説委貝）
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宮サンフランシスコ地震｜こ
おf:t~住民の意臓と待劃

1 はじめに

1989年10月17日に起きたサンフラン シス コ地震

（マグニチュード 7.1、正式名称、「ロマプリータ

地震」）は、サンフランシスコ市、オークランド市、

サンタクルーズ市を含むサンフランシスコ湾岸地

域一帯に大きな被害を及ぼした。この地震では、

電気・水道・ガス・電話などのライフライン系統や、

高速道路などの交通系統にも多大の損傷を与え、

市民生活にも少なからぬ影響を与えたのである。

今回の地震でしばしば指摘されたことの一つは、

夕方のラッシュアワ一時にもかかわらず、いわゆ

るパニック的な混乱はほとんどみられず、逆に一

般市民によるボランティアの援助行動が活発にみ

られた、という点である。

このような住民レベルの対応行動や意識の実態

を詳しく調べるために、私たちの研究グループで

は、地震発生から 5週間後の11月25日から 1週間

にわたって、サンフランシスコ湾岸地域の住民300

人を対象として、電話インタビューによる意識調

査を実施した。本研究への参加者は、橋元良明、

広井伸、田崎篤郎（以上、東京大学新聞研究所）、

および筆者である。

なお、本調査は東京大学より研究助成を得て実

施したものである。また、現地での実査は PLOG

Research Inc.に委託し、訓練を受けた調査員によ

り行った。

16 

三上俊治

調査対象者は、サンフランシスコ湾岸地域にお

いて比較的大きな被害を受けた四つの郡（Alameda,

Santa Cruise, Santa Clara, San Francisco) 

に在住する20歳～69歳の男女 300人で、郡の人口

に比例する確率で無作為抽出したものである。主

な調査項目は、①地震発生時の心理と行動、②地

震による被害、③地震直後にとった情報行動、④

流言への接触、⑤援助行動、⑥地震予知情報への

接触などである。

私たちの研究グループでは、これまでに1987年

10月1日のロサンゼルス地震 （Whittier市 ）、同

年12月17日の千葉県東方沖地震 （長生村）でも同

様の手法による調査を実施しており、幾つかの項

目については質問文のワーディングを揃えて、調

査データが比較できるようにした。本稿でも、必

要に応じて 3回の調査データを相互比較したいと

思う。

2 地震発生時の心理と行動

地震が起こったのは、 10月17日の午後 5時 4分

（アメリカ西部標準時）だったが、このとき調査対

象者のうち自宅にいた人は43.3%、勤め先にいた

人は20%、車に乗っていた人は11.3%であった。

地震が起こったとき、「どのくらい驚いたか」と

いう心理的反応の程度を質問したところ、「非常に

驚いた」人は34.8%、「多少驚いた」人は31.8%と



いう結果が得られた。ロ

サレゼルス地震のときに

は45.8%、千葉県東方沖

地震のときには85.6%の

人が「非常に驚いた」と

答えており、これに比べ

ると、今回の地震で冶驚

きの程度は全体としてそ

れほど高くはなかったと

いえよう。ただし、性別

にみると、女性の場合49

%が「非常に篤いた」と答

えており、男位三よりも心、

理的な恐怖感は強かった

’90予防時報161

という傾向がみられる（図 1）。
マリーナ地区の住民に飲料水を配るボランティアの人たち

地震で揺れている最中のとっさの行動について

は、あらかじめ13通りの行動項目を用意し、その

中から実際にとった行動を幾つでも答えてもらっ

た。図 2は、今回の調査結果と以前に行った 2回

の調査結果とを並べて示したものである。

回答率のもっとも高かったのは、「戸口に立った」

という行動であるが、これは日本ではほとんどお

目にかかれないタイプの対応行動である。アメリ

カでは、家屋の構造上、戸口 （ドアウェイ）付近が

地震動に対して比較的強く、地震が起こったとき

には戸口の下に立つのが安全だという考え方が広

く普及しているようである。

ちなみに、「アメリカ赤十字」の防災パンフレット

を見ると、地震の最中に屋内でとるべき行動とし

て、 「机の下にもぐる（あるいはつかまる）こと、

窓際や暖炉などから離れること、慌てて外に飛び

出さないこと、階￥1やエレベーターを使わないこ

区麹非常に驚いた
~あま可驚かなか つ fこ

0.0 

図 l 地震による驚きの程度

20.0 40.0 

と」とならんで、「戸口に身体をささえること」が

言及されている。

もう一つ、アメリカ人らしい対応行動として、

「（神に）祈った」というものがある。日本では皆無

に近いのに対し、ロサンゼルス地震では 14.5%、

今回の調査でも12.7%がこうした行動をとってい

る。クリスチャンの多いアメリカならではの反応

パターンといえよう。

地震で揺れている最中のとっさの行動を全体と

してみると、多くの市民が比較的冷静な対応をし

ていたことをこのグラフから読み取ることができ

る。「じっと様子をみていた」「家族や友人を落ち

つかせようとした」という回答がそれぞれ 2番目、

3番目に多かったこと、「外に飛ぴ出した」という

パニック的な行動の比率が過去 2回の地震と比べ

るとかなり低かったことなどが、こうした推測を

裏づけている。

~多少郎、た
区ヨまったく鴛かなかった

60.0 80.0 100.0 % 
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たか」という質問に対しては、「ラ ジオ」という回答

が54.7%と過半数を占めた。特に、被害の比較的

・90予防時報161

情報行動と役立った情報源3 

大きかったサ ンタク ルーズ郡では、 81%の人がも

っとも役立った情報源としてラジオをあげている。

地震発生直後にラ ジオをよく利用する、あるい

はラジオがも っとも有用な情報源として威力を発

揮するという点は、図 3に示すように、ロサ ンゼ

ルス地震や千葉県東方沖地震の場合でも同様であ

今回の地震では、発生直後にサンフランシスコ

市やサンタクルーズ市などを含む広範囲の地域で

停電があり、一般家庭ではテレビが見られなくな

るという事態を生じた。 このため、被災地とその

周辺地域では、ラジオが災害情報 ・安否情報・復

旧情報などの貴重な情報源として大いに威カを発

り、地域や文化を超えて共通してみられる現象で

ある。これは、ラ ジオのもつ携管性と機動性、停

電に強いという対災害性、提供される情報の地域

性と速報性などによるところが大きい。

援助行動

今回の地震では、被災者を救援する市民レベル

のボランティア活動が積極的に行われたことが報

4 

じられたが、その実態はどうだったのだろうか。

揺れている最中のとっさの行動では、 「子供、老

人、病人などを助けようとした」という回答が13.7

%あり、緊急の援助行動をとる人が少なからずい

たことを示している。本調査では、これとは別に

地震のあと、他の人たちに対して援助を提供した

かどうか、また、他者か

ら援助を受けたかどうか

揮した。

事実、本調査で「地震の直後、状況についても

っと知るために何をしたか」と尋ねたところ、「ラ

ジオをつけた」という回答が66.3%でもっとも高

く、「テレビをつけた」の23.3%をはるかに上回っ

た（図 3）。また、「どこからの情報が一番役に立つ

嬰岡田司F 、 時

＂ ~’ 鴻

［＜，，£・，電働時掴圃圃圃圃－匙 J 

写真2 一夜明けた18目、公園に遊擁した住民

を、それぞれ内容別に 5

～ 6項目にわたって回答

してもらった。図 4は、

その回答結果を示したも

のである。

湾岸地域全体の数字で

みると、「食糧、水、衣類

の提供」が38%でもっと

も多く、「被害の後片付け

の手伝い」がこれに次い

で多かった。「避難場所を

提供した」という人が9

%いたことも注目される。

~ロサンゼルス地震（ Whitt同r市）

σ3 

他

医塁aサン7ランンスコ地震（湾摩地滅）

~千葉県東方沖地震（長生村）

家
具
な
ど
を
押
さ
え
た

戸
口
の
所
に
立
っ
た

も
ぐ
っ
た

机
な
ど
の
下
に

で
き
な
か
っ
た

動
〈
、
』
と
が

40.0 

% 

30.0 

（%） 

特に被害の大きか・ったサ

ンタクルーズ郡では、「食とっさの行動（ 3地域の比較）図2
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糧等の提供」と「被害の

後片付け」の 2項目で援

助の提供、受け取りとも

~ロサンゼルス地震（Whitti er市 ）

役立つた情報源

医EBサン7ランシスコ地震（湾岸地域）

匿Z 千葉県東方沖地震（畏生村）

80.0 

% 

60.0 

40.0 

に全体平均に比べて著し

く高くなっており、市民

5 

レベルでの援助行動が活

発に行われたことを示し

おわりに

ている。

0.0 以上の調査データをま

とめると、次のような点

地震直後の情報行動と一番役立った情報源（ 3地域の比較）図 3を指摘することができる

だろう。

第一に、今回のサンフ

ランシスコ地震に対する

52.4 市民の反応は、おおむね

冷静であり、 外に飛び出
援助の受け取り援助の提供

すなどのパニック的な行

動をとった人は比較的少

2.3 2.0 
澗 0.010.30.0・F司 0.0

被けそ
害がの
のの 他
後手の
片 当 接
付 て 助
けをを
をし受
手てけ
｛ 去 も た
つら
て つ
もた
ら
ずコ

た

日
司
避
鮭
場
所
の
提
供
を
受
け
た

30.0 

10.0 

食
料
、
水
、
衣
類
な
ど
を
提
供
し
た

数にとどまったというこ

とである。

第二に、災害情報を得

るための情報源としてラ

0.0 ジオカfもっともよく利用

され、かつ役に立ったと

評価されたこと である。

第三に、揺れている最

中に家族内の弱者を保護

したり、地震のあと、被

災者に対して食糧等を提

供したり、後片付けを手

伝うなど、各種の援助行

この程度の規模の地震は、東京を中心とする首都

圏ではいつ起こっても不思議ではないといわれて

地震後の媛助行動

動が被災地域を中心として活発に行われたことが

調査データによっても裏っ・けられたことである。

第四に、とっさの行動において、幾つかの点で

日米間に大きな違いがみられたことである。

サンフラン シスコ地震は、近代的な大都市を直

撃して大きな被害をもたらした地震であったが、

図4

いる。 その意味でも、今回の調査結果は、我が国

の地震防災対策、防災教育などを考える上で示唆

するところが少なくないと思われる。

しゅんじ／東洋大学社会学部助教授）
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サンフランシスコ地震
（ロマフリータ地贋）

と地震保険について

合同調査団の結成

今回のロマプリータ地震の調査団は、都市災害

を総合的に把握する視点での調査と、大都市での

広域災害時における保険会社の対応の把握を中心

に調査を行った。前段は地域安全学会が、後段は

損保団がそれぞれ担当することになった。

学者団体と損保が合同して地震調査団を結成す

ることは、初めての試みであった。 また、損保団

についても、査定、業務、防災の 3部門が合同し

て調査することも初めてのことであった。特に、

査定部門が地震の海外調査を行うことも初めての

ことであった。

2 現地調査報告

調査の第 1障は11月26日から12月5日までの10

日間（正味 8日間）、調査団の中心である第 2陣19

人は、12月2日から12月10日ま での 9日間 （正味

7日間）にわたって調査を行った。

効率的かつ効果的にスケ ジュールを消化させる

ため、第 2陣19人を4-5班編成にて行い、 30か

所を超える調査・訪問を行うことができた。

アメリカ・カリフォルニア州の地震保険の概要

20 

野村和弘

および、保険会社の地震保険の対応を中心に調査

した内容は、下記のとおりである。

1 ）地震保険の概要

カリフォルニア外｜では、地震による火災は火災

地域安全学会調査団メンバー

団長村上雅也 （千葉大 学 教授）

コ一円村上嘩直 （横浜国立大学教授）

ネーター佐野昌幸IJ （側 三 菱総 合 研究所）

長能正武 （側竹中工務店技術研究所）

竹下裕明 （横浜国立大学大学院生）

小川雄二郎 （例都市防災研究所）

規保調査団メンバー

団長野村和弘 （安田火災海上保険附）

早崎信隆 （住友海上火災保険鮒）

石山正信 （大正海上火災保険側）

液辺晴二（千代田火災海上保険鮒）

小沢敬司 （東京海上火災保険枠制）

井上哲太郎 （同和火災海上保険附）

深期瑞俊 （自動火災海上保険側）

炭谷英樹 （日本火災海上保険側）

熊井淳一 （安田火災海上保険附）

佐々木孝良 （安田火災海上保険側）

金子善信 （日本地軍基再保険側）

村田勝彦 （日本 tn害 保険協会）

小林啓美 （日本工業大学）

長島秀隆 （損害保険料率算定会）

川口正明 （航 害 保険料率算定会）



保険で担保されており、地震保険では地震の衝撃

による損害を担保している。地震保険は、通常火

災保険に付帯して契約され、住宅物件の場合は、

大部分がホームオーナーズ保険に付帯して契約し

ている。

保険料は基本的には地域、建物の構造により決

定されるが、ディダクタプル（小損害被除）が適

用されている。ディダクタブルおよび保険料のい

ずれも保険会社によってまちまちである。ディダ

クタプルは 5-20%の範囲であり 、通常は10%が

多い。たとえば、地震保険の高い地域で、 10%の

ディダクタプルを適用した場合は、おおよそ次の

ような料率となる。

木造 : 0.15/ $100 

レンガ造

鉄骨造

: 0. 75/ $100 

: 0.25/ $100 

無補強コンクリート・テイルトアップ

: 0. 45-0. 50 / $100 

また、火災保険と地震保険の料率を比較すると、

たとえば、ホームオーナーズ保険において、保険

金額20万ドルの住宅の場合、 10%のディダクタプ

ルとすると 、年間保険料は、火災保険が 500ドル、

地震保険750ドルとなる。

なお、今回の地震では、 地震保険のディダクタ

ブルの大きさ、および保険料の高さが住民の批判

の対象となったようである。

表 l カリフォルニア州における地震保険の保険料と支払保険金

西暦 Gali！.における主な地震 保険料｛$） 支払保険金伶）

1970 5,873,033 。
1971 San Fernando(6.6) 4,617,916 803,220 

1972 8,954,00。2,076,000 

1973 10,897,00。 67,00。
1974 12,966,000 444,000 

1975 Or。ville 13,842,000 。
1976 17,130,000 78,000 

1977 19, 760,000 141,000 

1978 Santa Barbara 23,159,000 357 ,000 

1979 Imperial Valley (6.6) 28,968,000 629,000 

1980 38,540,000 3,548,000 

1981 50,208,000 464,000 

1982 58, 871,000 。
1983 c。alinga(6.7) 70,448,000 2,043,000 

1984 Mor・E・nHill (6.2) 79,452,000 3,951,000 

1985 (AS 2865) 132,871,000 1,666,000 

1986 s。uthernCal iforma 180,034,00。16,699,000 

1987 Whittier (5.9) 208' 376' 000 47 ,609,000 
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2）地震保険の契約状況

カリフォルニア州における地震保険の成績は表

1に示すように、 1987年で保険料 208百万ドル、

支払保険金48百万ドルであり、 1971年から1987年

までの17年間での合計では、保険料は 959百万ド

ル、支払保険金81百万ドルである。

1983年のコーリンガでの地震を契機に地震保険

に関する法規制の必要性が論じられ、 1984年にカ

リフォルニア保険法 8.5章として地震保険に関す

る条項が追加された。この法律により保険会社は、

居住財産を対象とした保険契約を募集する場合、

契約日から60日以内に契約者に対し地震保険の提

供申し出を行う義務を課せられている。

以上のように、地震保険に関する法律が施行さ

れて以降、 1985年から地震保険の保険料は飛躍的

に増大していることがわかる。

付帯率（火災保険件数に対する地震保険件数の

割合）については、保険会社、保険ブローカ一、

マスコミ報道と、それぞれ数字がまちまちである

が、ホームオーナーズ保険に対しては、現在20%

前後とされている。 この付帯率も1985年に施行さ

れた法律により、 7%から15%ないし20%に上昇

している。 なお、米国の場合、日本における普及

率、すなわち、地震保険契約件数を世帯数で割っ

たような指標は使用されていない。

3）損害査定対応

① 損害保険会社

米国では、 3千数百社の鍋害保険会社が営業し

ており、カリフォルニア州でも 2千社を超える損

保会社が進出している。今回の地震発生後の各社

の対応は千差万別であり、米国の損保の対応を一

律に論ずることは到底できない。 しかしながら、

各社の査定対応を調査することは、我が国の大災

害時の対応にも参考となると考え、我々は数ある

損保のなかから大手損保3社を訪問した。 各社か

ら聴取した内容を基に、今回の地震における米国

損保の損害査定対応の一端を紹介する。 なお、今

回の地震での総支払額は90年 5月以降に集約され

るとのことである（調査時点では10億～20億ドル

と推定されていた）。

21 



’90予防時鎌161

各社の査定対応については表2のとおりである

が、要約すると下記のとおりである。

－緊急のクレームオフィスを迅速に設置している0

・新聞、TVなどマスメディアを積極的に活用し

ている （契約者に事故受付専用電話を周知させ

たり、自社のPR用に利用する）。

・共同査定方式や地震損害の査定統一基準は存在

しない。

・顧客対応はかなり慎重であり、時間をかけてい

る。したがって、立会（実調）率は高い（免責

の場合は、誠実に対応しないとBad Faith訴訟

に巻き込まれる懸念もある。

・免責となる場合は、証明書を発行する（保険が

免責の場合、契約者はその旨の証明を提出する

ことにより、税金の免税や助成金の交付といっ

た処置を受けられる）。

表2 各保険会社の損害査定対応

言？＼之さ A f員保

・独立アジャスタ ーの役割が大きい。

・クレーム部門の付帯サービスは特に行っていな

い（修理業者を紹介した場合、責任が保険会社

に向けられ、訴訟に巻き込まれる危険性を指摘

する会社もあった）。

・コ ンビュータの活用が進んでいる（フィールド

アジャスターや代理店とのネットワーク化）。

② アジャスタ ー会社

米国のアジャスター会社は、保険業界内のみな

らず一般社会にそのステイタスを認められた業種

といえる。今回訪問した会社は、大手アジャスタ

ー会社である。

－業種の請負形態について

・あらかじめ保険会社の専属アジャスターとして

指名されるケース

・あらかじめ特定契約者のクレームエ ジエント

B f員保 c IJl 保

I.会 社 慨 要 lCommercial Line中心の大手綱保 I Commercial Line中心の大手鍋保 Personal Line中心的大手Ill保

本社はCalifornia州にある本社は東海俸にある。 本社はCalifornia州にある

2緊急クレームオフィス JFrem酬 に設置（10／附 ｜当初は、 SanMarineに設置、後にS.F J Pleasantonに設置

25人を配置 （アジャス夕 、技師等） ｜支店内に移す0 24時間体制。畳間は20人 I1～ 8人配置。電話20台、 パソコ ン10台

配置。広報活動も行う ｜配備．広報、約款解釈専門家む配置E

3.事故受付状況｜当初1週間で300件受付 約3,500件受付(12/6現在） 約6,500件受付（12/7現在）

4.立会状況｜ほぽ全件 立会（実調）率 70% 立会 （実調）率 100%

5.支 払 状 況 IHomeowners付帯地娘については、 3週 I3,soo件のうち有責は約30%、うち80%は Is,soo件のうち有賀は約40%、うち50%は

間以内に50%完了。 Ploofof Lossにサ｜ 支払済(12/6現在） ｜支払済(12/7現在）

インが終われば5日以内に小切手で支払

う．

6.7ジャスター｜独立アジャスターを動員 自社（Stuff）アジャスターのみ

48支店から56人を派i宜

独立ア ジャスター 110人を動員

7.コンビュータ｜契約デ タは 1か所に集中させている 1契約データは、本社以外lこAri日間 州で｜北California地区の1,000の代理店のうち

8.広報・ P R I新聞紙上で緊急オ7ィスをPR 

100%Back咽p。Fieldアジャスターは自 I10%とは、オンライ ンで直結

動車電話回線で端末を使用

T V、ラジオで緊急オフィスのフリーダ｜地艇の蛍日には、 VTR7ルーを手配0 2 

ィアルをPR 週間後にはTV用2分間CMが完成し、

迅速支払いなどをアピール。査定対応、を

企業イメージの高尚に戦略活用しPRす

る

9そ の 他｜広域災害マニュ 7I~ は本社にある。 ｜力タストロフィ プラン有り ｜力 5'7.トロフィ・プラン有リ

クレーム付帯サービスは特に行っていない 17レーム付帯サービスは特に行っていない｜クレーム付帯サービスは特に行っていない
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として提言名されるケース

－地震発生後に損害調査を依頼されるケース

．地震直後の通信手段

電話は、サンフランシス コのオフィスからの外

線発信は可能だったが、受信は困難だった。 3

日後に回復した。電気は 2日後に回復した。こ

の間、有力な通信手段は、 FA Xであった。 F

A Xの電話回線のみは通信可能であったため、

電話を FA Xの回線に接続して使うことができ

た。 また、無線電話も通信可能であった。

・応援体制

全国各地およびロンドンから 8人が応援にきて

いた。

－支払権限について

保険金の算定までは行うが、金額の多寡を問わ

ず決定権は保険会社にある。

－協定の方法

ブルーフオブロスという保険者と契約者の協定

書に双方のサインをもらう。

－損害認定条件

特になし。建物はそれぞれ構造が違い、価格構

成も異なるため、画一的な基準はない。

－災害用の処理計画

あらかじめ、顧客ごとに、カタストロフィ・プ

ランを用意している。

－行政当局の建物被災判定との関係

保険上の損害との関係については、基本的には

無関係であった。 ただし、赤カード （UNS A  

FE）の場合は、全損認定の参考となる。賞カ

ード（ LIMITED ENTRY）の場合は、

独自に査定する。

③ ブローカー

我が国はブローカー制度は存在しないが、米国

では、とりわけコマーシャルライ ンに果たすブロ

ーカーの役割は重要で、保険マーケ ットにおける

支配力は大きく、プロフェッショナルな社会とい

える。

ブロ カーは、保険契約者の利益を代表してお

り、保険会社のモニターの役割を果たしている。

今回は、大手ブローカー 3社を訪問した。
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－地震直後の顧客対応について

オフィスは、地震直後2-3日使用できなかっ

た。 したがって、顧客対応のため、 X社はサン

ノゼ市に災害対策オフィスを開設した。 またY

社はホテルを借りて対応した。

④今後の動向

今回の地震後、多くの保険会社では30日間程度

の地震保険の引受制限を行っている。 この後、平

常に復旧した直後の段階では、保険料の引上げ、

引受条件の厳格化（審査のハード化）の動きはで

ていないが、ハリケーンホヒユーゴ’（89.9.21発

生、損害額約40億ドル）等と相まって米国保険市

場は、今後ハード化に転じるとの見方も一部には

ある。

3 終わりに

損保団としては、今回の地震に対して、保険会

社やブローカーなどの損害保険関係者がどのよう

に対応したかを中心に調査してきた。

限られた時間のなかで多くの関係者から生の声

を聞くことができ、貴重な資料を入手できたこと

は、今後の我々の地震対策に大いに役立つもので

ある。

今回の地震のような大規模災害に対して、それ

ぞれの会社で自分たちがどう行動すべきかを規定

した‘カタストロフィ・プランH を事前に準備し

ていた点は、我々の地震対策に非常に参考になる

とともに、アメリカのマニュアル社会の一面を見

出した。

また、保険関係者とのミーティングを通じて、

保険会社やブローカーの役割が明確にされるなか

で、仕事の専門化や分業化が進んでおり、まさに

いプロフェッショナルの世界かであり、ビジネス

がプロとプロとの闘いであることを痛感した。

最後に、保険会社について特筆すべきことは、

①広報活動と②コンビュータの活用についてであ

り、今後日本の地震対策の参考としたい。

（のむら かずひろ／安田火災海上保険（補火災新種保険サービ

スセンタ 一部業務課長）
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｜ 座談会

「サンフランシλコ地震の教副｜」
ロマフリータ地震
出席者 片山恒雄 東京大学生産技術研究所教授

杉 山 英 男 ：東京理科大学工学部教授

田 崎 篤 郎 ：東京大学新聞研究所教授

吉村秀賞：司会／NHK解説委員

lシスコ大打撃？
現地でみた印象はf

司会（吉村） 去年の10月17日にサンフランシ

スコ湾岸地域でマグニチュード 7.1の地震が発生

しまして（ロマプリータ地震）、中規模地震とし

ては予想を上回る被害がでましたが、今日は現地

を調査された三人の先生方に、それぞれのお立場

から調査の結果と、我が園、とりわけ首都東京へ

の教訓などについてお話を伺いたいと思います。

まず、現地を訪れての全体的な印象から伺いた

いんですが、一番早い時期に行かれた杉山先生か

らお願いいたします。

杉山 私の専門は建築ですが、特にそのなかで

長年木造の建築物に関心をもってきましたので、

そのことをお話ししたいと思います。

最初、新聞、テレビの報道を見たときは、木造

の建物、特に住宅の被害がかなり多いように思い

ましたが、これまでの経験から素人の災害報道の

内容は、 2か 3で割らなければいけないとも考え

24 

て現地へ出掛けました。

実際に行ってみて、日本で想像していたより被

害の程度は小さかったと恩いました。 しかし、そ

の被害の状況が徹めて類型的だったことに、非常

なショックを受けました。

その第一は、マリーナ地区の木造 4階建てのマ

ンションです。 l階がガレージで、壁がほとんど

なく柱だけで支えられている、非常に開放的なプ

ランだったんです。こういう建物が 7～ 8棟地震

で倒壊し、同数程度が大きな被害を被った。

第 2番目は、震源近くのサンタクルーズとかロ

スガトス、ホリスターなどで、 1910年代から’20年

代に建てられた古い木造建物の床下部分の構造、

ポニーウオールと呼ばれる部分が弱くて、そこが

腰折れし、そのために建物が横倒しになってしま

った。

木造建物の被害は大体この二つのパターンでし

たが、我が国として教訓にしなければならないの

は第一の方で、この事例は深刻に受け止めるべき

だと思います。というのは、木造 4階建てアパー

ト、コンドミニアムの崩壊を招いた原因は車社会

への不適応だと思うんです。マリーナ地区には青



オークランドの880号線の崩壊で、負傷者の数出
にあたる救助隊員勺

~の もとの昆i車場スペースがない。 どうしても自

分の建物の中に単を収納しなければならない。 そ

れを 1階にも っていったという車社会の彬響は、

日本でも近い将来当面しなければならない問題と

して、と らえる必要があると思います。

司会 ありがとうございました。本当に勉強に

なる見方で、なるほどという感じがいたします。

田崎先生はいつから行かれました？

国崎 私は文部省の科学研究費による調査団の

一員 として、地震から約 1か月後の11月19日に出

推トけました。

当初のマスコミの報道を見ますと、サ ンフラ ン

シスコ市全体がなくなったんじゃないかというよ

うな印象を受けましたし、情報伝達の問題に関し

ても、国際電話が非常にかかりにくいという情報

を事前に得ていましたので、電話の被害も相当あ

ったのではないかと予想していました。

KDDを通じて現地に電話をかけてもほとんど

通じないという状況が事実あったわけですが、そ

の原因が、現地の電話網の切断とか、交換機の破

壊とか、あるいは電話局の倒壊などではないか、

つまり現地にえらいことが起こっているんじゃな

いかと考えていました。

高度情報化社会といわれる今、電気通信の問題

というのは非常に大きい。 それが地震によ って大
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木造3階建てアパ トから出火、 6棟が焼けた

マリーナ地区の火災

きな打撃を受けたという印象をも って調査に行っ

たわけですが、現地ヘ行ってみると、 1か月後で

すから当然かもしれませんが、現地では何事もな

かったという感じでした。

それで、電気通信に関係のある電話会社とか放

送局、あるいはコンビュータ関係の企業を回って

みると、やはり被害そのものは大したことはなか

ったわけですが、今後日本の災害、主として大都

市の災害を考えると、学ぶべきいろいろな教訓が

あったんだということを感じました。 その点につ

いてはまた後でお話ししたいと思います。

司会 片山先生はいかがでしたか。

片山 11月の終わりから12月の初めにかけて、

東京都の調査団として行きました。私は土木の立

場でお話しさせていただきますが、土木の被害は

4種類あったと思います。

一つは橋の被害で、べイブリッジが落ちたとか、

それから 880号線の被害ですねb 次は港湾とか空

港で、機能的には被害は最低限ですみましたが、

ここでは、液状化現象が起こっています。 3番目

は、震源に近い所では山崩れとか崖崩れで、道路

が何か所かで大規模に遮断された被害、 4番目は、

これは日常生活には一番影響があったんですけれ

ども、マリーナ地区などを中心にして、比較的直

径の細い水道とかガスの管が壊れたこと。これは
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主に地盤が影響しています。

大体この四つが土木構造物の被害ですが、この

うち何といっても、 880号線のサイプレスで40人

以上もの方が亡くなった という被害が、いろんな

意味で今度の地震被害を象徴しているような気が

します。

l本当に必要な災害問
被災地の人向けの情報

司 会 最初に災害報道について先生方からお話

がありましたが、私は宮城県沖地震のときにも感

じたんですけれども、災害報道というのは、どう

も被害の大きいところばかりをつなげて放送する

ものですから、東京で見ていると、仙台市壊滅と

いう印象なんてザすね。今度の地震でも、災害その

ものは非常に局地酌だったのに、日本でニュース

を見ていると、サンフランシスコ市が壊滅したん

じゃないかというふうに受け取ってしまいます。

報道する立場からの反省ですが、災害報道とい

うのは被害の事実を伝えるのは当然だけれども、

ほとんどのところは大丈夫だよという、いわば安

心情報とでも言いますか、そういう情報も早い時

期にきちっと流さないと、本当の災害の姿を伝え

たことにならないんじゃないかと恩、います。

片山 私は今度の報道で、テレビとラ ジオの違

いを非常に感じましたね。

テレビは普通の町を映したんではだめで、華々

しいところを映さないと番組にならない。 しかし

ラジオは、「怖かったです」「非常に揺れたけど

うちは大玄夫です」というような一般の人の声を

つなげただけでも番組ができるんですね。

KCBSという CBS系のカリ フォルニアのラジ

オが、地震後放送したテープをもらってきたんで

すが、聞いてみますと、聴取者などからラジオ局

に寄せられる情報を、アナウンサーがうまく整理

して流しているんです。聞いていると徐々に状況

がわかつてくる。 災害の強烈な場面がどかんとで
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てくるテレビとは全然違いますね。ラジオの大切

さというのを再認識させられました。

国崎 災害情報は、どういう人にとってどうい

う情報が必要かというのが問題で、災害地以外の

人にとっては必要な情報というのは、本当はない

んです。現地の人にと って必要な情報がだされる

ことが大切なんですが、どうもそうはならずに、

華やかなところ、非常に災害が大きいところだけ

が報道される。

新聞にしろラジオにしろテレビにしろ、そのメ

ディアがどこをカバーしているかによって、情報

内容が決まるわけです。アメリカでも全国的にカ

ノてーするメディアというのは、やっぱり日本と閉

じように、災害現場そのものを報道するという姿

勢なんです。

司会 3大ネットワークなんかそうですね。

国崎 そうですね。 しかしローカルなテレビ、

ラジオ、それからローカル紙というのは、現地の

人が必要とする情報を、やっぱりきめ細かに提供

しています。

片山 ラジオなどは、 2時間ぐらい一人のキャ

スターがリードしていくわけですが、そのキャス

ターの持っている知識というのがすごく大切です

ね。地震をちゃんと知っているか、適切に情報を

吸い上げられるか、もし間違うとキャスターがミ

スリードする可能性もあるわけだから。

杉山 報道に対する反省ということですが、我

我の調査報告に関しても反省があるんです。今ま

での災害報告というと、被害建物ばかり見て写真

を撮ってきて、健全なものは見たり撮ったりして

こなかったんです。

しかし、いろんな時期にいろんな方法で建物が

建てられてきているわけで、地震によ ってどんな

建物が壊れ、どんな建物が残ったか、両方を見な

いと将来の参考になる本当の災害報告にならない。

今、日本でも建てられているような木造の新し

い建物が仮に壊れたとして、しかし、壊れたのは

2割で、 8割は無事だったというように対讃し仕

分けするとらえ方、見方というものが必要だなと

いう印象を深めて帰ってきました。
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ートが南側からだけなんですね。ゴールデンゲー

トやべイブリッジを渡つてはこない。

それで、半島の付け根の所にある変電所が一つ

非常にひどくやられてしまったから、半島の先端

は電力に関しては、ダウンですね。

田崎 その停電があったことによって、現代の

社会の弱さが現れてきた。たとえば放送局がすぐ

報道に対応できなかったとか、 コンビュータ関係

の企業が一時ストップするとか、電話にも影響が

でたとか、電気という非常に基本的な部分がやら

れたために、新しいものに影響がでたというのが

今回の災害の一つの特徴だという気がしますね。

片
山
恒
雄
氏

マリ ーナ地区は埋立地ですが、液状化と

か、地盤の弱さが災害を大きくしたというような

司会l壊れるべきW 壊れた

建物、土木構造物の被害 ことはないですか。

もちろん地盤の弱さは影響するでしょう杉山

が、私はマリーナ地区でも地震のカはそんなに大

きくなかったと思っています。地震にはいろいろな顔があるというか、司会

さっきお話ししたマリーナ地区の木造アパートの特徴があると患いますが、今回の地震の特徴はな

1:i 1・ lt I諮問
此 長11！種競

んでしょう。

私の感じでは、今回の地震の一つの特徴

は、電力が止まったということ 、停電ですね。

片山 そうですね。 それが一番大きいですね。

図画奇

長いところでは、停電が 3日間もあった

ということですが、電気がそれほど長く止まった

事例はあまりないんじゃないでしょうか。

あれはやっぱり基本的に都市が古いせい

図画奇

片山

かもしれませんが、あんな立派な有名な都市にし

l階部分が寝れた木造4階建て共同住宅（マリーナ地区）
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被害がなかった市内ユニオンストリートの街並み

ては、非常にネットワークが悪い。電力の供給ル
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地盤の弱点は、建物の設計が上手であれば、逃れ

られたと私は思っています。すべての木造アパー

トが壊れたのではないのです。

そういう意味で、東京、あるいは来るべき大地

震が予想される静岡などの地盤が軟弱な所でも、

構造計画さえよければ被害は少ないだろうという

思いを一層深めました。

片山 そうですね。土木構造物も、基本的には

構造物が悪かったから壊れたんであって、いいも

のは壊れてなかったですね。

1906年以降、あのレベルの地震がなかったわけ

ですから、サンフランシスコにとってはメジャー

な地震だったと思いますが、日本の感覚からすれば

大した地震でないことは確かです。結局壊れるべ

きものが壊れたということですね。

司会 サンフランシスコは震源から約95キロで

すね。そうすると、東京 熱海間ですか。熱海

でマグニチュード7.1の地震が起きたとすると、東

京の湾岸地域でマリ ーナ地区のような被害がでる

ことは考えられませんか。

片山 あの粒の地震だったら、私は日本では被

害が起こらないという自信がもてますね。 だけど

日本の場合はもっと大粒を想定しなければいけま

せんから、問題は複雑ですけど。

l構造物の設計は

コンセプトが重要

司会 個々の災害現場に焦点を当ててお話を進

めたいと思いますが、 まず最初に、一番被害を受

けた高速 880号線。当初は、あそこで 273人死亡

しているというこ とで、私も真っ先にあの現場ヘ

行ったんですが、実は推定で死者数をだしたとい

うことで、アメリカは非常にアバウトな国だなと

思いました。

それはともかく、あの道路は1954年に建設開始

し、 57年に開通した上下 3車線です。 当時ああい

った二層式の道路は世界で初めてだそうです。 し

かし、あのピン接合という構造は、私ども素人目

で見ても、これじゃ横掠れにひとたまりもないな．

という感じを受けましたけれども。

片山 あの設計は、あの時期の技術者の責任に

することはできないと私は思います。 しかし、設

計時に耐震のことがよくわかっていなかったにし

ても、あのようにたくさんヒンジみたいなものを

入れた構造物は安定が悪いだろうという、先読み

ができたかどうかということが問題です。

つまり、計算上はたぶん当時の法規を全部満た

した構造物になっていた。 しかし計算値だけでは

構造物は強くならなくて、万－？；えているのと違

ベイプリ yジの桁の落下 オ クラ ンドのニ層式高速道路880号線の崩壇

28 
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司会 ありましたね、ダウンタウンのそばに。

あの道路はまだ通行止めになっていました。ただ

あそこは多少補強しでありました。

ですから、これはまずいぞと、一部気がついて

いた人もいたということでしょう。

だプロは気がついていたと思いますよ。片山

から1971年の地震の後、比較的やりやすい手直し

はしたんですね。

しかし、あの構造上の基本的な弱点を直すのは

大変お金がかかりますし、あれだけの交通量が常

にあるわけですから、結局、財政的にも工法上も

手がつけられなかったんだと思います。あそこま

でコンセプトが悪いと、少々の手直しではどうに

もならないということですね。

杉
山
英
男
氏

った状況になったときに、その構造物がどうなる

だろうかという、一歩先を読むということをして

おかないと、ああいうことが起こるんでしょうね。

そうすると、やっぱり構造上に欠陥あり lボラン仇迅速対応
被害建物の危険度評価

司会

ということですか。

間違いないと思いますね。

あの地域は地盤的にはどうでしょう。

片山

司会

司会 ところでマリーナ地区というのは、 1906

年の地震で壊れた煉瓦造建物などの瓦礁をあそこ

地盤は柔らかい地盤がかなり深い所と浅

い所があって、やはり柔らかい地盤が深い所に被

片山

へ捨てて、そして放置しておいた所を、 1915年の

博覧会のために埋め立てたということですね。

害は集中しています。

要するに、柔らかい地盤が深いということは、

それだけ揺れが大きいということです。 その揺れ

私が行ったとき、マリーナ地区は南のほ

うのチェストナット通りから海側へは、柵がつく

られていて入れなかったんですが、チェストナッ

ト通り辺りから海ヘ向かつて埋め立てられたよう

杉山は関東地震とか1906年のサンフランシスコ地震な

どに比べると小さいんですが、それでも設計時に

ということだと予測していた力より大きかった、

ですね。

司会 先ほど杉山先生のお話に、設計が悪いと

いうことがありましたが、マリーナ地区で篤いた

のは、まったく建ぺい率がないというか、各家の

軒と軒がピタッとくっついているんですね。

恩lPますね。

土木の構造は素人でよくわからないんで

すが、高速道路の被害を見ると、梁や柱、路面ス

ラプがバラバラになっていますね。建築のほうで

は節点を剛にするのが常識ですが、土木のほうで

はああいう構造方式がよくあるんですか。

杉山

こうすると地震に強いんだということを地元のあれは考えられないですね。

今日では節点はもっとリジットになって

片山

そういうことはあるんで

結果的にはそうですけど。

やられているのは片っ方に支えのない、国崎

角の家でしたね。

たしかにそうです。

人が言っていましたが、

すか。

杉山

杉山

いるんですか。

ええ。 しかしそれは、 1971年の地震以降

だと

同じような構造物も、あそこまでは綴れませんで

片山

設計のときから地震

29 

杉山したが、かなり危ないです。
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のことを考えたというより、土地がないので長屋

になったということだと恩、います。

司会 それから地震の後で、すぐに建物の危険

診断をやっていますね。あれについてはどうお感

じになりましたか。

杉山 私は詳しいことは知りませんが、グリー

ン、イエロー、レッドと、建物の危険度を 3段階

に分けまして、グリー ンがまあまあ居住可能、レ

ッドが一番危険だという ふうに。

私が行ったときには、行政の人はまだ被害率な

ど統計的なことは把握してませんでした。 それに

しでもあの迅速な診断の運営には感心しました。

最初の目、オークランドのダウンタウンに行った

ときも、もうイ ンスペクションしているのを見て

篤いてしまいました。

建築の技術者が、ボラ ンティアとしてああいう

組織をつくったということですが、大地震を予想

して、前からそういう組織があったわけではない

でしょう。 きっとアメリカ人のボラ ンティア精神

で、本当に応急の対応だったと思いますが、日本

家
々
に
は
ら
れ
た
臨
時
断
ず
み
庇

立入禁止のはり紙（赤）
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では今ああいう組織づくりは考えられていないで

しょう。

ただ住民から、ジャッジが間違っているんじゃ

ないかとクレームがついたり、取り壊してから訴

えられるというようなトラブルもあるそうで、な

かなか難しい面もありますね。

司会 日本でもああいうシステムを検討しよう

という動きはあるようですね。

ああいう システムにアメリカ人は従順にしたが

っているという報道が、日本では一部あったよう

ですが、私が現地でみる限りでは、杉山先生もお

っしゃったように、そう でもなかったですね。

赤紙を渡された家はなんとか黄色にして くれと

か、まだf主めるじゃないかということで、かなり

抵抗しているご夫婦がいましたよ。

それから、モルタルとか煉瓦張 りの建物は、 マ

リーナ地区ゃいろんな所で見てもひとたまりもな

い、はがれちゃって。あれは地震時には延焼防止

対策にならないと感じましたがいかがですか。

杉山 おっしゃる通りだと思います。普通の火

災のときは有効だと思いますが、地震のときには

刺離して役に立たないと思いますね。

それから、 2階、 3階の壁から大きな塊が落ち

て危ないですね。モルタル以外の修復可能な材料、

専門的にいうとフレキ シプルな粘りのある外装材

を開発すべきだと思います。

司会マリーナ地区では火災も発生しています

が、液状化によ って、地震用につくられた消火栓

が使えなかったようですね。

片山 そうです。通常の水道管が壊れたので、

水道がマリーナ地区に流入する元の所で閉じちゃ

った。 そのときに非常時用のものも一緒に閉じら

れちゃったんです。非常時用の水道管にも被害が

なかったとはいえないようですけれども、これを

閉じたのは間違いだったという意味のことを消防

の方が言っていました。

あの火災について日本で参考にすべきは、海水

を使った消火ですね。ところが、あれも聞くとこ

ろによると、もう消防艇はいらないからと、廃棄

することになっていたということですね。
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被災地から外への電話は規制しなかったんです

が、外から被災地への電話をかなり規制したんで

す。 AT&Tでは、最初の 1日間は70%規制し、

あと50%、30%というふうに規制を段々緩めてい

ったんですが、そういう措置がうまくいって、輯

鞍がそれほど大きくならなかった。

日本「三と、平常時の数十倍になって非常に輯較

するんですが、 7倍程度だったようです。

司会 電話については物理的被害はそれほど大

きくなく、不通もしくはかかりにくいというのは

輯鞍ということですね。

そうです。 その転車奏も、同じエリア内で

したら、若干待っていればかかるということで、

日本のように全然かからないということは、あま

りなかったようですね。

ですから、考えなければいけないのは、災害時

の電話の利用の仕方が、日本とアメリカは大分違

うということです。 日本では、災害時にはまずよ

そから被災地に電話を頻繁にかけ、それによって

輯較がものすごく起こるわけですが、アメリカで

は、そういう外からのお見舞い篭話というのは、

あまりないらしいですね。むしろ被災地の人が、

自分は大丈夫だからと外に伝えて、それを受けた

困
崎
篤
郎
氏

国崎

昔は 3艇あったのが、財政赤字で 1艇に

削減されたそうです。その 1艇が今度の火災で大

活躍した。消防艇で、海水を汲み上げて、ポンプ車

3 ；＇－；をつなぎ合わせて消火にあたったんですが、

消防艇の重要さが身にしみてわかったという話を

聞きました。

l被害地への電話を規制

日米電話利用の差

司会

人が周りの人に、あの人は大丈夫だよと電話する

という形で、非常に効率よ く電話を使って、それ

が輯終の少なかった理由の一つだと言われていま

すが、参考にしなければいけないと思いますね。

国崎先生、 880号線、マリーナ地区をご

覧になって、情報面でなにかお気づきになったこ

とはございますか。

司会

l史上最高のマナー

その日のドライバー

電話局が一つ機能停

止になりました。しかし、特にその地域に限った

情報の問題というのはなかったような気がします

けオ1ども。

880号線が壊れて、国崎

司会 話は変わりますが、あのぺイブリッジの

わずか15mの路面が 1枚落ちただけで、 6車線ぐ

らいある高速道路が大渋滞で、その影響が湾岸地

帯一帯に広がってしまうという、都市機能のもつ

非常な脆弱性といいますか、そういった印象をも

今度の地震では電話が基本的に生き残つ

たというのが、非常に重要だったですね。 もちろ

んつながらなかったり、つながりにくかった所は

ありますけれども、電話がダウンしたら、人命に

片山

即かかわりがないにしても、 i民舌Lはもっとひどか

ったでしょうね。

のすごく強く感じましたが。

ぺイエ リアというのは、水があって確か

31 

片山

その電話の問題ですけれども、大した輯

較がなかったのは、電話局の対応が非常によかっ

たからだと思います。

図画‘
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に魅力的ですが、他の地域につながっているのは

ゴールデンゲートとぺイブリッジだけで、あとは

はるか南と北ですから、都市をつくるにはあまり

いい条件ではないですね。

東京の場合、幸いにしてあれほどひどく集中し

ている道路はないけれども、逆に今、東京は車の

量と道路の幅からすると、仮にサンフランシスコ

程度の被害が起こったら、その影響は大変だと思

います。あの程度の地震だったら、日本の構造物

はたぶん大丈夫だろうといわれますが、絶対安全

ということはありf辱ませんからね。

司会 日本では地震対策というと、どうも捜滅

的なことばかりを想定して、たとえば都心の高速

道路のどこか 1か所が止まったときの対策という

ようなことはあまり考えていないんじゃないかと

思います。しかし、今回のような中規模の地震で

主要道路の 1か所が止まったら、一体東京はどう

いう交通状況になるかということも、考えておく

べきじゃないかという気がします。

片山 そのほうが重要かもしれませんね。

図画奇 道路が簡ー単にやられるというような大地

震の場合よりも、移動がある程度可能な被害程度

の地震のほうが、東京なんかはかなり問題がでて

くるんじゃないかという気がしますね。

司会 ただ感心したんですが、週明けの月曜日

はみんなが勤めに出て、ものすごい大渋滞になる

だろうと待ち構えていたんですが、全然i昆まない

んですね。（笑）

杉山 どういうわけですか。

司会 時間差出動というんですか、アメリカで

は、ああいったことが徹底しているんですね。

杉山 平生から行われている？

片山 いやそうじゃないでしょう。月曜日は車

が一杯で大変だぞということを、マスコミが前の

週の終わりぐらいから流してた。

南と北を使うとか、ルートを分けて使いなさい

とか、地下鉄を乗り継いで行きなさいとか、そう

いう情報を徹底して流した。それが非常に効果的

だったというんです。

国崎 企業によっては、自宅待機という手段も

32 

とった。

それと、地震が起こったのが17時04分でちょう

ど退社時期で、短時間の間に大勢の人が道路に出

たわけで、道路上の混雑が予想されたけれども、

混乱が起こったというのはほとんど聞いていない

ですね。

司会 停電で信号も止まった。

田崎 それは、一つはボランティアが出て交通

盤理をしたということもありますし、そういうこ

とは日本でも学ぶべきだと思いますが、もう一つ

感じたのは、車の運転マナー』が日本と大分違うん

じゃないかということですね。

アメリカ人というのは、歩行者は信号をほとん

ど守らない。しかし、車のほうは、歩行者の安全

を守って運転するという、そういうマナーが身に

ついているような気がするわけです。日本のドラ

イパーは黄色の信号でもつっ走りますから、かな

り自動車による災害が起こるんじゃないかという

心配がありますね。

司会 宮城県沖地震のときも、信号が止まりま

して、仙台市内ではものすごい大混乱だったんで

す。 ところがサンフランシスコで聞いて驚いたの

は、今、田崎先生がおっしゃったように、住民が

ボランティアで次から次に出てきて、手信号で交

通繁理をしたそうです。

しかし聞くかぎりでは、普段はあまりマナーは

よくないそうですよ。地震の翌々日の新聞も「サ

ンフランシスコのドライパーのマナーが史上最高

によかった日」と書いていましたが、普段はあま

りマナーがよくなくても いざとなると一致まと

まるところが、アメリカの良さだと思、いますね。

l心配な技術者の
自信のもち過ぎ

司会 今回の地震を振り返って、まず真っ先に

こういったところは教訓として生かすべきだとい

うことはなんでしょう。
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信をもち過ぎたんじゃないかということです。確

かに橋を点検しているとか、補修や補強も日本の

ほうが現実味をもってやっていますが、点検して

いると言っても、非常に高度の点検というのはそ

んなにできるわけじゃないです。

それから、新潟地震より以前につくられた構造

物というのは、やっぱり以後のものとは随分思想

が違うわけで、いろいろなグレードの構造物があ

るので、たとえば目視でざっと見て、一応危ない

所はつなぐとか、補強するとかしていますが、も

う一度本気で点検をするということを、私はやり

吉
村
秀
賞
氏

直す必要があるんだと思います。

行政の人などが新

聞やテレビを前にして、絶対大丈夫ですと言わざ

るを得ない立場もわかります。しかし、建物も橋

そうだと思いますね。杉山地盤の悪い所に家を建てる人は、建設費

を少し投入して、丈夫なものをつくる。素人の施

主もそう考えるし、設計者もそれを施主に教えて

いくことが必要じゃないでしょうか。

杉山

も時代によって設計法が変わってきていることを

思うと、研究者は違った立場で、

ことを言っていいと恩、います。

それから今度びっくりしたのは、アメリ

カは、あれだけ大きなガス会社とか電力会社でも

工事部門をちゃんと自社の中にまだ持っているん

ですね。日本の大きい会社は、みんなその工事部

門をどんどん切り捨てています。いざというとき

に自社の中で復旧できる陣容を集めるなんていう

もう少し謙虚な国崎先生はいかがですか。

前にも言いましたが、今回の地震では電

司会

図画奇

片山気が止まったということが一つの大きな特徴だと

思いますが、電気が止まることを想定しなかった

ため、必要な対策を怠っていたことも事実です。

たとえば放送局でも、自家発電設備を持ってい

ことは、多分できなくなっていると思うんです。

司会 東京とサンフランシスコを比べると、地

震の多発地帯に属している。 それから海岸とか沼

ないところもあったようですし、自家発電機を持

っていても油がないとか。電力会社がや地震があ

っても電気は大丈夫だ砂 と言ったと、その言葉を

信じて停電対策を怠っていたというのがあったよ

うですが、停電を考えた地震対策が必要だと思い

地を埋め立てて都市が発達してきた。それから地

大きく三つの特

徴があって、さらに四つ目として、サンフランシ

スコも東京も大規模な都市改造という計画が、も

う阻分前にありましたが、いずれも夢に終わって

震に弱い都市機能を持っている。

ますね。

マリーナ地区では、電気は復旧したけれ

ども、ガス漏れがあるので電気を通せないという

こともありました。だから、ライフライ ンという

司会

ものが個々のものでなく、関連性をもっていると

います。 その原因がお話にもでた土地問題なんでころが怖いですね。

当時に比べる と今はもっと問題が複雑にな

っているということからすると、非常に悲観的な

感じになってしまいますが、やはり今回のサンフ

ランシスコの地震を、対岸の火事ではなくて是非

とも他山の石としたいということで、座談会を終

すね。カリフォルニアが日本と同じぐらいの広

さですから、その中で言えば、サンフランシス コ

はごく局部的です。 その中でも、ほんの局地的な

災害でしたから何とかなりましたが、日本の場合、

東京というのは重みが違いますから大変です。

片山

33 

わらせていただきたいと思います。

どうもありカfとうごさ．いました。

今度の地震で一番心配なのは、サ ンフランシス

日本のエンジニアが少し自コの被害状況を見て、
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主婦の防災対応の実態

はじめに

防災の担い手としての主婦が、現在の変動社会

状況のなかで、安全や防災について、どのように

関心をもち、また、どのように対応しているかの

実態を明らかにすることは、人命を守り、社会の

安全を維持していくために是非とも必要なことで

ある。こうした実態に基礎をおくことによって、

初めてさまざまな対策が実効ある、かつ実行性の

あるものであり得ょう。

このような意図のもとに、（社）日本損害保険協

会では防災意識や態度、行動、また情報接触につ

いて包括的な全国調査を試みた。その要点につい

て報告し、かつ、いくつかのコメントを付してみた。

まず、調査の概略について述べておくことにし

ょう。

2 調査概要

調査地域および対象：全国の主婦人口から都道

府県別・年齢別にサンプル数を設定。 3,500サン

プルについて回収3,009、回収率86.0%。

調査方法：質問紙留置 ・回収法・地域で防災活

動をしているボランティアの主婦（198人）一一奥

さま防災博士一一一に調査員としての協力を得て

実施した。

調査年月： 1989年 8月 1日から 8月21日
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安倍北夫

調査内容 ：①関心と不安、②日ごろの防火につ

いてー火事の原因となりそうなもの、気を付け

ているもの（防火行動）、子供への防火教育、防火

用具の設置、防火知識や情報、手段、③交通安全

寸盈去の事故経験、自転車事故、交通安全事業の

認知、安全情報とその媒体、④高齢化に伴う問題

一欠けている情報、もっとあったらいいと恩う情

報、その媒体、⑤防犯ー欠けている情報、より

望ましい情報、その媒体、⑥フェイス・シート一一

学歴、住家、居住地、居住歴、有職、世帯構成、

免許有無、火災経験、保険加入、地域活動。

3 調査結果とその分析

主婦が日常生活においていだいている関心、不

安の対象、さらに具体的には火災や交通事故、高

齢化の問題、防犯などについて、それぞれ項目別

に重要なポイントを紹介してみよう。

1 ）日常生活における関心・不安の対象

(1) 全体を概観してみよう。

設問としては、「自分の健康 ・病気」「家族の健

康 ・病気」から「高齢化に伴う問題」にいたる12

の項目をあげて、 「気にかけているのはどんなこ

とでしょうか」と問い、 If立から 3f.立までをチェ

ックしてもらった。その結果は、次の図 1のごと

くである。

図でみられるとおり、主婦たちの答えた 1位か



ら3位までの計でよんでも、第 1位としてあげた

ものでよんでも、基本的な傾向はほとんど同じで

ある。すなわち、最も高かったのが「家族の健康」、

次は「自分の健康」であって、 1位にとり上げた

ものでとってみても、実に合計86.8%もの人が「健

康」がまず頭にひらめくのである。設問の形とし

ての「 日常」 の、 とくれば、やはり毎日の体の具

合、家族の調子がさしあたりの関心事となるので

あろう。

そこで、こうした「健康」をペースの問題とし

てお くと、次にあげられたのが 「交通 事 故」と「火

事」の問題である。

この二つは、 1位現出という傾向でみると「火

事」が 3.9%、「交通事故」はこれに次いで2.6%

となるが、 1位から 3位までの合計現出量でみる

と順位は変わって、「交通事故」 40.6%、「火災」

31.8%と逆転する。 この数字の意味するところは

次のごとき内容ではあるまいか。

より決定的であり 、しかも「家」「家族」全体の

問題であり、しかも 「他者」「社会」への責任の問

題として「火災」がとらえられ、それゆえに第 1

位は何かと問われたときには「火災」のほうがあ

がってく る。 しかし、 2位、 3位までもととって

くると、やや「うすい」けれども 、確率的に、あ

るいはいつぶつかるかわからない不安として「交

件数・3009
｛%） 
100 

80 

60 

40 

20 

図 l 暮らしの中で気にかけている事
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通事故」があがってくるということではあるまいか。

以上、ベースとしての「健康」と、そのうえで「火

災」「交通事故」こそ主婦たちの日常の関心事の最

たるものということができる。これに比べてみれ

ば他の事故は、段をなして低いといってもいい。

たとえば「犯罪」は第 1位で0.3%、 3位まで

の合計でも 4.4%であって、世界的にみて治安の

優れた我が国の状況が、主婦の意識の上に反映し

ていることがわかる。 その意味ではまことに平和

な社会に我々は生活しているということであろう。

(2）年齢的に分析してみると、主婦たちのライフ

サイクルの特徴の反映が見事に現れていることに

気づく。

「家族の健康」については、 30代が最も高い関心

をよせ、それに続いては40代、以下50代、 60代と

低下して、家族の成長と分離を正直に反映してい

る。「自分の健康」については、最も低いのが40代

であって、 U字型に低年齢層と高年齢層に高くな

っている。20代では結婚・妊娠・出産・育児とい

った大事業をひかえており、逆に50代以降は年齢

の衰えをひしひしと感ずるということであろう

(20代から60代以上にかけて、 54.4%、46.7%、

45.0%、55.2%、71.3%となっている）。

同様に、高年齢化に伴う問題は 4.6%、6.8%、

16.7%、28.2%、39.6%と、年齢の増すにつれて

ストレートに関心が深く

蓮司
なっている。

「火災」と「交通事故」に

ついては、図 2で傾向を

示してみよう。

「火災」については、 40

代までと50代以降とでは

はっきり段差をなして関

心が違うことがわかる。

なぜであろう。 いくつか

の推論があり得る。

一つは火災によって失

う価値の違い、第 2は住

構造の違い、第 3はいざ

という場合の対応力の問

題であろう。

「交通事故」は、これま
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た実に見事に年齢低減傾向をみせていることに気

づく。そして、これまたその理由としていくつか

の推論をなすことができる。いわく、第 1に免許

証所有母数の絶対数、第 2は事故が歩行者から運

転者側 に急速に移行していること。第 3に外出の

頻度の絶対差。それにしても、 20代の49.1%から

60代以上の22.8%とおよそ半減している事実は興

味深く、 かつ重要なポイントとして受けとめねば

なるまい。

ついでながら興味深い傾向を示しているものと

して「経済生活の安定」をあげておいた。この年

齢低減化傾向は「交通事故」のそれと同じなので

ある。

(3) エリア別で気づいたことを 2、 3あげておこ

う。

「交通事故」については、わずかではあるが「政

令都市」外のほうが関心が高いように思われる。

「火災」については北陸 ・甲信越が最も高い（平

均が31.8%なのに、 40.2%にも達する）。

「事巴罪」については「東京」が地方よりやや高い

傾向がみられた。

(4) 「不安」については「地震 ・噴火 ・津波」 「台

風 ・集中豪雨」、以下「高齢者の事故」「痴呆性老

人」にいたる15の項目について、それぞれ「非常

に恐れている」「まあ恐れている」「あまり恐れて

ない」「まったく恐れてない」の 4段階で評価をし

てもらった。

その結果は、「まあ恐れている」「非常に恐れて

いる」と不安を示している者の率では、第 1位が

「交通事故」の90.5%、第 2位が「火災・爆発」

の82.0%、第 3位が「暴行 ・殺人 ・誘拐」の63.7

%、以下「放火」の56.2%、「高齢者事故」の59.1

%、「痴呆性老人」 59.6%、「窃盗・盗難」60.2%、

「台風 ・集中豪悶」 56.0%、 「環境汚染 ・破壊」

62.5%、「ガス中毒」 52.9%、「地震・噴火・津波」

53.5%と過半数のものが並ぶ。

前項の関心事と裏表をなしている事項もあるが、

それにしても、相互の比較ではなく、それ自体と

して一つ一つをとり上げてみれば「恐ろしい」も

のが、こんなにも並んでいることに、改めて思い

をいたされる。

「関心」を相対比率でとり上げるやり方だと、

「高齢化問題」は l位から 3位までにとり上げた

合計でも 17.0%にしかすぎない。 しかし、その「諸

問題」といわれるものを「高齢者の事飲」「痴呆」

として改めてとり上げると、 59.1%、59.6%もの

人が「恐ろしい」というのである。 このあたり問

題のとり上げ方が、ドリルの入れ方でどんなに違

うかということを再認識しておく必要がある。 い

わば「問題の相対化」と「問題の絶対化」の示す

二つの側面とでもいうべきであろう。

「不安」の層化で興味深かったのは「暴行・殺人・

誘拐」「窃盗 ・盗難」で、 20～ 30代の主婦が最も

不安が高かったことである。調査時点での幼女連

続誘拐・殺人事件の反映であろう。

エリア別の特徴も正直に反映して出現している。

関東・中部で「地震」、北海道 ・東北・北陸・甲信

越で「雪害」、「放火」をはじめとして「4巴罪」が

都市部、ことに大阪・関西で高い。

2）防災.・・態度

30 

ここでは「火災の原因として何が可能性が高い

か」ーあなたの性絡や普段の家族の生活から考え

て一。次の項目について普段どのように行動して

いるか。「寝タバコ」「灰皿の吸いがら」 「天ぷら

を揚f』Tているとき」から

「家の外に燃えるものを

置かない」にいたる10項

目。子供の防火教育。防

火のための設備器具。防

火知識等の設聞を行って

いる。これらの中からポ

イントと思われるものを

抜き出して、紹介してみ
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I ) 火災の原因

前項の「関心事」の設問と同じように、 1位、

2位、 3位をあげてもらった。例によって 1位か

ら3位までの合計として論じてみよう。結果は次

の図 3にあげておくことにする。

自分の性格や家の状況から火災の原因として考

えられるもの、筆頭は「調理中のコンロのつけっ

放し」で83.8%にも達している。第 2位は「アイ

ロン・ストープのつけっ放し」 79.2%、以下「タ

バコの火の不始末」30.7%、「風呂の空だき」 27.5

%と続く。

これらは「自分は」なのか、マスコミで報道さ

れる「火災原因」なのか。 それとも現実に結果と

して生起しているものは、一人一人の主婦が「自

分は、天ぷら調理中にやっぱり、うっかりつけっ

放しをしそうだ。ーいやおおごとには至らなかっ

たけど、実はやっちゃったことあるのよ」という

ことなのであろうか。

逆に言うと、あれだけ言われておりながら、や

っぱり「やりかねない」「やっているんだな」とい

う正直な実態の表現かもしれないのである。それ

は、たとえば「タコ足配線などの無理な電気配線」

の26.1%という数字をみてもわかるのではあるま

し3カ、

ii) 防火行動

「よく気をつけている」「いつもそうしている」

というものだけとり出してみよう。 第 lf:立の「揚

げもの中そばを離れない」 90.8%、第 2位「スト

ープ上にものをほさない」 66.0%、第 3位「ガス

元栓の点検」 62.9%、「寝タバコしない」 62.5%、

件数•3009
（%） 
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図3 火事の原因として可能性が高いもの
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「吸いがらの始末」 52.9%と並ぶ。

そこで、 「主婦」が自己のありそうな「火災原因」

と「日常に気をつけているもの」とをタイアップ

して比較してみよう。もちろんこの二つの設聞は、

あげられている項目が全面的に同じとはいかない

が、少なくとも比較対照できるものがいくつかあ

る。たとえば「寝タバコ」「調理中のコンロつけっ

放し」「風呂の空炊き」「子供の火遊び」「高年齢

者の不注意」などがそれである。

さて、どちらの設問でも第 1位にあがったのが

「天ぷら調理中のコンロつけっ放し」。火災原因と

して83.8%、他方、常時注意しているが90.8%。

この照応はどう解決できるであろう。

「危ない」と思っているから「常時注意をして

ます」ということなのか。 それとも「こんなに注

意をして」ながらに、やっぱり「自信ない」とい

うことなのか。このあたりの因果の綾を明らかに

することが、おそらく防火教育や防火対策、そ し

て現在火災原因第 1位の天ぷら火災の低減につな

がるものになりそうに思われるが、いかがであろ

うか。

Iii) 股置器具

設置の高いものから順に 3位までをあげると、

「消火器」 77.6%、「ガス漏れ警報器」 56.1%、

「漏電遮断器」 38.8%。これに対して「ガス漏れ遮

断器」は18.2%、「煙感知器」 12.0%、「熱感知器」

7.2%はまだまだ普及していないことがわかる。

防火用品の設置率を、過去に火災を経験した人と、

そうでない人に分けて調べてみると、ほとんど全

部の器具について、火災経験のある者のほうが設

置率が高い。

iv) 既知している防火・防災事業

上位三者は「防火・防災訓練」 76.1%、「防火標

語の募集」64.1%、「防火ポスターの制作」56.5%。

次に参加形態をとってみると、概ねは自治体や

勤めている会社からの積極的働きかけ、あるいは

組織としての参加である’ことがわかる。また、強

制的な参加であっても「防火訓練」などについて

の評価は高いことがわかる。

年齢的にみると、高い層では「積極的に、ある

いは友人に誘われて」という者が多く、有職婦人

層では「強制的」というものが目立つ。

37 



’90予防時線161

3）交通事故に対する意織・態度

I ）交通事故の体験率

初めに交通事故の体験率を調べてみた。結果は

次の図 4に示されるとおりである。

運転中たると、歩行中たるを問わず、世帯当た

りで交通事故の体験率を問うと、実に35.6%にも

達している。最も多いのは「加害者としての物損」

の14.6%、次いでは「運転中、被害者として負傷」

13.0%、「加害者として人身事故」 9.1%となる。

「加害物損」では、主人が 6.9%、本人が 5.8%。

「運転中の被害」では、閉じく主人のほうが高くて

5.4%、本人4.2%。「力日害人身事故」も主人4.7%、

本人2.1%となる。前 2項で主人と本人が比較的

接近しているのに、「力日筈人身事故」では主人のほ

うが本人のおよそ 2倍も高いのが注目をひく。

自転者事故経験では、子供と主婦の「走行中に

転んで負傷」「車と接触して負傷」を中心として、

全体の24.3%を占めている。

免許所有者（原付を含む）の主婦の運転中事故経

験は19.0%にも達して、いまさらに交通事故経験

の多いのに驚かされたことである。

II）交通安全事業

認知の高い順にあげると、「標語の一般募集」

71.1%、「ポスターの制作」 65.5%、「映画の上映」

49.4%、「ドライパー教室」 47.9%、「講演会」 44.4

%となる。

また「交通安全」情報で役立つ媒体としては、

「テレビ」「新聞」が過半数。これに次いでは「運

転技術講習会」 42.0%、「ポスター」 32.4%があげ

られている。

4）防火・交通安全・防犯等の情報

これらのそれぞれについて「欠けているもの」

「さらにあればよいと思うもの」をあげてもらっ

た。Ji慣に紹介してみよう。

I ）防火情報

今まで役立ってきた情報は何か。欠けていると

思うもの。さらにあればよいと思うものはどんな

ものであって、それはどんな手段で得たらいいと

思うか。あげられた項目の中から選んでもらった。

初めに「役立ってきた媒体」をあげてみよう。

上位から順に「テレビ」 74.1%、「新聞」 59.3%、

「F方火訓練」54.6%、「ポスター」32.6%、「／＼ンフレ

ット・小冊子」26.1%、「ラジオ」 25.9%となる。

おもしろいのは「特に役立ったのは」というレ

ベルでとり上げてみると、第 1位は「防火訓練」

の30.9%であって、「テレビ」 23.5%や「新聞」

6.1%を上回っていることである。

次に、「欠けているもの」「さらにあるとよいも

の」をチェックしてもらった結果についてまとめ

てみよう。

およそ全体の平均が、「新しい防炎物品」「建築

素材・家具の耐火・防炎性機能」 「住宅構造と燃

え広がり方」を欠けたものとみなし、さらに「火

災による焼失後の対応」についても49.3%が知識

が欠けていると思ってい

る。つまり「保険知識」

についての情報が意外に

欠けているということで

あろう。

次いでは「火災」に当面

した場合どうしたらいい

か。 たとえば「いざとい

直面E N•3009 匡画ヨ N・3009
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として負（屠
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そ
の
他
一

子
供
一

親
一

主
人一

本
人
一

2.1 4.7 0.5 1.7 0.6 

5.8 6.9 0.6 2.7 0.6 

1.0 I.I 0.3 1.0 0.2 

4.2 5.4 1.0 3.1 0.8 うときの知恵」 49.3%、

「火災の教訓」 30.8%、

「避難」 32.2%、「火傷手

当て」 22.4%などがあげ

られている。

また、さらに欲しい知

識としては、「防火の一般

2.1 0.7 0.8 2.8 0.7 

図4 車による交通事故の経験
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的基礎知識」 37.4%、「火

傷時の手当て」 36.6%、

「いざという場合の知恵」

22.6%などがある。

「子供にとって重要な情

報」をあげてもらう。そ

の要点は、次のようにな

る。

’90予防時鰻161

件数量3009

何よりも「火災の怖さ

を教えるものJ がおよそ
図 5 交通安全情報のなかで欠けているもの・さらにあるとよいもの

半数の47.7%。これに次いでは「火災の原因とな

りやすい生活用品の知識」 23.9%、 「負傷時の手

当て」 11.0%が上位三者ということになる。

そして、これらの情報を、だれ、あるいはどん

な媒体で得るのがいいかを尋ねてみた。その結果

は「親」や「学校」というものが51.4%と51.7%

と、それぞれ過半数を占めており、これ以外では

「テレ ビ」 33.7%、次いで「消防署」 24.7%とな

っている。

最も要望の強い「火災の恐ろしさ」については、

「学校での防火訓練」 52.4%と「親」 47.6%、「テ

レビ」 39.1%となっている。

ii）交通安全情報

図 5に「欠けているもの」 「さらにあるとよい

もの」をあげてみた。

防火情報と比較をしてみると 、 「予防」よりも

「事散後の対応」に、より関心が示されているこ

とに気づく。たとえば、「補償について」「負傷者

の応急処理」「事故処理方法」などがそれである。

これに次いでは、予防的なものとして「事故多発

地域情報」「女性ドライパーの交通事故原因と対

策」などであって、それぞれ26.9%、25.2%とな

っている。

一般的に 「欠けているもの」の順位と「さらに

あればよいもの」との順位はほぼ照応している。

比率からいうと、それぞれの項目について「欠

けている」という比率のほうが「あればよい」 比

率を上回っている。しかし、この例外が 「歩行者

のマナー」（「欠けている」 10.1%、「望ましい」が

15.5%）、「子供に教える情報」（「欠けている」11.0

%、「望ましい」16.7%）の二つである。

特に子供にとって重要な情報としてあげられて

60寸（%） 件数•3009

40 

20 

図6 高齢化に伴う知織・情報について

いるのは「飛び出し事故の怖さ」を過半数の主婦

があげている。 また、「自転車の交通ルール、マナ

ー」がこれに次いで重視されており、これは小学

校 4-6年、および中学生のいる世帯で特に強い。

これら情報の媒体としては、防火情報と同じく

「親」や「学校」であったが、「学校」については

「特別授業」や「正規授業」よりは「安全訓練」

を通して与えてもらいたいというものが63.0%も

占めている。 この他、「テレビ」「VT R」「映画」

なども有効な媒体として期待されている。

iii）高齢化に伴う問題の情報

「防火」「交通」と閉じく、「欠けているもの」

「より望ましいもの」をあげてもらうと、図 6の

ごとくになる。

総じて情報の欠如感が高い。特に「寝たきり老

人の介護」「痴吊’性老人の事故防止」「福祉サービ

ス・施設」等の介護にかかわる問題についての情

報の欠乏が指摘されている。

（あべ きたお／聖学院大学教授）
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地球温暖化問題の現状

1 はじめに

人間活動によって排出される二酸化炭素（C02)

のため、大気の温室効果が増し、地球全体の気温

が上昇する可能性があることは前世紀から知られ

ていたが、近年、この問題が近い将来実際に起こ

り得るものとされ、活発な研究が行われるように

なった。 しかしながら、「気候」を決定する自然、の

メカニズムは大変複雑であり、 C02が大幅に増加

した場合に、どのような気候変化が起こるかの推

定には多くの不確実性が含まれている。

地球温暖化問題の特質の一つは、科学的根拠が

不確実であるにもかかわらず、手遅れにならない

ように行動を起こさねばならないことであると言

われる。実際、昨年 9月、日本政府と国連環境計

画 （UNEP）との共催て・聞かれた地球環境保全の

国際会議においても、政策決定者の側から科学者

に対して、 「C02倍増時の気温上昇が何度かによ

350 
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E 
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c. 

組 310
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υ 
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図｜ 南極サイプル基地での氷床のポーリング・ コア中の気泡

の分析から得られた過去 220年間の大気中のC02濃度。

最近の値（＋）はマウナ ・ロア観測所て・の観測結果である。
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って、 とるべき対策が異なるのであるから、それ

を示して欲しい」と要求されたのに対して、 「現状

では、 2度かもしれないし 5度かもしれない、と

いう答えしかできない」というやり取りがあった。

この問題ばかりでなく、将来、 C02がどの程度

海水中に溶け込むのか、海洋の熱容量によって温

暖化はどのくらい遅れるのか、といった根本的な

問題に大きな不確実性が残されている。以下では

地球温暖化をめぐる研究の現状と問題点を紹介し

ょう。

2 C02循環をめぐる誌

大気中の C02の機度が年々増加していること、

それが化石燃料の燃焼などの人間活動によるもの

であることは間違いないものと確認されている。

C02濃度の定常観測は、 1957、’58年に行われた

国際地球観測年 (IG y）を機に、ハワイ島マウ

ナ ・ロアと南極点基地で始められた。 その結果、

C02濃度が年率 0.4% ぐらいの増加率でもって年

年増加していること、南半球での漫度は北半球よ

り約 2年遅れるが、同様に増加していることなど

が明らかにされた。最近は、世界中でたくさんの

観測が行われ、地球上どこでも増加していること

が明らかにされている。

近年、南極やグリーンランド氷床をボーリング

し、深部 （数百m - 2,000m）までの氷を取り出

し、その中に含まれている気泡の空気の成分分析

が行われるようになった。氷床は、雪が固まって

できたものであるから、気j包の中の空気は、 雪が



降った時代のものである。放射性同位体の分析に

より、氷の年代は、深さ 2,000mで16万年前にも

なることが知られている。こうして、直接観測の

できない古い時代の空気の成分が求められるよう

になった。こうして得られた、過去 200年余の聞

の C02濃度の変化を示したものが、図 1である（最

近30年は直接観測のデータによる）。

これを見ると、 C02濃度は、産業革命以前には

ほぼ一定で 280ppmのレベルにあったものが、こ

の 200年間、次第に増加していること、増加のス

ピードが年とともに増していることが明瞭に読み

とれる。変化のカーブから、この増加の原因が産

業活動によるものであることは容易に想像できる。

1988年には C02i1農度は 350ppmに達しているので、

前自然のレベルかである280ppmに比べ、 25%も増

加したわけである。

C02増加の原因と考えられる石炭 ・石油・天然

ガス等化石燃料の消費量は、統計があるので、そ

れらがC02として大気中に放出された場合、濃

度がどれだけ増えるかは計算できる。

直接観測のある最近30年間について調べてみる

と、大気中の年々の増加は、化石燃料の燃焼から

発生すると期待される量（炭素の量で約55億トン）

の約58%であることがわかる。 ということは、残

りの42%は大気中に残留していない、すなわち、

大気以外のどこかに移っていることを意味する。

一般に C02は、光合成によって陸上の植物に

取り込まれたり、海水に溶け込んだりして、形を

変えながら地球表面で循環していることが知られ

ている。 したがって、人工的に C02濃度が上が

ると、自然は余分の C02を海洋中に溶かしたり、

あるいは陸上生態系に取り込ませたりして、全体

に配分し直すように働く。 したがって、化石燃料

消費分がそのまま大気中に残らないことは不思議

ではないが、残りがどこに行っているのかが量的

に把握できていないのである。

まず、陸上生物体について言えば、最近大きな

問題となっているように、熱帯域で開発のため大

規模に森林が破壊されており、他の部分で森林が

よほど増加しない限り C02を貯めこむことはで

きない。専門家の見積もりによると、陸上生態系

の保有する炭素は、全体で減少しており、したが

’90予防時線161

って、余分の C02を吸収するどころか、逆に大

気中へ C02を放出している。その量は、炭素量

にして10-20億トンと見込まれている。

結局、化石燃料消費と森林破壊の両方のため、

年々、炭素量にして65～75億トンの C02が放出

されているが、このうち、大気中に残留している

分を除いた30～40億トンが海洋に溶け込んでいな

ければつじつまが合わない、ということになる。

ところが、そんなに大量の C02が海洋中に常時

溶け込んでいるという観測上の証拠がまだなく、

また、これまでの理論に基づくモデル計算でも、

こんなに大量には溶けないという結果になってし

まう。現在の科学的知識では、人間活動から放出

される C02の行き先に大きな謎があるのである。

C02濃度の将来予測lにあたって、これまでの経

験に基づき、人間活動により放出される量の約半

分が大気中に残留すると仮定して計算するが、こ

れはまったくの経験による仮定であって、その科

学的根拠は明らかではない。したがって、将来、

これまでより少がくしか海洋中に溶けなくなるか

もしれないし、その逆も起こるかもしれない。将

来50年～100年の C02濃度変化のシナリオをつく

るには、この不確かさを除去することが必要であ

り、そのためには、海洋中の C02の循環と、そ

れを支配する海水の運動を観測やモデルによって

解明することが何よりも大切である。

3 温室効果ということ

大気は温室効果を持つと言われる。これは、大気

の成分気体である水蒸気（H20）や C02が、日射に

対しては透明であるが、地表面から放射される赤

外線に対しては不透明である、という事実により、

地表近くの温度が、これら気体が存在しなかった

場合より高温になる、という効果である。この仕

組みを模式的に説明したものが、図 2である。

すなわち、太陽から地球に注がれる日射エネル

ギーは、大気をほとんど素通りして直接地面 ・海

面に達し、そこで吸収されて熱となる。加熱され、

高温となった地表面からはエネルギーが放散され

るが、これは遠赤外線の形なので直接宇宙空間に

流出することができない。大気中の H20や C02
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その結果、 C02iJ農度を300ppmにした場合、現在

実際に観測されている気温分布に非常に近いもの

が得られた（図 3）。 そこで、C02を 21音および 1/2

にして計算を行い、そのような大気で気温がどう

なるはずであるかを理論的に求めた。図 3がその

結果である。
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によって吸収され、大気を加熱する。加熱された

大気は、その温度に応じて遠赤外線を放射する。

こうして、地表面・大気ともエネルギーのパラ ン

気混変化量の見積もりの問題点は、温暖化によ

って生じる地球上の気候の変化が地球全体のエネ

ルギー収支に影響を及ぼす過程の推定の不確かさ

にある。たとえば、温暖化によって極域の雪や氷

が減少するが、雪氷は、もともと日射をよく反射

して地球が吸収するエネルギーを減らす役割をし

l 図
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C02を600ppmとした場合、高度12kmまでの対流

圏全体で気温が上昇し、その上の成層圏では逆に

気温は下降している。地表温度の差は、 2.3℃ と

計算された。

このように地球大気全体をまとめて扱うモデル

に関しては、その後の研究でもほぼ同じ結果が得

られており、大きな食い違いはない。例外的に米

国マサチューセッ、ソ工科大学（ MIT）のリンゼン教

授（R. S. Lindzen）は、対流の効果の取り入れ方や、

対流の変化に伴う水蒸気量変化の取り扱いに問題

があるとし、気温変化はもっと小さいと主張して

気候変化のフィードパック

いる。

4 
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2.3 ,_ 

スがとれた状態に落ち着くわけであるが、その時

の地表面の温度は、図解されているように、温室効

果をもっ大気層がなかった場合より約40℃高い。

温室効果があることそれ自体は確立された事実

であり、何の間違いもない。実際、人工衛星から

の放射観測により、宇宙空間ヘ流出するエネルギ

ーの量が、地表面から放出される量の半分ぐらい

であることが確認されている。また、金星は C02

を主成分とする厚い大気（地球の90倍）を有する

ため、温室効果が著しく、上層の雲によって日射

の大部分が反射・吸収され、金星表面に届くエネ

ルギーは、地球の 1/20というわずかな量である

にもかかわらず、温度は 480℃にも達している。

このように、 C02によって地表温度が高くなる

という温室効果は、惑星大気の基本的特性としで

確立した事実である。問題は、はじめに触れたよう

に何度高くなるか、という量的見積もりである。

現在の推定では、 50年後ぐらいに C02をはじめ

水蒸気以外の全温室効果気体の量が、産業化以前

の 2倍に相当する量になるという見通しが立てら

れている。そこで、 C02が 2倍の大気での地表の

温度が、現在の大気よりどのくらい高いかが議論

の的となっている。

この問題を最初に研究したのは、米国・海洋大

気庁・地球流体研究所（GFDL/NOAA）にいる日

本出身の真鍋博士である。彼は、 1967年に発表し

た論文で、地球大気全体をーまとめにして、鉛直

方向の一次元モデルを考え、放射と対流によるエ

ネルギー・バランスの結果として、気温の鉛直分

布がどうなるべきかを計算した。
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温室効果による地表気温上昇のメカニズムを示す説明図図 2
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ていたから、雪氷の減少によって極域の、そして

地球全体の受け取る日射は増加し、平均気温は上

昇する。すなわち、 雪氷の変化を通じて気温上昇

は拡大される（正のフィードパックが働く ）。

このようなプロセスは、図 3に示したような一

次元モデルではなく、次節に説明する三次元気候

モデルによる数値実験によって求められるもので

あるが、ここで、主要な気候変化のフィ ー ドパッ

クをまとめておく。

( a ) 水蒸気量変化のフィー ドパッ ク

気温が上がると飽和水蒸気量、すなわち大気が

含み得る水蒸気量の限界値が上がり、したがって、

海洋からの蒸発によって大気中の水蒸気濃度は増

加すると考えられる。水蒸気は、大気の温室効果

の主要部分を占めているから、その増加によって

温度上昇は拡大する。実は、図 3に示した真鍋博

士の計算では、大気の相対湿度が一定という仮定

によって、このフィードパックがとり入れてあっ

た。これを考えず、 C02が増えても水蒸気量は不

変という場合の結果は、 1.3℃の昇温であった。

水蒸気のフィードパックは、これを2.3℃へと1.8

倍にもしている。この効果はかなり確かと考えら

れる （最近、前述のリンゼン教授は、これも問題

にしていると聞く）。

( b) 雪氷のフィー ドパック

これは、すでに説明したプロセスである。気候

モデルでの計算結果によると、この効果をとり入

れた結果、 C02倍増時の昇温は、全地球平均で約

3℃となる（拡大率1.3）。

( c ) 雲のフ ィー ドパッ ク

雲は、日常体験でわかるとおり、日射をよく反

射し、地球が得るエネルギーを減少させる。同時

に、 雲は赤外放射を遮り、地表温度を高める温室

効果をもっ。全体として、下層雲・中層雲は地表

温度を下げる効果をもち、一方、上層雲（巻雲）は

薄くて日射を透過させるため、温室効果によって

地表温度を上げている。この雲の量や、濃さ、高

さが温暖化に伴ってどう変わるかは大変微妙で、

予想が難しい。現状の、極めておおまかなモデル

によると、温暖化に伴って熱帯域の対流性の雲が

減り、温暖化を拡大するという結果が得られてい

る。大きさは、 3℃の上昇をさらに 4℃強にまで
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拡大する程度である。

ところが、最近、イギリス気象局のモデルで、

雲の取り扱い方を改め、温暖化による水蒸気量増

大の結果、雲の濃さ（雲水量）が増して日射反射が

大きくなる、という負のフィードパック過程をと

り入れたところ、 C02倍増時の気温上昇量は、他

のモデルと閉じ方式で雲を扱った場合の 5.2℃か

ら、 3℃前後にまで減ったという。このように、

雲の効果は大きいにもかかわらず、その取り扱い

には大きな不確実要素がある。今後、観測や雲そ

のもののコンビュータ・モデルによって、この問

題に信頼できる解答を与えることが重要である。

5 気候変化の推定

いわゆる「混暖化問題」において、人間の生活

や産業、あるいは自然の生態系に与える影響とい

う観点で重要なのは、単なる気温の上昇ではなく、

降水量の変化とそれに伴う土地の乾湿状態の変化、

積雪の変化、風の変化等々、気候の変化である。

当然のことながら、温室効果ガスの増加によって

地球大気のエネルギー・バランスの状況が変われ

ば、地球上の気候状態を決定している大気の大循

環も変化する。

気候の変化を推定するために、コンビュータを

使った気候の数値モデルによるシミュレーション

が行われている。 この研究でも、真鍋博士が世界

のパイオニアであり、常にリーダーとして活躍し

ている。

気候モデルは、天気予報のための大気の数値モ

デルを基に発展してきた。大気の数値モデルでは、

地球を覆う全大気を 3次元的なメ ッシ ュに切り、

各メッシュごとの気圧、気温、風速、湿度の値に

よって大気の状態を表す。そして、これらの物理

量の時間的変化を支配する物理の方程式に従って

各メ ッシュでの物理量の変化を時聞を追って計算

していく。

天気予報の場合、計算の出発点は観測によって

得られるから、それを基に、 10分後、 20分後とい

うように計算して、 2～ 3日後の気象状態を予測

する。気候モデルの場合は、もっと長期間にわた

って計算を行い、日射や海水温分布に見合った気
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温や風（大循環）の平均的状態（気候）がどうなるか

を調べる。

気候モデルの大気モデルとの大きな違いは、大

気のみでなく、海洋（海水温、海氷）や陸地面状

態（積雪、土壌水分量）の変化をも扱う点である。

長期間にわたる大気の状態は、その下に接する

海水面や陸地面の状態によって支配されるが、逆

に、海水面や陸地面の状態は気象によって変化す

る。そこで、大気 ・海洋 ・陸地面が相Eに影響し

合って変化していく「気候システム」を考え、そ

れをコンビュータ ・モデル化する。気候モデルの

概念を、図 4に示す。

このような気候モデルを用い、大気中の C02濃

度や日射強度を与えて長期間の計算を行い、平均

をとると「気候」を理論的（演縛的）に求めること

ができる。C02を現状の濃度にして求めた現状の

理論気候は充分ではないが、基本的な特色、たとえ

ば熱帯多雨帯とか地球上の砂漠分布、大陸西岸の

温暖気候などを再現している。そこで、このモデル

で C02濃度を 2倍にして、そのような大気での気

候を計算し、気候変化を推定するわけである。

説明からわかるように、気候モデルは大変複雑

なもので、すでに述べた雲の取り扱いをはじめ、

海氷の成長 ・消滅過程とか、土壌水分量の変化の

ように、充分な観測や物理的基礎を欠いたまま研

究者の直観でモデル化している部分を多く含んで

いる。また、大量の計算を要するので、メッシュ

図4 大型＼－海洋ー陸地面ー雪氷からなる気候システムの概念図
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を事且くとらざるをf辱ず （500～ l,OOOkm、ちなみに

天気予報のモデルは 100～ 200km）、日本ぐらいの

地域的気候までは到底表現しきれない。このよう

な問題点のため、これまでに世界中の研究機関で

行われた C022倍気候の実験 6～ 7例の結果は

かなりマチマチである。これらに共通して言える

特色は、次のとおりである。

( i ) 地表気温の上昇は、低緯度で 3℃程度で緯

度が高くなるほど大きくなり、特に冬季に大き

い。これは、 雪氷の減少の効果によるもので、

モデルにもよるが極域の昇温は10℃以上に達す

る。全地球平均の昇温は 4℃程度である。

(ii ) 地球全体として降水量が10%程度増加する。

当然、これに見合うだけ蒸発も盛んになる。気

温上昇に伴い大気中に含まれる水蒸気量が増加

する結果として納得できる。降水量変化の緯度

分布を見ると、もともと多雨帯である赤道域と

高緯度で増加し、中緯度 ・亜熱帯はあまり変わ

らないか、やや減少気味である。 この結果、中

緯度 ・亜熱帯は乾燥化し、一方、緯度60・辺り、

すなわち、現在の多間帯 （針葉樹林帯）の北側

が湿潤化する。森林や耕作適地は高緯度側にシ

フトする可能性がある。

(iii) インド ・モ ンスーンとか、梅雨のような地

域的気候の変化がどうなるかは、現在のモデル

の結果からは何とも言えない。図 5に、 GFDL

と米国・航空宇宙局ゴダード宇宙研究所（GISS 

/NASA）のモデルによる夏季の降水量の変化の

地理的分布を示す。二つのモデルの結果に共通

点を見出すのが困難なほど違っている。

(iv) モデルの結果にも見られ、理論的考察から

も支持されることは、対流性降悶が増えること

である。昇温により 、熱帯的な時期・領域が広

がる結果、集中して多量の雨が降る熱幣のスコ

ール型の降雨の頻度が増える可能性がある。 こ

のことは、水資源管理や防災の面で将来考える

べきことではないかと思われる。

以上のように、現在、モデルから言えることは

ごく少数である。今後、モデルの分解能を上げ、

組み込む物理過程を新しい観測データによ って改

良し、もっと信頼のおけるモデルをつくらねばな

らない。



6 海洋による昇温の遅れ

これまで説明した気候モデルの結果は、すべて

C02を2倍にした大気の気候を計算したものであっ

た。すなわち、 C022倍の平衡気候と呼ぶもので、

最初から C02が 2倍であり、いつまでもそのまま

である仮想的な大気の気候である。 実 際 の C02

増加は徐々に起こり、一方、気候を支配する海洋

や地表面状態は直ちには変化しないから、 50年後

に C02が2倍になったとしても平衡気候が現れる

わけではない。巨大な熱容量を有する海洋の存在

のため、温暖化は、数十年の遅れをもって進行す

ると考えられている。

海洋による遅れを調べるには、大気・海洋の変

化を同時に計算するモデルで、 C02を徐々に変化

させながら気候の変化を追いかければいい。その

場合、温室効果で暖まった海洋表面の水と、温暖

化の影響を受けていない深層の水とが海洋中の循

環によって交換する速度が、温暖化を抑制する鍵

となる。残念なことに、 C02循環に関して記した

ように、海洋中の上下混合のメカニズムはほとん

N 
90" 

90" 
S3o・w o・30 60" 

GFDL. 2×C02 1×C02 

GISS, 2×C02 1×C02 
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ど未解明であり、モデルで計算しても検証ができ

ない。

このような問題は残るが、大気・海洋結合モデ

ルを用いて、 C02を徐々に増加させた実験が真鍋

博士によって行われ、昨年発表された。その結果

を見ると、 C02（実際には、他の温室効果ガスも加

えてC02に換算したもの）が 2倍に達する2040年

ごろの温度上昇は、低樟度で 1.5℃、中練度で 2

℃、極城でも 4℃程度にとどまり、先の C022倍

平衡気候の昇温量の 1/2である。さらに、南半球

は海洋が大部分であることと、南極周辺海流に伴

う鉛直循環の在存のため、昇温は大幅に遅れ、来

世紀中の昇温は 1℃どまりであるという。とれが

正しければ、南極氷床の融解は相当長期にわたっ

て起こりそうもないということになる。

まだ 1例の実験が行われたのみで多くは言えな

いが、海洋による温暖化の遅れが大きいことは見

当がつく。温室地球がすぐにもやってきそうなセ

ンセーショナルな騒ぎは必要ないことを示してい

るが、同時に、温暖化の遅れのため、はっきりとし

た気温上昇が認められないため油断をして C02増

加にプレーキをかけない

でいると、大幅な混暖化

が避けられないほどに大

気中に C02を蓄積して

しまうということにもな

りかねない。

現在までに大気中にた

まっている温室効果ガス

の量は、平衡気候での気

温を 1℃程度上昇させる

レベルに達しているが、

実際に観測された全地球

平均気温の上昇は、過去

100年の聞に約0.5℃であ

る。この差は、海洋によ

る遅れの効果と解釈して

よさそうである。今後、

このままでも気温上昇が

起こり得るわけである。

図5 GFD Lモデル（上）とGIS Sモデル（下）によって計算されたC02 2倍のもとでの平衡気候
と、現状C02での（計算された）平衡気候における降水量（6、7、8月の平均）の差。単位：...；目、

C02増加によって降水量が減少する部介に影をつけてある。

（まつの たろう／東京大学理
学部教授）
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防災基礎構座・・・・・・・・・........・・・・・・・・・”・m凶，s・・・・・・....

海岸工学の進歩
堀川清司 ｜ 

この度本誌「予防時報」の防災基礎講座に、海岸

災害あるいは沿岸海洋災害を採り上げ、この種災

害の要因および防御策を考えていく基礎として、

「海岸工学の進歩」と題する一文を草するように

依頼された。以下、限られたスペースにやさしく

との要請にこたえるように努めたい。

海岸工学の略史

「海岸工学」という言葉が初めて用いられたの

は、 1950年に California州 LongBeachで第 1回

海岸工学会議が開催されたときである。その背景

には、第二次大戦中に軍事研究としてアメリカ合

衆国でなされた、天気図をもとに波浪を予測する

手法が戦後公開されたことがある。それまでは、波

高を風速や吹送距離との聞の経験公式によって推

測するのにとどま 、っていた。

上記の予測手法には、一部に経験則が導入され

ているとはいえ、風と海水の問のエネルギーの授

受のモデル化に初めて成功した。すなわち、 天気

図をもとに風域の速度場を求め、先の予測手法を

適用して深海域での波の特性（波高と周期）を求め

ることができる。海の波は沿岸海洋や海岸におけ

る諸現象に対して最も重要な外力であり、その外

力条件を推算できるようになったことは、この方

面の研究や調査の質を格段に向上させ得るものと

期待された。

海岸に関する研究は、工学分野では土木工学で

なされてきたが、海洋学、気象学、地理学、地質

学などの理学分野でも対象としている。 これら多

方面の研究成果を統合し、その成果を工学的な諸

問題の解明・解決に資するという意図から 「海岸

工学」 という新しい分野の発足が宣言された。

一方我が国では、 1953年 9月に13号台風により

伊勢湾沿岸に高潮災害が起こり、海岸保全、国土

保全の観点から我々に大きな衝撃を与えた。 これ

が動機となって、我が国でも本格的に海岸工学へ

の取り組みが開始された。

2 海岸防災と海岸工学

先に述べたことから明らかなように、我が国で

の海岸工学は海俸防災と密接な関係をもって発足

した。その後の40年に近い聞の我が国の経済的あ

るいは社会的な状勢の変化を反映して、海岸工学

の対象分野は海岸防災にとどまらず、海俸の開発、

海俸環境の保全へと拡大され、また、対象とする

海域の水深も次第に深くなりつつある。

ここでは海岸防災という視点から、海俸工学の

対象分野を概観することにする。

先に述べた1953年の高潮災害が大きな契機とな

って、 1956年に「海岸法」が制定され、海岸保全に

・・・・・・・・..・.......周・・翻磁調臨調・・・・・・・・・・・..・・・・・....
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対する国としての姿勢が示された。このような法

律が制定されたととは、世界的にみても画期的な

ことであった。

海岸管理者は都道府県知事と明確にされたが、

我が国の従来の慣行に従って、建設省、運輸省、

農林水産省、水産庁の 4省庁が中央官庁の立場か

ら海岸を実質的に分轄することになっている。

これらの省庁は、海岸保全のための諸施設の設

計施工についてそれぞれ独自の伝統的な考え方を

もち、当時海岸法に規定された「海岸保全地設築

造基準」をまとめることは容易でなかった。した

がって、社団法人土木学会に海岸工学委員会を設

置し、その活動の一環として基準のもととなる「海

岸保全施設設計便覧」を作成することになった。

このために大学関係者を中核に各省庁の技術者が

それぞれ専門家として参画して討議を重ね、便覧

の執筆に当たった。 このような努力がその後の海

岸工学の発展に寄与するところが大きかった。

さて、海岸災害を大きく分けると、気象的な要

因によって生じるものと、地象的要因によって生

じるものとになる。

前者は、台風によって代表される低圧部の配置

とその移動に伴って生じる波浪、さらには東京湾、

伊勢湾、大阪湾、有明海等の大きな湾内での著し

い海面上昇によって生じる高潮による災害である。

また後者は、海底地震あるいは海底火山に伴って

発生する津波による災害である。波浪、高潮、津

波は沿岸付近で特に顕著になり、大きな災害をも

たらす可能性は高い。

以下に、それぞれについて若干の解説を試みよう。

1) 波浪

風によって波が発生し発達することは古くより

知られていた。風から海水にエネルギーが伝えら

れて、波が発生し、発達するのであるが、どのよ

うな機構によってエネルギーが伝えられるのかは

困難な課題であった。現在も完全な理解に達して

いるわけではないが、 60年余前に Jeffreysによっ

て最初のモデル化がなされた当時に比すれば、先

に述べた波浪予報を初めて可能とした Sverdrup・

Munkのモデル化を経て、 1957年より急速に展開さ

れた PhillipsとMilesの研究成果によって、現在我

我の知見は著しく向上している。

一方において、波浪の特性についても同様であ

る。海の波の特性を波高と周期で表すのが通例で

はあるが、ある地点での実際の波形は、図 1に示

したように、波高 ・周期は何れも変動が大きく、

単一な波高 ・周期で表される規則的は波形とは著

しく異なっている。そこで、このような不規則な

波をどのように表現するかが問題となる。その一

つの方法は統計的な代表値を使うことである。

統計的な取り扱いに充分な波の数N個の一連の

記録をとり、図 1に示したように、一波一波に対

応した波高と周期を一組として記録する。次に波

高の大きな順にこれらの記録を並べかえ、大きい

方から N/3組を選ぴ、それらの波高および周期の

平均値を求める。 これらを有義波の波高および周

期と名付ける。

では、有義波とは具体的にはどのような波と考

えればいいのであろうか。船舶が航行中に遭遇し

た波を目視して通報し、これらの記録は洋上の波

浪分布を知る上で有益な資料である。ここで目視

される波は平均の波高、周期よりも大きい方の波

の平均ともいえる有義波に近いといわれている。

個々の波高をプロットし、その頻度分布をみる

と、正規分布とは異なり、波高の小さい方に偏つ

η 

図 l 海面の波形の模式図

’B・・.........・・・・・・・s..........・E・........悶悶・.....
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た分布となり、 Rayleigh分布曲線によって表現し

得ることが知られている。したがって、たとえば

有義波高と平均波高の比は、計算によって1.60と

なることがわかる。一方、周期は波高ほど分布の

広がりは大きくなく、有義波周期と平均周期の比

はほぼ 1.1とみなしてよい。また、波高と周期は

互いに独立ではなく、弱い相関をもっているが、

その関係についてもほぼ明らかになっている。

もう一つの取り扱い方はエネルギー・スペクト

ル法である。詳細を述べることはできないが、波

の周期の逆数である周波数ごとの波のエネルギー

密度の分布をエネルギー・スペクトルというにと

どめておく。風の吹いている風域の中で発達した

波は卓越する主方向に進行するばかりでなく、主

方向より土90・の範囲の方向にもあるエネルギー

の分布をもって進行する。このような方向性を考

慮したエネルギー・スペクトルについても取り扱

いがなされている。以上

の成果を反映させて、波

のエネルギ一方程式に基

づいた数値計算によって

波浪推算を行い、現実的

な結果を得ることが可能

となっている。
(a) 

するので屈折現象を生じ、場所によって波が発散

したり収束して、波高は沿岸方向に変化するよう

になる（図 2）。波が砕けると、そこでエネルギー

を放出するが、なお水深に見合った波高を保持し

つつも次第に低減していく。また、島や防波堤に

波が当たると、反射したり、その陰に回り込む、

いわゆる回折波を生じる。

このように、浅海域では波は複雑な変形をする

ので、それを適切に評価することが重要である。

近年、現地観測データの蓄積とも相まって、数値

計算によって波の変形を的確に求めることが可能

となっている。

2) 高潮（たかしお）

台風で代表される低圧部が深海部から深海域に

移動してくるとする。周辺の大気に比して低圧部

分は圧力が低く、その差に対応した海面の高まり

( 1 mbの気圧低下で約 1cmの海面上昇）を生じる。

(b) 
以上は、深海での波に

ついてであった。我々が

現実に対象とするのは、

図2 屈折による波の発散（a）と収束（ b) 

ある有限の水深、浅海域

での波である。

浅海域に入ると、水深

の影響を受けて波速は小

さくなり、したがって波

長は短くなる。さらに、

ある水深からは波高が急

速に増大し、ついには砕

波するようになる。また、

水深によって波速が変化 図3 低圧部の周りの風

台風の進路

十

図4 東京湾に高潮を生じる場合の台風進路の一例

..・・・・際標・・・・・・・E・E・.................・B聞鷹鴎・・・・・m翻冨
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との低圧部が移動し、浅海域に入ると次第に海面

の高まりは増幅される。 これを吸い上げという。

北半球では、台風の周りの風の方向は、図 3に

示したように反時計回りとなる。 ここで東京湾の

ように南に口を聞いた湾を考え、これを図 4のよ

うに模式的に表すことにする。この湾の西側を台

風が通過すると、風向きは湾奥に向かい、したが

って、海水は湾奥に押し込まれて海面は上昇する。

これを吹き寄せという。台風が移動を停止し、長い

時間風が吹いても、湾奥での水位はある値に達す

ると、湾口への戻り流れを生じて、定常的な状態

になる。しかし、台風は上陸すると速度を速めるこ

とが多いので、定常的な状態になることは少ない。

吸い上げと吹き寄せが複合して海面が異常に高

まる現象が高潮である。海面には、天体の運行に

伴って予報可能な海面変動 （これを潮汐という ）

を生じている。 この潮汐は地点によ ってかなり異

なるが、通常は 1日に 2回の満潮および干潮を生

じる。 この潮汐の上に高潮がのることになる。

このように考えてくると、特定の湾での高潮の

大きさ、したがってそれによる災害は、台風がど

のような経路を通るのか、また、満潮時に生じる

のか否かによって大きく影響されることがわかる。

高潮時には、海面が著しく高くなるだけではなく、

強い風によ って発達した波が来襲して被害をさら

に大き くすることにも注意しなければならない。

高潮による湾内の海面上昇の分布は、台風モデ

ルを設定し、これをもとに気象条件（気圧および

風速）を与えて数値計算を行えば、かなりの精度

で求めることができる。

3) 津波

元来、 津波とは津（港）を襲う異常に大きな波を

意味するが、現在では、海底地震あるいは海底火

山の噴火によ って生じる波に対する科学技術用語

として用いられている。ここでは海底地震によ っ

て発生する津波について述べる。

地震 に伴って海底に断層が急激に生じて津波は

発生すると考えられる。 そこで、地震によって起

こる海底の隆起および沈降を、最近の地震学の知

見に基づいてモデル化が行われている。これを断

層モデル（図 5）というが、これを用いて数値計算

した結果と検潮記録とを対比した結果によれば、

計算結果は20%程度の誤差の範囲におさまると考

えられている。

津波が湾内に入ると、湾奥での水位変動は湾口

を侵入する津波に比して増幅される。特に湾の固

有振動周期が津波の卓越周期に等しい場合には、

いわゆる共鳴現象を呈して、湾奥での波高の増幅

率は著しく大きくなる。津波の振幅が大きくなる

と、やがて陸上へと趨上し、浸水被害を生じる。

このような現象についても、数値計算によって明

らかにすることが可能になっている。

地震予知を行うことは、現状においてはきわめ

て困難である。 したがって、地震は突発的に発生

すると考えねばならない。

地震が発生すると、気象官署は直ちに作業を開

6 
注

意

全⑧｜⑧②＠
2ト掻 I 

＼｜地
震

幅震 央 距 雄
11 I I 

0 100 200 300 400 500 700km 

10 20 30 40 50 60 70sec 
P-S (h=40km) 

図5 気象庁湾j皮予報図（若干簡略化）

........・E・・...................・..........・..・－
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始する。これらのデータは津波予報中枢に集めら

れ、そこで震源の位置や地震のマグニチユードが

決定される。震源が海域にあり、かつ海底の浅い

所に位置し、かつ地震のマグニチュードが大きい

場合には、図 6に示した津波予報図や過去の記録

を参考に津波予報を行い、その結果を関係機関に

伝達する。 これを受けた沿岸の市町村長は速やか

に住民に知らせ、必要に応じて避難の処置をとる。

要は、津波警報を－~J も早く伝達することが重

要であり、そのために、数値計算の迅速化の研究

が現在鋭意なされている。

3 その他の海岸災害 一 海岸侵食

これまでは、異常な気象あるいは地象によって

生じる海岸災害について述べた。 しかしながら、

これらに必ずしも含まれない海岸災害として海岸

侵食があることを指摘しておかねばならない。

海岸侵食は、基本的には波の作用および波に伴

って生じる海岸付近の流れによって、海浜の土砂

の移動する現象（これを漂砂あるいは漂砂現象と

いう）に関係してくる。つまり、海浜の土砂がj中

方向あるいは沿岸方向に運ばれ、対象区域内の土

砂量が減少する場合には海岸の侵食となる（図7）。

図6 断層モデルの一例（石橋1976の原因をやや簡略化）

海岸侵食の生じる最も基本的な要因は、対象とす

る海岸域に供給される土砂量の減少である。海岸

への土砂の供給源の主要なものは、海岸に流入す

る河川であり、時には海崖からの決壊土砂の場合

もある。

戦後、国土開発の一環として、洪水防御、ある

いは河川の高度利用が積極的になされ、そのため

に主要な河川にはダムや堰が建設された。 これら

の施策によって、洪水被害の軽減や水資源の開発

がなされ、社会に禅益するところは大きかった。

しかし、一方において、河川を流下する土砂量

は著しく減少し、あるいはダムの上流に堆積して、

河口から海岸に供給される土砂の量は著しく少な

くなった。波の作用に変化がないとすれば、運び

去られる土砂量に変化はないであろうから、自ら

海摩侵食に向かうのは自明な趨勢と恩われる。

さらには、海岸利用に対する需要が高まり、各

種の構造物が建設された。 これらの構造物によっ

て波の作用に変化が生じ、また土砂の移動の状況

も変化した。このような人為的な要因が重なって、

海岸侵食は各地で深刻な問題となってきた。

海岸侵食に対処する最も自然な方策は、種々の

要因によって崩された条件を元に復することであ

る。 しかしながら、現実にはそれを実行すること

I l辛4中漂砂J白｜
摩
方
I古l

沿岸漂砂

tj!方向 ¥'I 

図 7 海浜変形模式図

づノ
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は不可能である。人間が生を営む以上、自然を改

変することはやむを得ないことと思われるので、

次善の策として、極力その影響を軽減するように

努めることを考える。

そこで、各種の海岸構造物が建設され、また、

付随的な手立て、たとえば人為的な土砂の供給（こ

れを養浜という ）がなされている。その基本とな

るものは、波の作用を弱めて土砂移動を軽減する

ことにあると思われるが、その効用を充分に発揮

し得ているとは1艮らない。 その主な原因は、海岸

での土砂移動の機構およびその実体をよく把握で

きていないことである。

漂砂に関する研究は、過去数十年にわたってな

されてきたが、現象が複雑な上に、土砂の移動の

状況を直接に観測することがきわめて困難である

ために、定量的な評価がほとんど不可能で、した

がって、長い間定性的な評価にとどまっていた。し

かしながら、過去10年余の聞に研究成果が蓄積さ

れ、定量的な評価がある程度可能となりつつある。

J票砂現象は移動する底質の特性と、波および海

浜の流れという流体の運動との相互作用によって

起こる。 したがって、沖から汀線近くまでの波の

特性、および、これに伴う流体の運動をよく知る

ことが必要である。土砂粒子の移動状態を観測す

るのが望ましいが、現実には不可能に近いので、土

砂の正味の移動量を観測結果に基づいて評価し、

これらの情報を碁に、土砂の移動方向ならびに移

動量の算定式を提示することに力が注がれた。

そこで、土砂量の保存則を用いて数値計算によ

り水深変化を求める試みがなされている。現在の

ところ、その計算結果を実測資料によ って検証す

ることが不可欠であるが、海底地形の変化をかな

り現実的な形で追跡することができるようになり

つつある。 これは、現地観測や実験による現象の

解析に加えて、理論的な解析、数値計算の実行な

ど、多くの研究者の長年にわたっての努力が実っ

てきたのである。 このような予測！手法の実用化の

ためには、もっと多くの事例に試用しつつ改善を

加えていく必要がある。

4 終わりにあたって

海岸災害、あるいは沿岸海洋災害は、ここに述

べた事柄に限定されない。たとえば海難の問題、

あるいは寒冷地における流氷による水産施設の災

害など、海岸および沿岸海域の開発利用が進めば

進むほど、いろいろの形での災害が発生してくる。

近年、次第に要請が強くなってきた、安全で快

適な海岸環境の創造が海岸工学の研究対象になっ

てきている。沿岸海域の汚染が社会的な問題とな

りだしたころから、海岸環境の改善は大きな研究

諜題となっていたが、その後、工場や都市からの

排水に対する規制が強化され、かなりの実効があ

がった。経済的な豊かさが得られた現在、自然へ

の回帰と相まって、海岸環境の整備に一層力が注

がれるようになっている。従来のハード的な側面

に加えて、ソフト的な面への取り組みもなされつ

つあり、やがては「海岸環境工学」という新たな

工学分野が体系化されるものと期待される。

近年、地球の温暖化に伴う海水面の上昇が警告

されている。海岸保全の立場から、今後重大な関

心を寄せていく必要があろう。
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東京湾海上交通センター

1 はじめに

東京湾は、首都圏にとって、石油・ LN G等の

エネルギー資源をはじめ、鉄鉱石、原料炭等の工

業材料、小麦、木材等の生活物資の輸入および自

動車、機械等の輸出、あるいは石油製品、鉄鋼等

産業基礎資材といった多種多様な物資の国内外輸

送の海上交通路としてきわめて重要な役割を果た

している。

このような状況のなかで、昭和63年 7月、横須

賀港沖合で潜水艦と大型遊漁船が衝突し、 30人も

の尊い命が失われるという痛ましい事故が発生し

たことは、いまだ記憶に新しいところである。

海上保安庁は、船舶交通の安全を確保するため

従来から種々の航行安全対策を講じてきたところ

であるが、本紙面を借りて、東京湾における航行

安全対策の概要と、その対策の一環として行われ

ている航行管制の現状などについて述べてみたい。

2 湾内の交通環境

湾内の特定港である京浜（横浜・川崎・東京）、

千葉、木更津および横須賀の各港における物資取

扱量は、年間約 4.9億トン、出入港船舶数は約18万

隻にのぼっている。物資取扱量は年々増加傾向に

52 

湾における
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あり、これらの物資輸送手段はコンテナ船などの

ように大型化 ・高速化される傾向にある。

また、近年の所得や余暇時間の増大等を背景と

して、海水浴や海釣りといった従来型のレジャー

活動に加え、ヨット、モーターボート、ボードセ

ーリング等の多種多様な海洋スポーツ型レクリエ

ーションが進展しているなかで、東京湾のもつ地

理的 ・時間的利便性から海洋レジャーの場として

の需要が高まっている。

これらのことから、海域の利用形態は、輸送、

漁業、遊びの場と複合化がいよいよ進んでいる。

一方、水際線では、交通網の整備の一環として、

東京 連絡橋や首都高速道路の湾岸線の建設、羽

田空港沖合展開工事等が行われており、湾央部に

おいては、神奈川県川崎市と千葉県木更津市を結

ぶ東京湾横断道路建設工事が開始されたところで

あり、湾内交通環境は難しいものとなってきている。

3 湾内の海難発生状況

東京湾における海難（救助を必要としたものに

限る）は、表 1に示すように、最近数年間は年100

隻前後で推移しており、長期的には減少傾向にあ

る。昭和63年の状況をみると、船種別ではプレ ジ

ャーボート26隻、貨物船17隻、タンカー 7隻、カ



ーフエリーを含む旅客船 1隻などとなっている。

また、海難の種類別では、衝突4隻、乗揚げ19隻、

機関故障 8隻、転覆10隻、浸水 14隻などとなって

おり、衝突、乗揚げという、いわゆる交通事故の

占める割合が全体の32%を占めている。

原因について調べると、運航の過誤（見張り不

十分、居眠り等）、機関取扱不良等の人為的原因に

よるものが全体の74%を占めている。発生場所を

みると港内が75%と最も高い。

4 海上交通ルール

海上交通に関するルールとして、我が国では海

上衝突予防法、海上交通安全法および港則法が定

められている。

海上衝突予防法は、船舶の衝突予防に関する世

界共通のルールである国際海上衝突予防規則に準

拠して制定された法律で、領海、公海を問わず、

すべての海域において適用される。その内容とし

ては、（1）衝突のおそれがある場合における船舶相

互の避航関係、（2）船舶が表示すべき灯火・形象物、

(3）汽笛等の信号について定められている。

海上交通安全法は、船舶交通の輯轄する東京湾、

伊勢湾および瀬戸内海の 3海域における船舶の航

行の安全を確保するため、（1）航路を設定し、航路

航行義務、速力の制限等特別な交通ルールを定め、

(2）航路を航行する巨大船等に対して航行管制を行

うこととし、また、（3）船舶交通に影響のある工事・

作業等に対する規制を定めているもので、昭和48

年 7月1日から適用されている。

港則法は、港内における南帥自交通の安全と港内

の整とんを図ることを目的としており、入出港船

の多い全国 500の港を同法の適用港とし、（1）港内

における特別の交通ルールを定めるとともに、（2)

工事・作業・漁労等について規制を行っている。ま

た、特に船舶交通の輯模する京浜、名古屋、神戸、

表 l 東京湾における衝突、乗婦げ海幾の推移

（単位・隻） （要救助）

年 I 58 59 60 61 62 I 63 

19 II 21 15 II 

If 19 11 31 11 19 

その他 ｜ 57 75 80 86 49 

計 95 97 132 112 s3 I 72 
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関門等83港を特定港に指定して港長を置き、入出

港届、錨地の指定等船舶の動静を把握するための

措置を定め、危険物荷役を規制し、港内の交通管

制を行う等を定めており、昭和23年に制定されて

いる。

東京湾では、海上交通安全法により浦賀水道航

路および中ノ瀬航路が設定され、浦賀水道航路は

中央分雛線により左右が分けられ右側通航するよ

う定められ、また、中ノ瀬航路では北航の一方通

航と定められている。長さ50m以上の船舶は、こ

れらの航路を航行する義務が課せられている。

海上衝突予防法では、航行している船舶は、互

いに対等なものとされているが、海上交通安全法

に定められた航路においては、航路内航行船が優

先され、特に全長 200m以上の船舶（海上交通安

全法では「巨大船」と定義されている）が優先さ

れている。これは、一般的に船舶の操縦性能が当

該船舶の長さに関係し、長さ 200m付近を境とし

て急激に操縦性能が悪化し、容易に他の船舶を避

けることが困難となるからである。

巨大船に優先順位を与える一方、次のような制

約を課している。すなわち、巨大船や危険物を積

載した船舶、さらに長大物を曳（押）航する船舶が

航路を航行しようとするときは、あらかじめ通航

予定時刻等を海上保安庁に通報（航路通報という）

し、海上保安庁長官の指示を受けなければならな

いこととなっている。

実際には、航路通報の受理および指示は，航路

ごとに定められた担当部署が行うこととなってお

り、浦賀水道航路および中ノ瀬航路に関しては、

東京湾海上交通センターが担当している。

港内における航行管制としては、特定港内の一

定水路を航行する船舶は、港長が交通整理のため

に信号所で行う信号に従わなければならないこと

とされ、そのため、一定トン数以上の船舶は、当

該水路を航行する時刻をあらかじめ港長に対して

通報する必要がある。東京湾では、現在、京浜港

（東京区・川崎区 ・横浜区）および千葉港におい

て各航路に設けられた信号所の管制信号（電光文

字板等）により管制が行われ、航路等で一定トン

数以上の船舶同士が行き会うことがないよう入・

出航船の通航を一方通航としている。
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ダー装置、レーダー映像をコンビュータで処理し

て図形化するための機器、針路・速力などを計算

する機器、船舶に情報を提供したり船舶と通信を

行うための通信機器などがある。

(I) レーダーによる船舶の動静把握

レーダーは、図 2に示すように同セ ンターのほ

か本牧、浦安の合計3か所に設置され、湾内のほ

ぼ全域がカバーされ船舶の動きをリアルタイムで

探知している。

レーダーでとらえた映像は、通信回線により同

センターに伝送され、コ ンビュータで処理された

あとグラフィックディスプレー （GD）に図 3の

ように図形表示される。

コンビュータは、合計700の物標を GD上に表

示することができ、船舶については、その針路・

速力を計算し、またその大きさを大、中、小の 3

種類に分類し、図形表示する。

また、情報提供や航行管制を行うに欠かせない

陸岸線、航路線、危険水域ライン、主要物標、位

置通報ラインなども併せて表示される。

しかし、このままでは図形表示された船舶の船

名などが個別に識別できないため、適切な情報提

供ができるように自制自を特定する必要がある。

そのため、あらかじめライン （位置通報ライ ン

と呼ぶ） を決めておき、船舶がそのライン上を通

・90予防時縄161

東京湾海上交通センターの

業務について

5 

I) 殴置の経樟

船舶が特に輯鞍する海域においては、レーダー・

コンビュータ等を使用して航行船舶の詳細な状況

を常時把握・分析し、情報提供や航行管制を一元

的に行うシステムの導入が航行の安全を確保する

上で、また運航能率の向上を図る面においても効

果的である。東京湾においては、昭和40年代初め

から、東京湾の主要な地にレーダー局を建設し、

これにより船舶航行の安全を図ろうという構想が

あり、諸々の検討が開始され、昭和46年度から具

体的に整備が開始され、東京湾入り口の観音埼に

東京湾海上交通センターが開設、昭和52年 2月25

日から業務を開始した。

その後業務は段階的に充実が図られ、昭和57年

度に整備が完了（総工費約45億円）し、レーダー映

像の処理海域が東京湾全域に拡大された。

昭和42年以降の東京湾内における衝突、乗揚げ

海難を図 1に示す。海上交通安全法施行、さらに

同センターの運用が海難発生の減少に着実な成果

を挙げていることが明らかである。

2) システムの概要

東京湾海上交通センターの主要設備には、

！っτ｜

／ 
ノつ
初へ~－－ •••• .1_7 .. ,19 

沢弘~

レー

初

海上交通安全法随行前（両海維の年平均68.5隻）

／ 
隻

100 

ω 

海上交通センター業務開始後

（両海錐何年平均31.1隻）

27 

j

4
h
m品

aυ
n
 

q
dい

pa
－－

。，－

F

、
“
．
内
‘
日
目

70 

ω 

50 

23 

40 

30 

20 

62 63年61 

11 

42 60 52 53 54 55 56 57 58 59 

」52.2海上交通センター業務開始

行施法全安通交上海

ω
｜
｜
」

51 50 47 46 45 ≪ 43 

10 

。

東京湾内における衝突、乗掲げi毎費量の推移（要数助海緩船舶に限る）図 l

54 



過したときに船舶から同センターに船名、通過ラ

インの名称などを通報してもらい、該当する映像

（図形）に識別符号を付ける。この識別符号は、以

後、その船舶が同センターのレーダーエリア外に

出るまで映像とともに自動的に移動していく。

このようにしてレーダム映像上で船舶を特定す

ることにより、後で述べる個別情報や特別情報が初

めて可能となり、船舶の特定は重要な作業である。

(2）情報の処理

同センターでは、レーダーから得られる船舶の

動静に関する情報のほか、あらかじめ船舶から提

出される航路通報や気象・海象の状況、工事作業

の状況、漁船の操業状況など各種の情報が必要で

ある。 これらの情報は、種類、量とも非常に多く、

しかも時々刻々と変化している。そのため、必要

レーダー映像処理範囲

図2 東京湾海上交通センターのレーダー映像処理範囲

特定地点

航路町線

進行方向および速力

船位および大きき

識別符号

図3 グラフイツクディスプレーの表示例
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な情報はコンビュータに保存・編集し、定時的に

情報提供したり、船舶等からの問い合わせに備え

直ちに情報提供できるよう常に最新のデーターに

更新されている。

必要な情報は、運用卓に設置されたキャラクタ

ーディスプレーで直ちに検索 ・表示することがで

きる。

(3）情報提供・通信装置

このようにして得られた情報は、無線放送、無

線電話、テレホンサービスなどでユーザーに提供

しており、そのための設備として、放送用送信装

置、国際VH F通信装置、テレックス、ファック

ス、電話等が設置されている。

3) 襲務の内容

東京湾海上交通センターの業務は、情報提供業

務と航行管制業務とに大別される。

(I）情報提供業務

①定時放送

中波の1665kHzで次のような情報を定時的に放

送しており、市販のラジオ受信機で受信可能である。

・海難等の状況

・航路の航行制限

・巨大船の浦賀水道航路および中ノ瀬航路の入

航予定

－通航船舶の現況

・操業漁船群の状況

・気象警報、気象注意報、気象現況

・航路標識の異変など

－工事作業など

② 臨時放送

大規模な海難が発生したときや、視界不良等の

ため航路の航行制限が行われたとき、またはそれ

が解除されたとき、これらの情報を直ちに一般船

舶に周知する必要があり、定時放送と同一波を使

用して定時放送に優先して臨時放送を行っている。

③ テレホンサービス

同センターにおいてあらかじめ録音した巨大船

の航路入航予定、湾内の航行制限の状況、気象の

現況をテレホンサービスで情報提供するもので、

船舶電話や一般加入電話でだれでも利用できる。

④個別 情 報

船舶から国際VH F無線電話や船舶電話などで
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情報提供の要請があったとき、次のような情報を

提供する。

－要請船舶の位置

・他の船舶の動静

－その他安全航行に必要な情報

⑤特別情 報

同センターがレーダーにより航行状況を監視し

ている船舶が互いに危険な見合い関係になり衝突

の危険が予測される場合、海難事故現場やその他

危険な海域に進入、接近したりすることが予測さ

れる場合、また、航法が不適切な船舶を認めた場合

などに、同センターからその船舶を国際VH F無

線電話等で呼び出し、注意喚起、指導を行う。また、

必要に応じて船舶間同士で連絡をとり、危険を回

避するよう通信の仲介を行う。

特別情報を行う上で重要なことは、同センター

がレーダーで危険な状態が予測される船舶を認め

たとしても、その船名が不明であれば連絡の術が

なく、また船名がわかっていても国際VH F無線

電話等を聴守していなければ同様な結果である。

したがって、船舶の特定や無線電話の聴守は極め

て重要である。

(2）航行管制業務

海上交通安全法で定められている巨大船、危険

物積載船、長大物件曳（押）航船は、同法に基つeき

褒 2 東京湾海上交通センターの管制およびレーダー後別の区別

航路を航行しようとするときは、あらかじめ航路

通報を海上保安庁に提出し、指示を受けることが

義務付けられている。巨大船や大型の危険物積載

船は航路入航の前日正午まで、小型の危険物積載

船は 3時間前までに通報するようになっている。

同センターでは、船舶から提出された航路通報

をもとに管制計画を作成し、対象の船舶がほぼ同

時に航路に入航することとならないように、また、

航路内で安全な間聞がとれるかどうかなどを入念

にチェックし、必要に応じて入航時間の調整を行

うとともに、当該船舶に対して航路入航時刻の変

更、進路警戒船や消防設備船等の配備、海上保安

庁との連絡の保持など安全航行に必要な事項を指

示する。

また、同センターでは、船舶動静を的確に把握

し、きめ細かな情報提供を行うことにより安全性

の向上を図る目的から、海上交通安全法で定めら

れた船舶以外の船舶であっても一定トン数以上（総

トン数10,000トン以上）の船舶についても、巨大船

に準じて航路通報を行うよう指導し、これらの船

舶についても管制の対象としている。

同センターは、管制対象となる船舶が航路に到

着する 3時間前から当該船舶と連絡をとりながら

航路入航時刻の確認をし、必要に応じて入航順序

の調整をしたり、航路航行中は適正な間隔を保つ

変更指示または勧告 位置通報
レーダー職理lj

船舶の分類 航路通報 （航路入航時刻の （位置通報ライン
（識別符号の付与）

個別情報の提供 特別情報の提供
変更の指示） を通過するとき ）

管制

法の規定に基づくもの
(200m以上の船舶） 。 。 。 。 。 。
（危険物 積載 船）

対船舶象
（長大物件曳航船等）

行政指導に基づくもの 。 。 。 。 。 。
(1万総トン以上のもの）

位置通報船舶
（行政指導により、または任 × × 。 。 。 。
意に位置通報を行うもの）

表 3 航路別管制船舶通航状況（63年） （単位：隻）

＼航1路頭I醐

巨 大 ’B 

総 計
巨大船でない 長大物件 指 導 対 象 鉛

ぷロ入 計 危険物積載鉛
危険物積載船 危険物積載船 曳（押）航船 ｛総トン数10，日JOt以上）
を除く巨大船

計 日本外国
計

日本 外国
計

日本 外国
計

自本 外国
計

日本 外国
計

日本 外国
針

日本 外国

船 船 船 ’B 自由 船 ’自 船 船 船 船 船 船 船

浦賀 水 道 24 ,529 6,832 17 ,697 9,467 2，お67 ,131 1,896 470 1,426 7 ,571 1,866 5, 705 4,129 2,613 1,516 25 19 6 10，卯8 l，総4 9，似4

中 ／ 瀬 7 ,323 2，ぬ8 5,015 3,142 904 2,238 857 184 673 2,285 720 1,565 1,306 飴8 638 8 6 2 2,867 730 2,137 

合 計 31,852 9,140 22, 712 12,609 3,240 9,369 2, 753 654 2,099 9,856 Z，路66,270 5,435 3,281 2,154 33 25 8 13, 775 2,594 11, 181 
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ことや、危険な追い越しをしないなど監視、指導

する。また、航路の視界が不良となったり、海難が

発生して航行に危険があると判断したときは、航

路入航を制限する。東京湾海上交通センターの管

制およびレーダー識別の区分を表 2に、昭和63年

における航路別管制船舶通航状況を表 3に示す。

4) 海上交通センターの機能強化

昭和63年 7月23日、横須賀港沖において海上自

衛隊の潜水艦と遊漁船が衝突し、遊漁船が一瞬の

うちに沈没し、乗客 ・乗員30人が死亡する海難事

故が発生した。

この種事故の再発を防止するため、政府に「第

一富士丸事故対策本部」が設置され、岡本部が昭

和63年10月14日「船舶航行の安全に関する対策要

綱」を決定し、その一つの施策として「東京湾海

上交通センタ ーの機能の充実強化」が盛り込まれ

た。この対策要綱に基っ・き、昭和63年度には東京

湾海上交通センターの老朽したレーダー映像処理

装置の換装による処理能力の増大および監視対象

船舶の拡大を図るとともに、平成元年度には、レ

ーダー監視エリアのうち浦賀水道周辺海域を現在

の 2エリアから 3エ リアに細分化し、監視体制の

強化を図るため運用卓等の整備を実施している。

昭和63年度において機能の強化を行った具体的

内容は、次のとおりである。

① レーダー映像処理装置の換装を行い処理隻

数を約 3割増加した。

② 同センターと連絡をとるべき船舶について、

平成元年 4月から、従来の「海上交通安全法

で定められた巨大船等および総トン数10,000

トン以上の船舶Jに「総トン数100トン以上か

つ最大搭載人員30名以上の船舶」を加え、そ

の範囲を拡大した。

6 東京湾における

各種の航法指導およひ取締り

湾内における一層の航行安全を図るため、海上

交通安全法等の法律による規制に加え、海域の実

態に応じたきめ細かな航行安全指導を行うととも

に、巡視船艇や航空機による現場指導、取締りを

行っている。

巡視優による航路し よう戒

1) 航法等の指導の内容

①航路出入り 口付近における航法および輯穣

時間帯における航路横断等の自粛

②工事海域周辺の航法および錨泊の自粛

③水 先 人 の 乗 船

④進路警戒船等の配備

⑤ 追い越しおよび速力の制限

⑥ 緊急用えい索の準備

⑦ 自動操舵装置の使用の制限

⑧ 東京湾海上交通センターとの連絡の保持

⑨ 国際VH F無線電話の聴守

2) 巡視船鍵による指導取締り

航路およびその周辺海域において船舶交通の整

理、指導等を行うため、浦賀水道航路および中ノ

瀬航路の周辺に常時 2隻の高速巡視艇を配備し、

東京湾海上交通セ ンタ ーと連携をとりながら24時

間体制でしょう戒業務に従事している。

なお、前述の対策要綱の一環として平成 2年か

らは巡視艇を増強配備し、さらにしよう戒体制の

5皇ftユカf図られることとなっている。

7 おわりに

海上交通の安全は、船舶の運航者が海上交通ル

ールを遵守し、責任と自覚をもって自ら安全航行

に努めることが基本であることは、今更言うまで

もない。 しかし、海上交通では同一平面を航行の

場とし、漁業生産活動の場とし、さらに海洋レク

リエーションの場として異種共存、共有するという

他の交通には見られない特異性を有している。こ

のような交通環境のなかで海上交通の安全を確保

するためには湾内空間の利用の要請に応えつつ総

合的な航行安全対策を策定・推進していく必要が

ある。

（いそだ そういちろう／元海上保安庁警備救難部航行安全課長）
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1 はじめに

東京消防庁管内では、毎年 7,000件前後の火災

が発生し、 125人前後の、火災による死者が発生し

ている。

昨年10月25日、テレビを通して、お茶の間の人

気おばあちゃんと市民に親しまれた女優浦辺粂子

さんが、全身にやけどを負い、救急病院へ運ばれ

たが、不幸にして亡くなるという痛ましい事故が

あった。その原因は、ほとんどの人が経験してい

ると思うが、ガスこんろに火をゥけてお湯を沸そ

うとしたとき、 1回の点火行為で着火せず、数回

繰り返しているうちに、放出された生ガスを巻き

込んで着火したため、着ていた寝間着の袖に燃え

褒l 死者発生状況

死 者 数 年 齢 理IJ

年 火 死
一般人 r肖 手L- 事L- 高（ 不

者発 自繍行 5 幼 6 65 
災 自 為によ 防 歳 児歳 歳

生 規 る火災 幼以 高 i 齢以
｛牛 火 行 F 一戸ー 下 齢64 上

災
為の 行進づ

戦 者歳
81J 数 件数

以火 以）

計 外災害れ 員 児 外 者 明

7 83 31 2 
59 6,964 106 123 76 46 I 

(I) (U) (3) (2) 

4 79 40 I 
60 6,829 115 124 80 44 ω (5) (!) 

98 44 4 61 7,128 137 147 79 66 2 
思晶 (8) (4) 

1 95 64 2 62 6,921 133 162 98 64 
il-0 (9) (!) 

3 85 38 5 63 6,935 123 131 73 56 1 (1) (I日 (8) (2) 

注（）内数字は自損行為による火災の死者を内数で示した。
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移り、全身に熱傷を負ったものだった。

浦辺さんは、一人暮らしのうえ、高齢で足も弱

っていたらしく、典型的な高齢者釦）焼死出）の例

であったといえよう。

焼死の原因には、このように着ていた衣類に直

接燃え移り、消すことができなかった例や、他の

原因で火災が発生して、これに気付くのが遅れ避

難ができなかったものなどがあるが、これらの実

情を、昭和63年中の火災から採り上げてみよう。

注1) 高齢者とは、年齢65歳以上をいう。

注2) 「焼死」という用語を、火災による死者全体に

用いることは、消防統計上も、また医学上も適

当ではないのだが、今回は、原稿依頼に基づい

て、一般的な表現用語として用いた。

2 焼死者全般の概要

高齢者について述べる前に、昭和63年中の焼死

者全般の概要について触れておく。

1) 焼死者の4割は自横行為

昭和63年中には 131人の死者が発生した。 この

なかには、 57人の自損行為による死者が含まれて

いる（表 1）。

先進国日本といわれる陰で、自殺者は毎年増加

しているようで、自損行為による焼死者も、毎年

焼死者全体の40%強を占めている。

昔は「火中に身を投げる」の言葉どおり、火災



で自殺の目的を果たすためには、自分の体が、炎

の中に包まれるほどの火災状況を、まずつくらな

ければならない大変な作業 ・行為を伴った。現代

では、火力の強い暖房用灯油、自動車燃料用ガソ

リンなどの危険物が容易に手に入り、しかも、身

近に置いてあるので、これらを身体に浴びてから

ライターで火をつけ目的を果たせるため、毎年、

同様の焼死者がでている。

危険物が介在する火災は急激に拡大するので、

他に与える影響が大きく、周囲に類焼する例もか

なりある。なかには、無理心中の手段として、母

親が子供を道づれにすることもあり、過去 5年間

に4人の幼い生命が失われている。

自損行為による焼死者の性別は、男性32入、女

性25人で、例年、男性の方が女性の焼死者を上回

っている。年代別では、 40代が15人と最も多く、

次いで30代 8人、 20代 7人の順となっており、高

齢者も 8人含まれている。

2) 男性の焼死者は女性の2俗

自損行為による死者を除いた焼死者は 74人で、

性別では、男性50人、女性24人と、男性の焼死者

が女性の焼死者の 2倍以上になっている（表 2）。

焼死の原因で一番多いのは、たばこの不始末に

よるもので、 19人が死亡しており、特に、飲酒後

の寝たばこにより、そのまま寝込んて”火災になる

ケースが、最悪の焼死パターンとなっている。

表 2 自慣行為以外の死者

災 種 別

建物火災｜ 車｜船｜航｜林｜そ

小｜全 1半｜部｜ぼ｜｜｜空｜｜の
｜｜｜分 I I I I I I 

計｜焼｜焼｜焼｜や｜両｜舶｜機｜！野｜他

計 I14 I 69 I 34 I 1sいII g I 3 I I I I 2 

合計 I..烹…生J.. ~~.l.~？.1免1..1.?.L~.I. ・.？.. l. .. ~.し..l ..... l. ..... l ... ~. 

死者 の 区分｜計

女性 I24 I 23いII 5 I 5 I 21 I 

小 計 I21 2 I I 

乳幼児｜号．…性.J... ~.I. . ~.↓.. 1..1. ....↓ l 4・4 ・
女性

乳幼 児｜小計 I39 I 35 I !7 I s 1 7 I 3'1 3 

者間 1···:···1P~ · l ·~H ·~｝ f ···H-··H··~＋··F· . ..l.. ・1 . ..t. .. ~. 
小 計 I30 I 30 I 16 I 5 I 3 I 6 

高齢者｜男 性I~~ I 1 ~. I ~ I ~. I I ~ 
女性 I15 I 15 I 7 I 3 I 3 I 2 

小計 I3 I 2 

不明 I.用．．．．．：竺..J ... ~.l. .. n .. ..l. .. ~.L..l. ..... l. .. .I.し..J... ... l. ~ 
女性

注消防職員が人命検索中に殉職した全焼火災に l件 l人を含む
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3 高齢者の焼死状況

I) 高齢者の焼死は男女同数

昭和63年中における焼死者全体に占める高齢者

の割合は、自損行為による焼死者を含めた場合に

は、 131人中38人で、 29%と3分の1弱になるが、

自損行為による焼死者を除くと74人中30人で、40.5

%と非常に高い割合になっている。

性別では、自損行為を除いた場合に、男性の焼

死者が女性の 2倍以上となっていたが、高齢者の

場合は、男女15人（自損行為を含めると男女19人）

の同数になっている。

2) 寒くなり始めが危険

以下、自己の意に反して死亡した高齢者30人の

状況について述べる。

一般的に、火災は火気の使用が増加する冬季に

多く発生している。焼死者の発生も、おおむね火

災件数に比例した傾向がみられるが、高齢者にな

ると、その傾向が特に顕著で、暖房が恋しくなる

10月、 11月が非常に多く、全般に寒い時期に集中

している（図 1）。

3) 70代の高齢者は要注意

焼死者全体の年代では、 40代の焼死が多いこと

を先に述べたが、高齢者の焼死状況を年代別にみる

と、70代の焼死者が18人と非常に多くなっている。

都内の年代別人口では80代が70代の37%に減少

しているが、火災をとおしても70代が難の多い年

代になってきていることがうかがわれる（表 3）。

1月
12周／ー。 !is
〆

／ 
／ 

11月／

凡例 一一 死者数

火災件数
、2月

＼
 

＼
 

10月‘

.5月

、3月

l4月

9月、
＼ 

＼ 、
／ 

8 j;j・＼～～＿J... / 6月

7月 （昭和63年中）

図 l 月別死者の内訳
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表 3 東京都の男女別、年働別人口

男 女 g1J 男女別
区 分 総 数

男 女 （倍率）

5,897,900 5,820,820 
0.9倍総人口 11, 718, 720 

(50.33%) (49.67%) 

2,389,548 2,683,959 
I. I倍40歳以上 5,073,507 

(47.10%) (52.90%) 

1,490,815 1, 765,596 
1.2情切歳以上 3,236,411 

(46.06%) (54.55%) 

756,883 991,546 
1.3倍ω歳以上 1, 748,429 

(43.29%) (56.71%) 

476,937 695,615 
1.5倍65歳以上 1,172,552 

(40.68%) (59.32%) 

309,467 460,395 
1.5倍70歳以上 769,862 

(40.20%) (59.80%) 

81,216 141,104 
I. 7 1音80歳以上 222,320 

(36.53%) (63.47%) 

6,108 14,492 
2.4倍90歳以上 20,600 

位9.65%) (70.35%) 

70 190 
2. 7倍100歳以上 260 

(26.92%) (73.08%) 

注 資料 ：「住民基本台帳による東京都の世帯と人口 （昭和64年 l月
1日）」（ ）内数字は、男女別構成比を示す．

ヨl4 死者の世帯構成、健康状態別状況

年 自全
高 ー島 者 (65歳以上）

t行員 死 dロh、 一人暮らし 家族と同居 その他

為
寝 病 健 寝 病 健

老ホ人を者
除

t~ た
き きg1j く数

計 計 り 弱 康 計 リ 弱 音量 計 L. 

59 76 28 8 I I 6 20 5 7 8 

60 80 35 16 9 7 19 2 15 2 

61 79 36 11 I 9 I 25 7 13 5 

62 98 55 20 1 14 5 18 3 11 4 17 17 

63 74 30 JO 5 5 20 4 11 5 

表5 出火原因別死者状況

出 火

ぷロ弘、 た 暖房器具 調理器具 放
火

出火原因 石電気 ガ ガ 石 電

l;f t由ス ス 泊 気 放
:A :A :A 火
ト ト ト の
I I I ん ん ん 疑

原

火 マ

遊 台y

4) 病弱者および一人暮らしが危険

焼死した高齢者の健康状態をみると、病気等に

よって行動に支障をもっ高齢者、現に病いのため

療養中で体力のない高齢者は、自分の不注意から

火災を発生させることも多く、また、出火後の初

期消火 ・自力避難も困難なため、死者30人中半数

以上の16人が病弱者であった。

さらに、家族と同居の高齢者に対し、一人暮ら

しの占める割合は12.5%であるが、このなかで、

焼死者30人中家族が外出中の 6人を含めると、一

人暮らし高齢者の死者は合計16人と半数以上を占

めている。

このことから、家族と同居者に対し、一人暮ら

し高齢者の危険度は約 7倍以上と非常に高い数値

を示している（表4）。

5）出火の原因 ー たばこ、暖房・調理器具

高齢者が焼死した火災の出火原因は、たばこの

火の不始末によるもの、暖房器具・調理器具の取

り扱い不適によるものが大半を占めている （表5）。

以下、原因別に事例を挙げてみよう。

(I) たばこの不始末

①男性74歳、②病弱な男性70歳、③一人暮らしの

女性65歳は、それぞれ飲酒酪町後に喫煙し、火種

が布団・ジュ ータ ンに落下したのに気付かず、寝

込んだ後に出火し、逃げ遅れて死亡した。

因

フ 器 壁 車 排 不

具 付 両
イ

it コ σ〉 気
、／ 衝

タ コ セ 撃 ガ

ノ 火
自十 」’ プ プ プろ ろ ろ 、、 ぴ チ｜ ドト 花 ス 日月

④男性68歳、⑤男性72歳

は、いずれも身体の行動

が不自由で、家族の留

守中に喫煙し、火種が

布団に落下したのに気

付かず、就寝中に出火

して自力で避難するこ

とができずに死亡した。

計 73 19 7 4 2 7 3 1 7 4 2 2 1 

死 者 数 男性 49 17 5 3 2 3 2 4 z 
女性 24 2 2 1 4 1 1 3 2 2 I 

計 2 1 1 
手L 幼 児

男性
( 0～5歳）

2 1 

女性

乳幼児・高齢者 計 38 JO 4 2 1 5 4 2 1 

以外 男性 29 9 4 2 1 2 1 2 1 
( 6～64歳） 女性 9 1 3 2 1 1 

計 30 7 3 2 1 2 I I 3 2 2 
高 齢 者

男性 6 I 1 1 2 1 
(65歳以上）

15 1 

女性 15 1 2 1 1 1 1 1 1 2 

計 3 2 
そ の 他

（年齢不明）
男性 3 2 

女性

注 人命検索中に殉職した消防職員 l人を除く
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I 1 I 11 

1 1 6 

5 

1 1 4 

1 1 3 

1 

6 

2 

4 

⑥家族の不在時に、寝た

きりの男性78歳がベ ッ

ドの上で喫煙した際、

火穫が布団の上に落下

したのに気付かず、就

寝後に出火して、自力

避難でさずに死亡した。

⑦家族がこたつで喫煙し

た際、火種がこたつ布



団の上に落下したのに気付かず、就寝後に出火

した火災で、男性75歳は、熟睡していて煙やガス

を吸い込み、動けないでいたところを消防隊に

救出されたが、収容された病院で死亡した。

(2) 暖房器具

(7）石油ストープ

①家族の者が、 2階の石油ストーブを点火して、

火力の調整を行わずに 1階ヘ降りた後、異常燃

焼から出火した火災で、火災に気付いた家族 3

人は、協力して初期消火を行ったが失敗し、出

火室の隣室で寝たきりの生活をしていた女性78

歳が自力避難ができず死亡した。

②家族の者が、石油ストープを消火しないでカー

トリッジタンクに給油し、再びセットした際、

締付けが不完全であったキャップが外れ、こぼ

れた灯油に引火して急激に拡大したため、寝た

きりの生活をしていた女性87歳が、自力避難で

きずに死亡した。

③安全ガードが欠損したままの状態で、使用して

いた石油ストープの前面に、痴呆性のある男性

81歳が立って採暖していたところ、着衣に着火

して熱傷を負い、収容された病院で死亡した。

付）電気ストープ

①病弱で、一人暮らしの男性83歳が、テレビを観

ながらうたた寝中、足に掛けていた毛布がずれ

て電気ストープに接触し、火災となったのに気

付かず寝ていたため、煙とガスを吸い込んで死

亡した。

② 一人暮らしの女性76歳が、テープルの下ヘ入れ

て使用していた電気スト ープに、散乱していた

紙屑が接触して燃え上り、初期消火に手間取っ

ている聞に、避難の時機を失って死亡した。

（ウ） ガスストーブ

①ガスが漏洩していることに気付かなかった蓄腹

症の男性70歳が、ガスストープをつけようと、

ライターを点火したところ、爆発的に出火した

ため、全身に熱傷を負い、収容された病院で死

亡した。

(3）調理器具

(7) ガスこんろ

① 一人暮らしのやや病弱な男性67歳が、台所でガ

スこんろを使用中、着衣に着火し、自分で消火
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することができずに死亡した。

②一人暮らしの足の不自由な女性76歳が、台所で

調理中、何らかの理由によりガスこんろから出

火し、初期消火に手間取っている間に、避難の

時機を失って死亡した。

着衣着火は、ガスこんろの火の他にローソク・

マッチ等の火の例があり、死亡には至らなかった

が27人が熱傷を負っている。

（イ）石油こんろ

①家族と同居している病弱な女性75歳が、自分の

部屋の石油こんろを、完全に消火しないでカー

トリッジタンクを抜き取り、灯油を補給して再

びこんろに戻そうとしたところ、タンクのキャ

ップが外れ、灯油がこぼれて出火したが、自力

避難ができず死亡した。なお、女性を救出しよ

うとした家族（男性58歳）も、一酸化炭素中毒で

死亡している。

（ウ）電気こんろ

①家族が運んでくれる食事だけでは満足できなか

った女性77歳が、自室の押し入れに電気こんろ

を備え付けて使用中、押し入れを仕切っていた

カーテンが接触して燃え上がり、初期消火に手

間取っているうちに、避難の時機を失って死亡

した。

(4）放火

①精神障害のある家族が、 1階作業場に保管して

あった危険物を、作業所の床にまきちらして放。

火したため、隣接した居室で就寝中の男性81歳

が、煙やガスを吸い込んで、布団から動けずに

死亡した。

②寝たきりの生活をしていた女性72歳も、上記火

災で、自力避難ができずに死亡した。

③何者かが、作業所併用共同住宅の外周部に置か

れていたごみ容器内ヘ放火したため、外壁から

燃え上がった火災で、 2階に就寝していた男性

74歳が、気付くのが遅れて死亡した。

(5) 火遊び

①子供がライターで火遊びしているうちに、ふす

まに火が付き、燃え上がった火災で、留守番と

子供の面倒をみるためにきていた女性的歳が、

子供 2人を屋外へ避難させてから初期消火を行

っているうちに、避難の時機を失って死亡した。
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表 6 建物用途別死者発生状況 6) 焼死者の多いのは

専用住宅の居室

昭和63年中に焼死した

高齢者は、すべて生活の

場である住宅で火災に遭

遇している。住宅は、専

用住宅、共同住宅、店舗

や作業所等との併用住宅

に区分できるが、焼死者

の多いのは専用住宅の 1

階居室で、高齢者焼死の

半数にも及ぶ15人が、こ

の場所で死亡している。

高齢者は最も避難 ・救

助しやすい 1階に居住す

るよう呼びかけてきた結

果、今や寝たきり一人暮

らしの約70%は、 1階を

居室として使用している

（表 6）。

しかし、現実問題とし

て、たばこ・暖房器具などの取り扱い不適切によ

り多くの火災を発生させており、体が不自由だっ

たり、就寝中で火災に気付くのが遅れた等の理由

から、このように多数の犠牲者をだしている。

一方、焼死者の発生した時間帯をみると、 22時

から翌朝 6時前までの深夜時間帯に10人、 6時か

ら17時までの日中時間帯に11人、 17時から22時前

までの夕刻時間帯に 9人が死亡している（表 7）。

深夜は、家族も就寝しており、また、日中は、

核家族化や女性の職場進出など、高齢者の周囲に

家族のいることが少なくなり、火災が発生しても

建物の外部から第三者が発見するのを待つことに

なり、かなりの時間を要することも、焼死の多い

一因と考えられる。

専用住宅とは反対に、共同住宅および併用住宅

の焼死者は、 9人と少なくなっている。

7) やはり焼死が多い

火災による死者は、行政解剖を行った監察医お

よび件然~J~. によって死因を判定される。 死因は、

「；焼死」「火HJj化」「CO中毒死」「その他」に区分

されている。

aロ~ 専 共 併用住宅又は併用共同住宅 住宅以外の建物

用 同 住 共 倉 作 事 物 倉 空
死者発生場所 宅 住同 品

住 住 業 務
版

部
宅部分 売店舗

計 宅 宅 分 庫 場 所 庫 家

£ロ入 計 30 21 5 2 2 

居 室 15 12 1 2 

古所・ダイニングキッチン 3 3 

リビングキ y チン 1 1 

l階 玄 関

廊 下 1 1 

脱 衣 場

リ 7 ト 室

居 室 6 4 2 

2階
空 室

ダイニングキ yチン 2 2 

倉 嘩

3階 居 室 2 2 

4階 ダイニングキッチン

建
物
園
情
造

木造建物 I11 I 10 1 1 

防火精進 建物 I 16 I s I 4 

簡易耐火建物

耐火建物 I3 I 3 

そ の 他情造

表7 時間別死者発生状況

自傾以外 計A 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

の死者 時時 時時 時時 時時 時時 時時

高 小 計 30 4 1 2 3 1 4 

齢 男性 15 2 1 1 1 1 2 ．．．． ー・・．
者 女 性 15 2 1 2 2 

自鋼以外
計

18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 
の死者 時時 時時 時時 時時 時時 時時

高 小 計 15 1 2 2 2 3 1 1 3 

齢 男性 7 1 1 2 
ーーーー ・・ーー ・・ー・・

者 女 性 8 2 2 1 2 

② H皆の倉庫の窓から侵入して、トルエンを吸引

していた少年が、ライターを点火したところ、

トルエ ンに引火して急激に拡大したため、 2階

の共同住宅で就寝していた男性84歳が逃げ遅れ、

収容された病院で死亡した。

(6) マッチ

①仏壇のローソクに火をつけようと、痴呆性のあ

る女性77歳が、マッチをすったところ、誤って

着衣に着火し、気がイ寸いた家族によって消火さ

れたが、収容された病院で、死亡した。

②家族が外出中、半身不随の女性75歳が、喫煙の

ためマッチに火をつけたところ、誤って着衣に

着火し、自力消火できずに死亡した。

62 



’90予防時報161
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口 乳幼児・高齢者以外

女性

傷後後後後~

協務後後勿

~ その他

人間の機能は、青年期

を越すと徐々に衰退し、

高齢者の場合は、体力は

もとより情報認知上重要

な視力、聴力、日臭覚の衰

えが著しいといわれてお

り、健康であっても、お

のずから火災の対応は遅

れがちになる（図 3）。

厚生省人口問題研究所

の推計によると、全国で

昭和63年中の高齢人口、

13,733千人中、 一人暮ら

しの高齢者は1,387千人、

寝たきりの高齢者は 302

千人、痴呆性のある高齢

者は 659千人いるとされている。

このようななかで、世界ーの長寿国となった我

が国では、今後、高齢化が急速に進み、昭和63年

中高齢人口13,733千人、構成比11.2から、 12年後

の西暦2000年（平成 7年）には21,338千人に達し、

構成比16.3を占め、実に50%以上も増加すると見

込まれている。

これら火災を発生しやすい、また、火災が発生

した場合に、自力避難の閤難な高齢者も、高齢人

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 

~機能的著し〈
劣るもの

図乳幼児園高齢者

死

火傷死

c O中毒死

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 

年齢層別男女別死因状況

晴、

焼

凡例

図 2

高齢者の死因を、乳幼

児を除いた少 ・成・ 熟年

層と比較すると、とれら

の層では「焼死」が54.8

%、「火傷死」「CO中毒死」

が35.7%であるのに対し、

高齢者の場合は、「火傷

死」「CO中毒死」は10%

と少なく、「焼死」が76.7

%と非常に高くなってお

り、高齢者が火災に遭遇

し、悲惨な状況下で死に

至っていることがうかが

われる（図 2）。

おわりに4 

（警視庁運行管理者等一般講官i用テキス卜よリ ）

口増と同時に増加していくことは、容易に予想さ

れる。

高齢者問題については、各行政機関が対策を講

じており、東京消防庁においても、焼死者発生防

止の観点から各種対策を推進しているが、原点に

返って、家族・近隣のレベルから真剣に考えてい

く必要があると恩われる。

加齢と身体的・精神的機能図 3

さだお／東京消防庁予防部調査課課長）
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高層マンションの火災対策はこのままで‘いいか
スカイシティ南砂火災の教訓を生かすには

1 はじめに

私の住まいは、新宿区にある25階建てのマンシ

ョンの15階にある。我が家の窓には、新宿副都心

の超高層ビル街がいっぱいに広がっている。最近

では、東京新都庁舎が、いよいよその威容を現し

てきた。限を転じると、至る所に我が家と閉じよ

うな高層マンションが、まるでニョキニョキとい

う感じで建ち上がっている。

このような所に住み、このような景色を毎日眺

めていると、長く消防庁で消防行政に携わってき

た私のような者は、超高層ビルの火災対策が万全

かどうか、いささか気になってくる。特に高層マ

ンションについては、まさに自分のことでもある

だけに、切実感もひとしおである。

そんな折、昨年私の周辺で 2件の高層マンショ

ン火災が発生した。

1件は、まさに私のマンションの 8階で起きた

もので、火災自体は結果的に大したものではなか

64 

山越芳男

ったようだが、吹き抜けになっている中庭部分を

伝わって煙が25階まで充満し、一人でいた私の次

女は、避難路を絶たれ（たと思っ）て、慌ててバル

コニーの仕切り板を破り、バルコニー伝いに非常

階段まで脱出する騒ぎになった。

もう 1件は、例の「スカイシティ南砂」の火災で

ある。 この火災は、派手なテレビの実況中継など

により大きな話題になったが、これも結果的には

火元の住戸が燃えただけで（火元の方には気の毒

だが）、むしろマンションの防火区画の効果を改め

て再確認する結果となった。

このような結果となったためか、スカイシティ

南砂の火災は、しばらく散発的に報道されたあと、

マスコミの話題からも姿を消してしまった。わず

かに、一部の防災専門誌等で問題点の検討がなさ

れたに過ぎない。

あれから、世の中には、東欧の激変など踊分い

ろいろなことがあった。日本の常で、「スカイシテ

ィ南砂」のことも、はるか昔の出来事のような気さ



えするようになってしまった。普通の人は、もう

思い出すことさえしないかもしれない。しかし、

それでいいのだろうか。あのように長時間燃え続

けた火災を、「防火区画の効果がわかった」という

だけで、忘、れてしまっていいのだろうか。

私の住むマ ンシ ョンも、「スカイシティ南砂」も、

「防災には万全を尽くしたハイテクマンション」

という触れ込みであった。 しかし、いったん火災

が発生したら、結果はともかくとして、一時的に

は大混乱に陥った。防災設備は、と見回してみる

と、超高層ビルには当たり前になっているスプリ

ンクラーもついていない。 1戸何千万円、時には

1億円を超えるマンションとしては、しかも「防

災は万全」 とうたっているマンションとしては、

何ともバランスの惑い話ではないか。

このような観点から、本誌をお借りして、あれ

から私の考えていることを、防災専門誌における

専門家の意見なども参考にしながら述べることを

お許しいただきたいと思う。

2 偶発的とは雷いがたい

高層マンション火災

消防庁発表の火災統計によれば、我が国では毎

年約 6万件の火災が発生している。 うち建物火災

は約 3.5万件、居住用建物火災は約 2万件である

（この数字はこの20年ぐらいほとんど変化してい

ない。同期間に住戸の数は 1.5倍以上になってい

るから、その分防火対策は充実してきているとも

言えよう）。 他方、住宅統計調査では、全住宅戸数

は約 4,000万戸だから、 1万戸当たりの「出火率」

は年約 5件と推計される。

ところで近年、特に東京への一極集中、地価の

狂乱が建築物の高層化の傾向を著しく加速してい

る。昭和63年 3月末現在、高さ31m超 （ほぽ10階

超）の高層建築物は、全国で約12,500棟、居住用

にF艮っても幸句5,000扮Eである。

（社）日本高層住宅協会の調査によれば、 11階以

上の高層マンションは平均すると 1棟 100戸以上

の住戸を有しているので、仮に上述の「出火率」を

'90予防崎線161

単純に適用してみると、これら高層ビルで毎年 3

桁の火災 （もちろんボヤを含む）が起きても不思

議ではないこととなる （ちなみに東京都において

は、最近 9年間の31m超の高層マンションの火災

件数は、平均すると、 1年間に部分焼7件、ポヤ110

件、合計 117件となっている）。

このような数字だけからみても、今回の「スカ

イシティ南砂」の火災は、決して偶然とか不運と

かだけで片付けられるものではない。確率論的に

みて、今後も必ず発生するものと予測される（東

京都だけでも、この5年間で出火住戸から他の住戸

ヘ延焼したマンション火災は33件となっている）。

前述の約12,500棟という高層ビル数は、なんと

10年前に比べて 2倍以上、 15年前の 5倍近い数値

である。高層化が今後も一層進展すれば、高層ビ

ル火災もまたこれに比例して必然的に増加するこ

とを覚悟しでかからなければならない。

3 進む高層化、届かぬハシゴ車

現在、我が国の消防が使用しているはしご車は

約40m程度までであり、通常13階ぐらいまでしか

届かない。「スカイシティ南砂」の高さは87m、出

火場所も67m(24階）のフロアだった。はしご車が

届かないのは理の当然であり、消防の専門家から

みれば、ま ったくニュース価値のない事柄である。

ところが、翌25日付各紙の朝刊は、いずれも「は

しご車届かず」、「はしご車もお手あげ」といった

大文字の見出しが踊っている。消防からみれば、

「はしご車を使えない」高層ビルがあるのは常識

であるが、マスコミとしては「はしご車が届かな

かった」ことがよほどショックであったようであ

る。私はこの聞の認識（というよりも単純な事実

に関する知識）のギャップに大きな衝撃を受けざ

るを得zない。

高層ビルにははしご車が届かない部分があるか

らこそ、消防法で「連結送水管」の設置を義務づけ

るとともに、建築基準法で非常用エレベーターの

乗降ロビーを防火区画したり、避難階段に排煙設

備を有する附室を設けたり （特別避難階段）して、

65 



’90予防時観161

消防隊が内部から消防活動を行うための活動拠点

を設けているのである。

4 充分に使えなかった消防活動施設

「スカイシティ南砂」の火災では、出火住戸のド

アにストッパーをして開いたまま避難したため、

ここから火炎が猛烈な勢いで廊下に広がり、さら

に高層階ゆえの風圧により防火戸が半聞きの状態

になり、消防隊が進入して活動拠点とするはずの

特別避難階段の附室（非常用エレベーターの乗降

ロビーと兼用）に濃煙と熱気が充満した。このた

め、消防隊が現地に到着した時点では、ここに直

接進入できる状態ではなく、消火に手間取ったの

である。

5 聞こえなかった非常ベルと放送

「スカイ シティ南砂」には、全戸と廊下に火災発

生を知らせる非常館内用放送と非常べルが鳴るシ

ステムが導入されているが、多くの住人は「放送

もぺルも聞こえなかった」と訴えている。

火災が発生した時に、中にいる人にとって何よ

りも必要なのは正確な情報である。避難誘導の適

否が人間の生死を分けることは、過去の火災事例

煙感連動式甲種防火戸

図 1 「スカイシティ南砂J24階の消防用設備等の配置図
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が如実に物語っている。

今回の火災の場合、実態はどうだったか。

(1) 自動火災報知設備の警報（地区べル）は、大規

模な対象物ではパニックを防止する観点もあって、

出火階およびその直上階だけを優先して鳴動させ

るようになっている（本マンションでも同様にな

っているため、べルが鳴ったのは24階と25階だけ

だった）。

(2) 通常は地区べルの鳴動後、非常放送設備で全

戸に避難誘導の放送が実施される（本マンション

の場合、自火報が作動すると自動的に放送設備が

業務用から非常用に切り替わるが、防災センター

では、日頃使っている業務用で放送してしまった

ため、どこにも放送が流れなかった）。

(3）以上により、防災センターでは非常放送をし

たと言っているのに、多くの住人が非常べルも（24

階と25階の住人は別）放送も聞こえなかったと言

っている理由がわかる。

同じような情報伝達の問題は、実は私の住むマ

ンションで起きた火災の際にも発生している。私

のマンションでは、各住戸の住宅情報盤と防災セ

ンターとが相Eに通話できるようになっており、

日常の連絡に使用するだけでなく、 いざという時

には防災センタ ーから全住戸ヘ一斉連絡すること

もできるようになっている。火災が発生したので

防災センターの勤務員は、

当然のごとくこのシステ

ムを使って連絡したのだ

が、ここに落とし穴があ

った。

「いざという時一斉連

絡できる」と言ってはい

ても、このシステムは、

非常放送設備仕様になっ

ていなかったのである。

非常放送設備仕様という

のは、火災になっても使

えるように、耐熱配線や

非常電源等により、シス

テムの一部が火災でやら



れても他の部分に放送できるようにしておくこと

である。この仕様になっていなかったため、火災

になった部屋の住宅情報盤が焼けてショ ー トする

と、途端にシステムダウンして、一斉連絡できな

くなってしまったのである。何のことはない、「い

ざという時」の中に「火災」は入っていなかったと

いうことである。

このことを知らなかった勤務員は、全館に火災

を知らせたと思い込み、その後の避難誘導は7階か

ら9階までしかしなかった。このために生じた高

層階の混乱についてはすでに述べたとおりである。

この二つの事例をみても、①火災になった時の

ことを充分に考えていないシステム設計、②その

ことをよく知らず、非常放送したと思い込んだ防

災センタ一、③それなのに「ハイテクを用いた万

全の防災システムを装備している」といううたい

文句、という共通の図式が浮かび上がってくる。

これらは、「フェイルセイフ」などという言葉を

持ち出す以前の、初歩的なことではないだろうか。

「万全の防災システム」という言葉を信じていた

居住者としては、裏切られた気持ちになってもお

かしくはないだろう。

6 今の高層マンションの死角は何か

以上、「スカイ シティ南砂」火災の事例を中心と

して見てきたが、今回の火災では問題とならなか

ったこと も含めて、現在建てられている高層マン

ションの火災対策の問題点を整理してみよう。

1) 防火戸の構造について

「スカイシティ南砂」の火災で、特別避難階段の

附室部分に猛煙熱気が流入してしまったことが、

消防隊の活動を極めて困難にしたことはすでに述

べた。その理由は二つある。一つは、出火住戸の

玄関ドアをストッパーで開け放したまま避難した

ことであり、もう一つは、高層階の強い風にあお

られたためもあり、附室を形成する防火戸が半聞

きの状態になったことである。

前者については、せっかくドアクローザーが付

いているのに、ドアに市販のストッパーを取り付
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けてしまったことを問題にする向きもあろうが、

私の意見は違う。

このマンションに限らず「超高層マンション」

では、従来の中高層マンションと異なり、中廊下

型のものが多くなってきている。このタイプのも

のは、通風を取りにくいため、エアコンで温度調

節を行うよう設計されており、防災上の配慮もあ

って、中廊下に面する開口部はドアしかない場合

が多いが、居住者の住み方をみていると、この中

廊下に面するドアを、まさにス トッパーによ って

開放して通風を取っている例が多いのである。

設計者の意図に反した古い住み方をしている、

と言ったらいいだろう か。このような住み方を噸

笑ったり禁止したりすることはたやすいが、なく

なりはしない。何しろ日本人は、このような密閉

性の高い「いえ」に住んだ経験をほとんど持ってい

ないのだから。

どうすればいいのだろうか。そのための王道は、

「高層マンションであっても、多くの居住者は通

風によって夏季の温度調節を行いたがっている」

ということを前提として、無理なく通風がとれる

設計をすることである。それが難しいというのな

ら、「中廊下に面するドアであっても、開けっ放し

にして使いたい」というニーズがあることを見込

んでドアクローザーの機構を設計することである。

たとえば、ストッパーをイ寸けなくてもワンタッチ

で開放状態を保てるようにする代わり、火災が発

生したら熱や震を感知して自動的に閉まる、とい

うようなタイプのものにするのである。こうすれ

ば「スカイシティ南砂」の場合でも、ドアは閉鎖さ

れたに違いない。

後者については、「風で聞いてしまう防火戸」と

いうのも困りものであるが、あまりパネが強いと

子供の力で聞かなくてかえって問題になりそうだ

し、ラッチをつけると、逆上した避難者が開けら

れなくて問題になるかもしれない。

防火戸の面積が小さいものには、一定以上の風

圧力に抗して閉鎖すると共に一定以上のカがかか

れば開放するような基準を決め、一方、面積の大

きい防火戸については、外国でよく使われている
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パニックドア（避難者がドアにつけられたパーに

寄り掛かるとラッチがはずれて聞くドア）を日本

でも採用するよう本気で考えることなどが、一つ

の答えだろう。

2) 特別避雄階段の附宣と非常用エレベーター乗

降ロビーの策用について

建築基準法で高層ビルに義務付けられている特

別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロ

ビーとは、経済的な理由で兼用して設けられるこ

とが多いが、「スカイシティ南f沙」の火災で見られ

るように、一つの破綻で両方とも使えなくなるな

ど、極めて問題が多い。建築基準法で高層ビルに

この両方を要求しているのは、本来、ミの両方を

「兼用しでもよい」という趣旨ではないのではな

かろうか。

兼用をやめると、面積的にも、排煙設備の二重

設置が必要になるなどの設備面でも、コスト的に

極めて不利になるので慎重に考えるべきなのはわ

からないではないが、少なくともその部分がやら

れたら、もうその階や上の階に行けなくなるよう

なタイプのものだけでも、兼用の禁止を求める方

向で検討すべきと考える。

3) バルコニーの有効性について

「スカイシティ南砂」火災の実況中継を見た人が
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一様に感じたのは、高層マンションにおけるバル

コニーの防災効果の大きさではなかろうか。あれ

だけの火炎が出ているのに上階に延焼しなかった

のは、バルコニーがマンションの全周に巡らされ

ていたためだ、と多くの人が感じたに違いない。

また、避難ルートとしても消防隊が救助に向かう

までの一時避難の場所としても、極めて有効だと

いうことも実証された。

この有用な高層マンションのバルコニーを、建

設関係者は「できればつけたくなしりと考えてい

ると聞いたことがある。事実とすれば、とんでも

ないことである。 日本のこれまでの中高層マ ンシ，

ヨンでは、居住者がバルコニーをさまざまに利用

するため、バルコニーのないマン ションなどほと

んど考えられなかったが、超高層マンションにな

ると、風が強いためバルコニーを利用しづらくな

り、居住者のバルコニーに対するニーズが少なく

なるというのである。

ニーズが少なくなると、もともと工程的にもデ

ザイン的にも建設コストの面からも、できればバ

ルコニーなどつけたくないと考えている建設関係

者がいれば、バルコニーのない超高層マ ンション

を「最新のハイテクデザイン」などと言って売り

出すかもしれない。もしそのような兆候が見られ

るならば、行政当局は、超高層マンションにバル

コニーをつけるべきこと、できれば全周パルゴニ

ーを巡らして避難階段に直結すべきこと、などを

制度的に担保することを検討すべきであろう。



4) 乾式工法の問題点について

「スカイシティ南砂」の火災で特筆すべきことの

一つに、あれだけの火があれだけ燃え続けながら、

隣の住戸や上階に延焼しなかったことが挙げられ

ている。

確かにそのとおりだが、最近の超高層マ ンシ ョ

ンのっくり方を調べてみると、「防火区画の効果が

立証された」などと安心してばかりはいられない。

普通のマンションでは、床や壁を現場打ちのコ

ンクリートでつくっていく工法がいまだに主流の

ようだが、超高層マンションになると、超高層の

事務所ビルなどと同様に、鉄骨で柱や梁をつくり、

床はともかく壁については、戸境壁も含めてプレ

キャストコ ンク リート板や石膏ボードなどを張り

付けたりつなぎ合わせたりしてつくる（ 「乾式工

法」という ）ことが多くなっているらしい （「スカイ

シテ ィ南砂」もこのタイプ）。

このような工法では、施工精度が悪ければ当然

すさまだらけの建物になりやすいし、防火区画に

なるべき部分にすきまが多ければ、火災の際に延

焼したり煙が拡大したりして、大事に至ることも

あろう。一概に乾式工法が悪いと言 う気はないが、

たまたま大手の建設会社が施工した「スカイシテ

ィ南砂」の例だけで、防火区画のみに頼った防災

対策で充分だと思っていると、特に超高層マ ンシ

ョンについては、恩わぬ弱点が現れてこないとも

限らないと思う。

この他にも、配管の埋め戻しが不完全であるな

ど、防火区画が突破される要因は数多いと聞く。

居住者としては、これらの点の点検・改善のシス

テムが早急に整備されることを望みたい。

5) スプリンクラーの股置について

普通の超高層ビルの場合は、スプリンクラーを

設置することが消防法で義務付けられているが、

同じ超高層ビルでもマンションの場合は、スプリ

ンクラ ーカ刈寸いていないことカf多い。 こオ1は、 t肖

防法の施行規則に、「火災が発生しでも防火区画等

により一定の面積（普通 100m＇）に封じ込めること

ができるならスプリンクラーの設置が免除される」

という規定があるためである。
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この規定はマンション以外の超高層ビルにも適

用されるが、普通の超高層ビルは、倉庫部分など

防火区画しやすい部屋にはこの規定を適用してス

プリンクラーヘッドを設けないこともあるが、そ

れ以外の大部分の部屋にはスプリンクラーが設置

されている。

一方、マンションの場合は 1住戸単位に防火区

画しやすいため、この規定を機械的に適用すると

各住戸それぞれにスプリンクラーが免除され、結

果的にマンション全体にスプリンクラーが設置さ

れないことになってしまうのである。

従来の中高層マンションのように各住戸の出入

り口がそれぞれ外気に開放された廊下や階段に直

接面していれば、避難や消防活動の面からみて安

全性が高いと考えられるため、このように全面的

にスプリ ンクラーが免除されることも理解できる。

しかし、最近の超高層マンションにみられるよ

うに、出入り口が中廊下等にしか面していない場

合には、初期消火に失敗すると、たとえ住戸聞の

防火区画がある程度しっかりしていても、避難も

消防活動も極めて困難になることがあり得るので、

スプリンクラーを全面的に免除することには問題

があるのではないか。「スカイシティ南砂」の火災

は、このことを端的に証明したと言えるだろう。

建設関係者に尋ねると、マンションにスプリン

クラーを設置したくない理由は、①建設コストが

高くなる、②定期点検等のメンテナンスが大変で

ある、③誤作動をしたりものをぶつけたりして、

火災でないのに水が出るのがこわい、などという

ことらしい。

しかし、超高層マンションともなれば 1戸 1億

円を超える御時勢で、さまざまなハイテク設備も

設置されている。スプリンクラーについてだけ、

費用がどうの、メンテナンスがどうのという発想

は古いのではないか。また、アメリカでは住宅用

の手軽なスプリンクラーの普及が進んでいるとい

うことだし、日本でも同様のものが開発されたと

もいう。建設コストもメンテナンスコストも比較

的安価な住宅用スプリンクラーを本気で考えれば、

問題は意外に少ないのではないか。
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誤作動については確かに心配な点だが、「予作

動式」などという誤作動防止性能の高い方式にす

るとか、ヘッドを保護しでものがぶつからないよ

うにするとかいった技術的な解決方法もあろうし、

水損保険という手もあるだろう。要は、「スプリ ン

クラーをできるだけ付けないですます」という従

来の発想から抜け出てみることである。

超高層マンション居住者として、またスプリン

クラーの絶大な威力を知る者として言わせてもら

えば、そのような検討を経て設置されたスプリ ン

クラーは大賛成である。また、そうしてこそ初め

て「防災ハイテクマンション」を名乗る資格があ

るのではあるまいか。

超高層マンションの実態を踏まえて、行政面か

らも建設する側からも、避難や消防活動が困難な

中廊下型の高層マ ンシ ョンにはスプリ ンクラーを

設置するようにすることについて検討してみる必

要があると思う。

スプリンクラーの水損に関連してついでに言わ

せてもらえば、マ ンシ ョンも、もう各階ごとに床

防水を行う時期にきているのではないか。ハイ テ

クをうたい文句にするマンションに住んでいなが

ら、バケツの水をこぼすことにビクビクするよう

な生活を強いられるのは、おかしいと恩う。

6) 防災センター要員の資格制度について

超高層マンションに限らず、最近の大規模なビ

ルには、数々のハイテク防災設備と言われるもの

が設置されている。これらの設備は「防災センタ

ー」でコントロールされることになっているが、

実際に火災が起きると、私のマンションでも「ス

カイ シティ南砂」でも、防災センター勤務員の活

動状況は、決して満足いくものだったとは言えな

いようである。非常放送の件ーっとってみても、

むしろ防災設備に対する初歩的な知識が充分ない

のではないかとすら思えるのである。

超高層ビル、インテリジェントビル、大規模複

合用途ビル等々、ますますハイテク防災設備の比

重が高まり、機能も活用も複雑な機器が増加しつ

つあることを考えると、知識や技能が充分でない

人たちが防災センターに勤務していることは、危
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険ですらある。このような人たちに対する資格制

度や講習制度の充実が必要な時期になっているの

ではあるまいか。

いずれにせよ、すでに述べたように高層マン シ

ョン火災の反省点はソフト面も極めて多い。した

がって、一定規模以上の高層マ ンションについて

は防災センターの設置を義務付けるべきだと思う。

その上で、「情報伝達」というソフト面で最も重要

な機能を碓実に発揮させるため、耐熱電線、非常

電源等を備えた非常放送設備を完備させるべきと

考える。

7 冷静で息の畏い検討と

安全対策の着実な実施を

以上、「スカイ シティ南砂」火災およびこれに関

連して論議すべき高層火災の問題点について、筆

者なりに論点を整理したつもりである。火災事故

は、発生直後はホットな論議が行われるが、その

後の冷静なフォローに欠けるところがないではな

い。「スカイシティ南砂」火災を教訓に、これを風

化させることなく、冷静で息の長い検討を続け、

安全対策を着実に実施していくべきだと考える。

サラリーマ ンが一生真面白に働いても家が持て

なくなったと言われてから久しい。最近は日米構

造協議の場においてさえ、日本の高地価問題がと

り上げられる時代となってしまった。今後土地の

高度利用はさらに進み、従来のテンポをはるかに

上回って高層ビルが増加するに違いない。

人間生活にと って最も基本的な事柄は「安全」で

ある。 しかし、快適さ、効率性、豪華さなどには

多額の費用を投入するのに、「安全」のためには、

建築・消防法令の最低基準を守ればいいという風

潮があるのは残念なことだ。防災のためには金を

借しまない安全性がセールスポイントになる世の

中になって欲しいものである。

いずれにせよ、本稿が高層ビルの火災安全対策

の推進にいささかでも寄与するところがあれば、

私にとって望外の幸せである。

（やまこし よしお／元消防庁次長）
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免震構法の実用化と有効性

藤田隆史

を備えたものでなければならない。①は地震動特

有の大きな変位を吸収するための機能、②は建物

をゆっくりと振動させるとともに、地震終了後に

は免震建物を元の位置に戻すための機能、③は建

物と地面との聞の過大な相対変位を抑制し、また、

地震が終われば免震建物の揺れもすぐにおさまる

ようにするための機能である。

建物のような重量構造物の場合、特に①の機能

は実現困難とされていた。 しかし、薄いゴム板と

鉄板を交互に積層した積層ゴムを用いると、建物

に対しても、①の機能と同時に②の機能も実現し

得ることがわかり、これを用いた免震構法の実用

化が始まった。

実際の免震装置は、この積層ゴムと、上述の③

の機能を果たすエネルギー吸収装置の組み合わせ

から成っている。

I) 積層ゴム

今日の免震構法実用化のキーテクノロジーが、

高い信頼性を有する積層ゴムの開発にあったこと

は万人の認めるところである。筆者は、 10年ほど

前から、某ゴムメーカーと共同で積層ゴムの開発

まえカずき

5、6年ほど前から、積層ゴムを用いた免震構法

の研究・開発・実用化が建築の分野でブームとな

り、新聞 ・テレビなどのマスコミでしばしば採り

上げられたが、最近では、マスコミをにぎわすこ

とも少なくなっている。 しかし、実用化の方は着

実に進んでおり 、上述の事実は、逆に、免震構法

が目新しいものではなくなり、定着しつつあるこ

とを示している。

免震構法は、建物を積層ゴムなどで支持するこ

とにより、地震動の影響を柳に風と受け流し、地

面が揺れても建物はあまり揺れないようにする構

法である。正確にいえば、ゆっくりとした揺れは

残るが、建物およびその内部に加わるカを大幅に

低減する。すなわち、免震構法は建物だけでなく

建物内部をも地震から保護することができ、この

点が、従来の耐震構法にはなかった最大の特長で

ある（図 1）。したがって、その用途は非常に広く、

現在でもすでに木造住宅から原子力発電所までの

広範囲な建物への応用が考えられている。
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免震情造と従来の耐震構造の違い

従来纏造による建物
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免震構法の概要

一般に、免震構法を実現する免震装置は、次の

三つの基本的な機能、

① 建物を支持しながら水平方向に数十cmの距

離を移動もしくは変形できる機能

② 弱い復元力を与える機能

③ 振動エネルギーを吸収する機能

2 
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研究に着手し1),2）、この研究に基づく積層ゴムが、

現在までに建設された免震建物の数多くに採用さ

れている。

写真 1は、筆者の研究室で行った50t用積層ゴ

ムの静的加カ実験の様子を示したものである 2~ こ

の実験では、 2個の積層ゴムを積み重ね、鉛直荷

重を載荷しながら水平方向にせん断変形を与えて

おり、 2個の積層ゴムの上面と下面の平行だけは

実験装置によって確保されている。

写真 1は、鉛直荷重1960kN(200tf)、水平変位

29.4cmを与えた時のもので、積層ゴム直径の約3/4

に相当する水平変位と定格の 4倍の鉛直荷重に対

して支持能力を保持しており、しかも、この状態

から元に戻る復元力も保持していることが確かめ

られた。

このような変形を可能にしている積層ゴムの秘

密は、次の理由によるものである。

普通のゴム円柱では、圧縮すると、すぐにたる

形に変形してしまうため、大きな鉛直荷重は支持

できない。 しかし、積層ゴムの円柱では、上下面

と平行に何層にも挿入された鉄板がゴムの側方へ

の張り出しを拘束するため、鉛直方向には（ゴム

とは思えないほど）非常に硬くなる。一方、積層

ゴム円柱が水平方向にせん断変形する場合、上下

面と平行に挿入した鉄板はゴムのせん断変形に対

し、何の拘束にもならないため、ゴム本来の柔ら

かさを保つことができる。また、せん断変形して

いる積層ゴムは、もっぱら上下面の重なりの部分

で鉛直荷重を支持している。 したがって、直径の

大きい大荷重用の積層ゴムほど、許容し得る水平

変位量を大きくすることができる。

このように、積層ゴムは鉛直方向に非常に硬く、

水平方向に軟らかい特性を持ち（鉛直剛性を水平

剛性の1,600倍程度までに硬くし得る）、鉛直荷重

を支持したまま水平に大きく変形することができ

7ランヂ

インサート ・プレート

図2 彼宮ゴムを有する積層ゴム
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る。建物の免震を可能にしているのは、このため

である。

免震用積層ゴムは、長期間にわたって建物を支

持するものであるから、その耐久性は非常に重要

である。積層ゴムのゴム材料には、対クリープ性

に優れた天然ゴム系の材料が用いられる。天然ゴ

ム系積層ゴムは橋梁の支承として長年の実績を持

つものであり、耐久性には問題がないとされてい

る。 しかし、天然ゴムはオゾンや紫外線、厳素な

どに対する対候性にやや劣る欠点がある。

そのため、筆者と共同研究したゴムメーカーで

は、図 2に示すように、直接外気やオゾンの影響

を受ける外側の部分に、特殊配合により対候性を

高めた合成ゴムを被覆ゴムとして用い、内部の天

然ゴム系積層ゴムと一体で製作する方法を採用し

ている。同社は一般建物用には60年間の耐久性を

保証している。

2) エネルギー吸収装置

免震装置のもう一つの重要な要素は、振動エネ

ルギー吸収機能を果たすダンパーであり、免震建

物と地面との聞の過大な相対変位を抑制するため

に不可欠な要素である。

積層ゴムにダンパーを組み合わせる方法には、

大別して 2通りの方法がある。

その一つは、積層ゴムとは独立に、別置きのダ

ンパーを用いる方法で、これには、鋼棒の塑性変

形によるエネルギー吸収を利用した弾塑性ダンパ

一、摩擦によるエネルギー吸収を利用した摩擦ダ

ンパ一、粘度の非常に高い粘性体を用いた粘性ダ

ンパ一、通常のオイルダンパーなどが用いられる。

もう一つの方法は、積層ゴムとダンパーを一体



化する方法で、これには、積層ゴムの中心に鉛の

円柱を埋め込んだ鉛プラグ内蔵型積層ゴムと、ゴ

ム自体のエネルギー吸収能力を高めた高減衰積層

ゴムがある。

いずれの方法、タイプにも一長一短があるが、

免震性能上に大差はない幻，へ

免震建物が実用化された当初は、ダンパ一一体

型の積層ゴムの開発が充分にはなされていなかっ

たこともあって、通常の積層ゴムと別置きダンパ

ーを組み合わせた免震装置を用いることが多かっ

た。 しかし、最近では、鉛プラグ内蔵型積層ゴム

や高減衰積層ゴムなどのダンパ一一体型移層ゴム

を用いた免震建物が増加している。ダンパ一一体

型積層ゴムの方が経済的なメリットが大きいため、

より合理的な免震装置ということができょう。 し

たがって、今後は、ダンパ一一体型積層ゴムが免

震装置の主流になっていくものと思われる。

3 種々の免震構法

上に述べた積層ゴムとダンパーの組み合わせ方

法の違いの他に、積層ゴムにも通常のものとは異

なる形状の積層ゴムが開発・ 実用化されており、

免震構法も多様性を増している。

1) 低減衰積層ゴムと別置8ダンパーを用いた免

震構法

建設会社がそれぞれの免震構法に独自性を出す

ため、種々の別置きダンパーを開発しており、 ダ
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ンパーの違いが各建設会社の免震構法を特徴づけ

る結果になっている。

写真 2は、某建設会社の鋼棒ダンパー （弾塑性

ダンパー）を用いた免震構法である。鋼棒ダンパ

ーには、この他にも形状の異なるダンパーが幾っ

か開発されている。

2) 鉛プラグ内蔵型積層ゴムを用いた免震構法

写真 3は、鉛プラグ内蔵型積層ゴムのカッ トモ

デルである。 この鉛入り積層ゴムはニュージーラ

ンドで開発・実用化されたものであるが、我が国

では某支え訟メーカーが製造・販売を行っており、

実施例も増えてきている。

3) 高減衰積層ゴムを用いた免震構法

ゴム自体のエネルギー吸収能力を高めた高減衰

積層ゴムは、アメリカで最初に実用化されたが、

一般に、高減衰積層ゴムは耐クリ ープ性の点でや

や問題があるとされていた。我が国では、この欠

点をほぼ克服した高減衰積層ゴムが某ゴムメーカ

ーによって開発され、特性の解明も進み引，10）、実

用化も増えてきている。写真4は、高減衰積層ゴ

ムを用いた免震構法の実施例である。

4) 軟らかい鉛直剛性を有する積層ゴムを用いた

免震・除振構法

この構法は、某建設会社が開発 ・実用化してい

るもので、写真 5に示すような、意図的に積層数

を少なくした、低い鉛直剛性を持つ積層ゴム （鉛

直に5Hz、水平に0.5Hzとなる剛性）を用いて、

免震だけでなく 、除振（常時の交通振動等の低減）

低減衰積層ゴムと量闘機タンパーを用いた免震構法写真3 鉛プラグ内蔵型積層ゴム の機能も持たせた構法で

ある。ただし、このまま

では、建物の形状によっ

ては地震時に大きなロッ

キング振動を起こす可能

性があるため、ロ ッキン

グ抑制のためのバッファ

をイ井用している。

iii減衰積層ゴムを用いた免震情法 写真5低鉛直剛性積層ゴムを用いた免震・除振構法

5) 多段積層ゴムを用い

た免震構法

多段積層ゴムを用いた免震情法
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多段積層ゴムは、各段4個の積層ゴムを安定板

を介して多段に積み重ねた構造の積層ゴムであり、

筆者が某ゴムメーカーと共同で開発したものであ

る11）。この多段積層ゴムは、軽量構造物の免震を

実現するため、また、重量構造物のより長周期な

表 l 免震建物と免震装置の一覧表（平成元年 7月現在）（その I)

評 評定 竣工 設 計 者

定
物 件 名

番
号 年月 年月 施 工 者

I ’82.11 ’83 3 八千代古免震住宅 東京建築研究所

2 ’85. ll ’86.6 奥村組筑波研究所 東京建築研究所

管理棟 奥村組

3 ’86. I ’86.9 大林組技術研究所 大林組

61実験棟 II 

4 ’86. 4 '87.2 オイレス工業 住友撞築・安井建築設計

藤沢事業所TC機 事務所

住友建訟

5 ’86. 4 ’87 .3 船樋竹友寮 竹中工務店

，， 

6/ ’86. 5 ’86. 7 鹿島建設研究所 鹿島建訟

30 西調布音響実験練 " 
I/ ’86. 7 '87.12 大破キリシタン資料館 東京建築研究所

7 白石建設

8 ’86.12 ’87.12 ダラムプレイス 東京建築研究所

奥村組

9 ’87. 2 ’88.4 渋谷清水第一ピル 大枠組

，， 

10 ’87. 2 ’87 .6 フジタ工業技術研究所 フジタ工業

第6実験機 ，， 

11 ’87. 6 ’88.3 無機材研無撮動機 建訟宙・大林組

大林組

12 '87. 6 ’88.3 清水建設土浦官業所 清水建設

，， 

13 '87. 7 ’88-6 大成建設技術研究所 大成建股

J棟 II 

14 '87 7 '88.6 庚申塚第3ハイツ 奥村組

II 

15 ’87.12 ’88.2 虎ノ門三丁目 ピル 清水建殴

清水建股・大林組

16 ’＇88 2 ’89 9 ｛仮称｝南鐙谷 住友建股

マンション " 
17 ’88. 2 ’89.3 熊谷道路一之江寮 熊谷組

，， 

18 ’88. 6 '8 ((ii称） 14F PR 東京建築研究所

免震構造建物

19 ’88 6 ’88 7 竹中伎術研究所 竹中工務店

クリーンルーム棟 ，， 
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免震を実現するために用いられる。

写真6は、某建設会社が実用化した多段積層ゴ

ムを用いた免震構法で、4秒の水平固有周期が実

現されている （一般に長周期化によ って免震性能

は向上する）。

建物町慨要 積層 プム

免震装置 サイズX数量
延面積

梅造 階数 （直径）
（げ）

RC +2 114 積層ゴム φ草田× 6基

+P C摩嬢板

RC +4 1,330 楠層ゴム φE泊×25基

＋鋼材ダンパ

RC +5 1,624 積層ゴム φ740×14基

一l ＋鋼材ダンパー

RC +5 4, 765 鉛入り械層ゴム φ650Xl l基

φ700×10基

φ750×5基

φ以）（）X9基

RC +3 I,日O 機層ゴム φ670X 8基

＋粘性ダンパ φ700X 8基

RC +2 656 情層ゴム φ760X 10基

＋鋼材ダンベー φ980X 8基

RC +2 294 積層ゴム φ435X 12基

＋鋼材ダンパー

RC +4 682 楠層ゴム φ500×12基

＋鋼材ダンパー

RC +5 3,385 積層ゴム φ620×8基

一l ＋鋼材ダンパ φ740X 12基

RC +3 307 鉛入り摘層ゴム φ450×4基

RC + l 616 4高層ゴム φ420×32基

＋鋼材ダンパー

RC +4 637 鉛入り横層ゴム φ450×6基

φ日泊× 6基

φ550X 2基

RC +4 l.173 すベリ支承

一l +c Rブロ ソク

RC +3 476 積層ゴム ¢ 500×10基

＋鋼材ダンパー

SRC +8 3.360 繍層ゴム φ880×5基

＋鋼材ダンパー φ時ox4基

φ1030×3基

RC +JO 3.534 鉛入り積層ゴム φ906×16基

RC +3 771 積層ゴム φ550X 12基

＋鋼材ダン パー

RC +14 16.395 積層ゴム

＋鋼材ダンパー

RC +2 406 械層ゴム 90tonl!I X 4基

＋帖性ダンパー (JJH'!I 

150t叩用×2基

( JJ!l:守＇l)



6) 高減衰積層ゴムあるいは鉛プラグ内蔵型積層

ゴムを用いた木造住宅用免震構法

積層ゴムを用いた免震構法は、積層ゴムの変位

吸収能力の点で、むしろ軽量構造物の方が実現困

難であった。そのため、木造住宅の免震構法の開

表 l免震建物と免震装置の一覧表（平成元年 7月現在）（その 2)

評
評定 域工 設 計 者

定
物 件 名

番

号
年月 年 月 施 エ 者

20 ’88. 6 官9.4 日本原子力発電所 大lit建設

熱川保養所プ ル僚 II 

21 '88. 6 ’89. 3 ,I、Illマンション 熊谷組

” 

22 '88. 6 ’89 8 浅野ピル 住友建設

，， 

23 ’88. 8 '89.12 楠閏ピル 間組

" 

24 明 12 '89.12 市川免震住宅 鴻地組

" 
25 '88.12 ’90. 3 東北電力 東日本工業（除）

（干定） IJ!l 2司E’Eセンター 清水建設

26 ’総12 ’89. 4 相4草原機材セ ンター 東急建設

事務所様 ，， 

27 '88.12 '90. 3 東京都老人福祉センター 久米建築事務所

（干定） 大林組

28 '89. 2 官9.5 rM-300」 三井ホム

オイレス工業保養所 II 

29 '89. 2 '90 4 ハーベストヒルズ 奥村組

（干定） II 

31 '89. 4 東伸24大森ピル 鹿島建訟

，， 

32 ’89. 4 長谷エコーポレーション 長谷工コーポレーンヨン

住宅性能試験後 東京建築研究所

33 ’89. 4 南大塚 2丁目共同ビル 住友建設

II 

34 ’89. 4 ’89. 8 風洞実験練 飛島建訟

，， 

'89 5 前田建設社員施訟 前田建設工業

，， 

'89. 6 c P福住ビル 日建設計

’89. 7 東部ガス 大成建霞

四日市工場管理機 ’F 

'89. 7 戸田建殴津田沼寮 戸田建訟

II 
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発は遅れていたが、筆者は、某住宅メーカーおよ

び免震装置メーカーと共同で、木造住宅免震用積

層ゴム （多段型高減衰積層ゴム、円筒型高減衰積

層ゴムおよびパックア ップリングを有する鉛入り

積層ゴム）と、それを用いた免震住宅を開発した12).!3)0 

建物 の 慨要 繍曙ゴム

免震装置 サイ ズ×数量
延面積

情造 階数
（附）

（直径）

RC +I 141 すべり支承

+c Rブロyク

RC +4 I 187 高減表情層ゴム φ600X 2基

φ650×4基

φ790X 8基

RC +7 3 256 鉛入り積層ゴム 。猷泊×4基

φ恒）（）X6基

RC +4 I 048 高減衰積層ゴム φ700X z基

~ 920×5基

¢1010X l基

RC +2 149 機層ゴム φ435×5基

＋鋼材ダンパ

RC +6 10,032 高減衰積層ゴム ¢ 900×16基

¢JC削×18基

φ1180×6基

RC +3 256 高減衰繍層ゴム φ540×6基

RC +2 l, 113 積層ゴム φ1050×B基

-1 ＋鋼材ダンパー φllOO×3基

φ12(泊× 9基

w +2 310 鉛入り積層ゴム φ185×7基

φ210×3基

RC +6 2,066 積層ゴム

＋鋼材ダンパー

RC +9 7,574 積層ゴム φ860×5基

-I ＋鋼材ダノパー φ960×l基

φ1040×2基

φ1290×6基

¢1350×5基

RC +3 曲 l 積層ゴム φ500×14基

＋鋼材ダンパ

RC +12 5,963 鉛入り積層ゴム φ1000×10基

-1 φ1200×3基

RC +3 師3 塑性ゴム入り φ640X 4基

高減衰積層ゴム φ760×4基

鉛入リ積層ゴム

高減衰械層ゴム

RC +3 256 械膚ゴム

＋鋼材ダンパー

RC +2 1,113 すべり支承

一l +C Rプロyク

RC 積層ゴム φ420X 6基

＋鋼材ダンパー φ520X Z基
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写 真7は、同住宅メーカーによって実用化され

た、パックアップリングを有する鉛入り積層ゴム

を用いた木造免震住宅である。

4 免震構法実用化の現状

免震構法が本格的に実用化され出したのは4、5

年ほど前からであるが、すでに40棟近くの免震建

物が建設され、実用化のスピードは年々増してい

る。現在までに建設された（建設中を含む）免震建

物と、それに用いられた免震装置の一覧表を表 1

に示す。

初期の免震建物は、ほとんどが当該建設会社や

免震装置メーカ一所有の建物であり、研究とデモ

ンストレーションのために建設されたものであっ

た。しかし、一般施主の建てる免震建物が徐々に

増えてきており、免震構法もいよいよ実周期に入

った感がある。

免震建物の最大の特長は、前述のとおり、建物

だけでなく、建物内部をも地震災害から効果的に

保護し得る点にある。この特長を生かした最適な

用途として、次のような建物や施設が考えられる。

① 大地震時に建物の機能を維持する必要性の高

い建物・施設：

たとえば、病院、銀行、放送局、電話局、コン

ビュータ ・センタ一、インテリジェントピルなど

② 貴重品を収納している建物 ：

たとえば、美術館、博物館、記念館、伝統的建

物など

③ 精密機器を収納している生産施設：

たとえば、半導体工場、超精密機器工場、無人

化工場、バイオテクノロジーや先端材料の研究

戸斤など

④ 高度な安全牲を要求される産業施設：

たとえば、原子力施設など

現在までの実用化では、上記の用途が優先して

いるとは必ずしも言えないが、今後は、上記の用

写真7 パックアップリングを有する鉛入り積層コ．ムを用いた

木造免震住宅

途に免震締法が数多く採用されて行くものと思わ

れる。

5 免震構法の有効性

これまでに建設された免震建物の大部分で地震

応答観iQIJが実施されており、すでに相当量の観測

データが得られている。 しかし、幸か不幸か、大

地震の観測記録はない。

昭和62年 12月17日に発生した千葉県東方沖の地

震は、首都圏を襲った近年の地震の中ては最大の

ものであった。 この時、幾つかの免震建物で応答

観測記録が取られたが、ここでは、震源に最も近

かった千葉県船橋市の免震建物（写真8）の記録14)

を紹介する。この建物は、低減衰積層ゴムと粘性

ダンパーを用いた免震建物である。

図 3において、 FW（建物長辺）方向では、 86.3

cm/s2の入力加速度が 1階で22.4cm/s2に、屋上階

で23.3cm/s2に低減しており、 Ns （建物短辺）方向

でも、 64.4cm/s2の入力加速度が 1階で27.Ocm/s2 

に、屋上で23.lcm/s2に低減している。

通常の非免震建物では、屋上階の応答加速度は

入力加速度の約 3倍になることを考え併せると、

非常に良好な免震効果の得られていることがわか

る。 また、 1階と屋上階の応答加速度は同程度であ

り、免震建物は剛体運動をしていることもわかる。
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図3 免震建物の地震応答記録（昭和62年12月17日千葉県東方
沖地震）
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免震建物の有効性を実地震観測記録で実証でき

るのは、現在のところ、 上述の記録程度の地震に

対してだけである。 しかし、実地震に対する免震

建物の応答が解析結果とよく一致することは数多

くの例で示されており、設計解析の信頼性を高め

る結果が得られている。

なお、鋼棒ダンパーや鉛入り積層ゴムを用いた

免震構法は、その特性のために、中小地震に対し

ては、粘性ダンパーや高減衰積層ゴムを用いた免

震構法ほどの免震効果は得られないが、入力加速

度200-300cm/s2の大地震に対しては同等の免震

効果が得られるように設計されている。

6 あとがき一免震構法の近未来展望

以上に述べたように、一般建物に対して実用段

階に達した免震構法も、原子力プラントへ適用す

るためには、より高い信頼性を獲得するための広

範な研究が必要となる。 そのため、現在、高速増

殖炉プラント や軽水炉プラントを対象とした免震

構法導入のための研究プロ ジェク卜が幾つか進行

中である。

昭和62年度より、通産省資源エネルギー庁委託

による高速増殖炉プラント免震システムの研究プ

ロジェク トが、 （財 ）電力中央研究所を中心として

進められている。

写真9は、この研究プロジェクトで試験されて

いる原子力プラント免震用積層ゴムの実大供試体

（直 径l.6m、定格荷重500tonf、水平0.5Hz／鉛直

20Hzとなる剛性、破断変位1m） であり、写真10

は、この試験のために建造された大型の静的二次

元破断試験装置である。

この試験は、世界的に見ても他 に類のない大規

模なものであり、積層ゴムの信頼性を実証するた

めの貴重な試験データが得られつつある。

このように、免震構法の研究は、現在、原子力

プラントへの適用に関する研究を中心に展開して

おり、現行の免震構法は、これらの研究を通して

F真8 千葉県船橋市の免震建物 （低減資
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完成城に達するであろうと考えられる。

免震構法の研究開発で今後重要となってくるの

が、アクティプ／セミアクティプ ・コントロール

の導入、あるいは、インテリジェント化の方向で

あるが、こ れについては紙面の都合で割愛する。

（ふじた たかふみ／東京大学生産技術研究所）
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協会だより
損害保険業界や日本損害保険協会の諸事業や主な出来事のう
ち、特に防災活動を中山にお知らせするページです。これら
の活動等について、ご意見やご質問ガございましだら、何な
りとお気軽に編集部＝当協会貯炎事業室あてお寄せください。

全国統一防火標癒決定

前号でもご案内いたしました、消防庁との共催

による平成 2年度防火標語の募集には、全国より

56,348点にのぼる多数の作品が寄せられました。

なお、入選作品は、平成2年度の全国統一防火

標語として、防火ポスターをはじめ、広く防火意

識の普及PRに使用されることとなっています。

・選考委員＝押阪忍氏（フリーアナウンサー）、松

村満美子氏（ジャーナリスト）、消防庁長官、日本

損害保険協会会長。

・入選 1点（賞金30万円）

『まず消そう 火への鈍感無関心』

小川瑠美子さん （和歌山県田辺市）の作品

・佳作20点（賞金各 2万円）入賞者

大野晃彦（北海道札幌市）、 北山京子 （青森県黒石

市）、黒丸吉子（秋田県秋田市）、高堂勝美（秋田県

秋田市）、椎根貴子（福島県郡山市）、山崎和生（茨

城県牛久市）、 大熊常雄（群馬県前橋市）、神谷玲

子（埼玉県新座市）、岡村岬（埼玉県浦和市）、鎌田

昇（埼玉県狭山市）、平賀緑（東京都小平市）、小川

喜洋（東京都品川区）、渡辺俊作（東京都豊島区）、

合津三木夫（長野県須坂市）、篠田伸夫（新潟県新

潟市）、石田坂和彦（静岡県清水市）、三木一夫（大

阪府大阪市）、十河由美子（和歌山県御坊市）、浅

田祥子（岡山県真庭郡湯原町）、深田宅美 （広島県

福山市） （敬称略）

審の全国火災予防遭動用パンフレットを制作しま

した

冬が去って、「ふ」と気が緩む春ですが、この季

節は、空気が乾き、風の強い日が多いため、火災

の発生の多い時です。そこで、春の全国火災予防

運動（ 3月1日～ 7日）に合わせ『春です。火災シ

ーズンです！？ わたしの防災あなたの防災』（B 6 

版、 12頁）を、消防庁の監修をいただき 100万部

作成し、各県消防防災謀、損害保険会社等を通じ

広く皆様に配布しました。
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火災保険および家族傷害保険の改定（4月1日より）

損害保険料率算定会が、火災保険および傷害保

険の料率水準の妥当性の検証を行った結果、一部

料率を引き下げることとなったため （4月1日）、

算定会の会員である損害保険各社（圏内会社22社、

外国会社29社）では、 4月1日から火災保険およ

び家族傷害保険の料率を引き下げるとともに、被

保険者のニーズに応えて、火災保険の改定を行う

こととしたものです。

( 1 ) 火災保険料のうち、「一般物件（事務所‘店

舗、ホテル等）」「工場物件」および「住宅金融公

庫融資物件等の特約火災物件」の料率ならびに傷

害保険料率のうち「家族傷害保険」の料率が、次

のとおり引き下げられます。

・火災保険料率引き下げ率

一般物件

工場物件

平均7.4%

平均7.5%

住宅金融公庫融資物件の特約火災物件 平均7.9%

．傷害保険料率引き下げ率

家族傷害保険 平均13.6%

( 2) 火災保険（住宅火災保険、住宅総合保険、

店舗総合保険、団地保険、普通火災保険、特約火

災保険等）の商品内容の改定は、契約者の方々か

らの地震災害に対する補償拡充の要請や保険事故

発生の際の費用を担保する費用保険金の新設 ・拡

忽賢司炉，..・‘’・・・



充の要望等に応えることにしたものです。

改定のポイン卜は「地震火災費用保険金の充実」

をはじめ「臨時費用保険金の充実 （一般物件 ・工

場物件）」「失火見舞費用保険金の新設（工場物件b

および「風雪災等による損害発生の場合の損害認

定単位の緩和」等の商品改善ならびに価格協定保

険（特約）等の付帯対象範囲の拡大です。

防災図書を改定発行

損害保険協会では、防災啓発のため、毎年防災

図書を発行し、希望者に無料配布しております（表

3参照）が、古くなったり、残部がなくなった図

書については廃刊にしております。その内で、再

版の要請の強かった次の 2冊につきまして、改定

発行いたしましたので、※ご希望の方は、希望冊

子名を記入のうえ、送料の一部として 100円分の

切手を同封し「日本損害保険協会 ・防災図書係」

までお申し込みください。

( I ) しまった／を追放する知恵暮らしの防災

ハンドブック一一災害や事故の例をみると、その原

因の多くは、無知、不注意、慣れ、うっかり、怠

慢などです。本書では、「こんなとき、どうする」

という知恵を中心に編集してあります。もちろん、

その前提として、「そんなことにならないために」
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という知恵も盛り込んでおります。読者の家庭、

家族の安全と幸せを守るために、少しでも役に立

てばと作成いたしました。（B6版68頁）

( 2) 工場防火の基礎知識一一工場は、一般の家

やビルと異なり、危険物が多く、また着火源も多い

など、火災危険の大きい施設です。このような工

場の防火管理に当たっては、火災に関する基本知

識を身につけた上で現場の火災危険を見いだし、合

理的な対策を立てることが必要といえます。この

ような観点から、工場の防火管理に必要な基礎知

識を東京大学名誉教授の秋田一雄先生に平易に解

説していただいたのが本書です。工場の防火管理

に携わっておられる方々の座右の書としてご活用

いただければと考えております。（B 6版66頁）

阪神地区奥さま防災博士研修会を開催しました。

「奥さま防災博士」の制度は、「真の防災の担い

手、責任者は家庭の主婦である」という考えのも

とに、家庭や地域での紡災に関心をもたれている

79 
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一般主婦を対象に、日本損害保険協会が昭和47年

より防災通信講座を通じて優秀な成績を修められ

た方に認定しているもので、現在までに 768人の

博士が誕生しております。

今回実施した研修会は、東海プロックに続き 5

回目の集合研修会で、大阪、奈良、和歌山、兵庫、岡

山の 1府4県の博士を対象に「地域の防災とコミ

ュニテイ 」をテーマに、 2月2日（金）、 3B （土）

の二日間にわたって行ったもので、 42名の参加を

得ました。 2日の初日は、当協会の大津淳二常務

理事の開会挨拶に続き、聖学院大学教授安倍北夫

氏より講演を願った後、 2組に分かれ懇談会を開

催し、博士それぞれの最近の活動状況、防災活動

上の問題点、当協会に対する要望事項等、活発な

意見交換が行われ、各地域に帰ってから一層防災

活動の輸を広げていくことの意志統ーがなされま

した。

翌28日は、先に当協会で実施した「主婦の防災

ニーズ実態調査」の結果についての分析について、

協会事務局と意見交換、今後当協会が目指す防災

活動に、種々の意見が寄せられました。

協会だより

国際花と緑の博覧会協会へ消防関係車両を寄贈い

たしました

損害保険業界が日本領害保険協会を通じ、昭和

27年より実施している各自治体への消防車両の寄

贈の一環として、本年4月1日より開催の国際花

と緑の博覧会への参加者の生命と財産を守るため、

消防関係車両 4台（ポンプ付救助工作車 1台、小型

水槽付ポンプ自動車 1台、査察車 l台、救急自動

車 l台）を寄贈することとなり、 2月1日（木）、

大海i享二常務理事を初め損保業界側、博覧会協会

側多数参加の上、花と緑の博覧会消防センター完成

式に併せ受納式を行いました。

；踊防災の＋隼（IONOR）対蕗

国際防災の十年iこづいては、前号（160号）で錫 ・人間が失つてはならないもの

載したとおり、 1990年代を国際社会が自然災害緊 ・日本人はどこへ行くのか

ドのために一致して協力するための国際的な10年 危機管環とはなiこ

通こめたものです
ミ椅韓＆

客傑険協会lt.防j災事重陸にカ必 ．エキスパ一トのチ一ムワ一ク

切タ1,~ ＼，） る箇
界の動きのなかで、自然災害に対玄る技術と対策

においては最先進国といわれる我が国の防災の基

本は何か、を日月獲にすることを、国際妨災の十年

度におげる簿業＆することとIiたじました。

I｝＂予防鱒報錦織の発行

総合デーマ：高効率社会（高密度、社会）におけ

者Sr紡災の基本を問う」

効率化、集中化の代償
'"' 告さ乱

防災行政 〓炉

・コン応江ータの道具としての可能性
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－安全法令改正年表

発行時期： 9R 1 B （予定）

(2) シンポジウム「防災の基本を問うJの開催

各ジャンlしの方をお招きし、それぞれの分野にお

ける防災ぷあるいは倒人とじて考えている隊災に
時

ついて話し合いをお願いじたいと考えています。

日時：王子成2年10月22日（月） 1時（予定）

場所：経団連会舘

コーディネーター、パネラー：（未定）

※参加者につきましては、予防終報購読者を中心

に考えていますが、詳級は改めて連絡いたします。



’89年11月・12月・’90年 l月

災害メモ

合火災・11・5 福島県いわき市の民家1

階から出火。 1棟約320m•全焼、隣接

事務見トー部焼失。 3名死亡、 l名重

症、 1名負傷。・11・25 群馬県群馬郡群馬町のプ

ラスチ y ク加工工場新興技研で火

災。 工場約1,250m•全焼。 休憩所の石

油ストープが火元らしい。

•11 ・ 27 北海道日高支庁静内町の

北西牧揚きゅう舎で火災。きゅう舎

zt東約1,150m•全焼。 馬17頭焼死。 馬

の被害は約 1億円。

•11 ・ 29 福岡県北九州市の日の出

連合市場内食堂付近から出火。岡市

場共同店舗 2棟延べ約1,600m•、隣

接長屋延べ120m＇、店舗兼住宅 1棟

延べ206m•、計 4棟延べ1,926m•ほぽ

全焼。 5世帯8名り災。・12・5 埼玉県蕨市蕨銀座商店街

の布団店から出火。同店舗兼住宅約

30m＇全焼 。隣接の長屋形式の百貨店

など計 5棟22店舗約950m＇全焼 。

•12 ・ 27 大阪府大阪市の、 JR大阪

駅地下1階の西地下道連絡通路付近

から出火。通路内の天井や側壁など

表面計約220m•焼失。 猛煙が大阪駅

前地下街などに充満し消火作業も難

航。 4名一酸化炭素中毒。

e12・28 茨城県目立市の薬局で火

災。 店舗兼住宅と離れ約360m•全焼。

祖父母と孫の3名死亡。こたつかス

トーブが原因らしい。・1・18 静岡県清水市の県営住宅

の一室で火災。 同室約50m＇全焼。3

名死亡、 3名重軽傷。・1・23 愛知県名古屋市のNTT

通信回線交換施設休憩室から出火。

同室約80m•全焼。 交換装置が約 4 時

間停止し、 9,000回線が一時停止。

合爆発・12・8 愛知県瀬戸市の朝銀愛知

信用組合瀬戸支店で都市ガスが爆

発、炎上。同支店延べ約340m＇全焼、

隣接理容店24m•全焼。 爆風て憐接ビ

ル半壊、周囲150mの民家約50軒も

被害。 1名重体。・12・13 東京者！”、平市目立製作所

武蔵工場の、半導体工場3階クリー

ンルームでガス爆発。 1名死亡、 1

名重休 2名軽傷。ガス制御盤付近

からガスか漏れ、引火したらしい。

＊陸上交通

•11 ・ 4 兵庫県城崎郡日高町の林

道て行われた四輪駆動車ツーリング

レースで、ワゴン車が谷底に転落、

大破。 3名死亡。・11・7 奈良県天理市のJR桜井線

天理長柄間踏切で、普通電車と大

型ダンプカーカサ奇突、 1両日と 2両

自の一部が脱線。 l名死亡、ダンプ

カーに積んでいた溶けたアスフアル

トが飛び散り、 22名重軽症。・11・12 静岡県浜松市の市道で、

高校生3人乗りのオートパイが道路

わきの事務所のトタン壁に激突。全

員死亡。・11・24 静岡県清水市の国道150

号てに センターライ ンをオーバーし

た軽乗用車がトラックと正面衝突、

大破。 3名死亡、 1名軽傷。

•11 ・ 29 茨城県目立市の国道6号

で、盗難された軽乗用車がパトカー

に追われ、停止中のトラ ックに正面

衝突、大破。 3名死亡、 1名重傷0

e12・13 北海道江別市のJR函館線

豊幌ー幌向問踏切で、特急ホワイト

アロー 6号と大型 トレーラーが衝

突、前2両が脱線、横転。21名負傷0・12・23 石川県河北郡内灘町の能
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登有料自動車道で、乗用車がセンタ

ーラインを越え大型トラ ックに衝

突、大破。母子3名死亡。・1・1 茨城県土浦市の常磐自動

車道て乗用車が突然スピン、左車線

の乗用車に衝突、 2台ともガードロ

ープに激突。 3名死亡、 1名負傷。・1・1 福島県福島市の県道で、

ライトパンが道路左側の民家プロッ

ク塀に激突、大破。一家4名死亡、

l名重体匂・1・7 北海道胆振支庁白老町の

JR室蘭線小沼線通り踏切で、乗用車

と特急北斗星3号カ河箭突。乗用車の

一家5名死亡。

• 1 ・ 8 香川県高松市のJR高徳線

中融制で、トラックに特急うずし

お 2号が衝突。 トラックの荷台に満

載の鋼材が特急の窓をっき破り、 1

名死亡、 11名重軽傷。

•1 ・ 23 埼玉県入間市の市道で、

乗用車がセンターラインを越え、ダ

ンプカーと正面衝突。 2名死亡、 3

名重軽傷。・1・27 新潟県新井市の国道18号

上新バイパスで、大型トレーラーが

雪でスリ ップし道をふさいだため、

対向の大型トラックと衝突。これに

スキー観光パスが追突。16名重軽傷。・1・28 埼玉県草加市の市道で、

歩道を歩いていた小学生に、外車が

突っ込んだ後、官主に激突、大破。

運転手と児童2名死亡、児童ら 2名

重軽傷。

＊海上

•11 ・ 1 石川県能登半島の禄剛崎

沖で、イカ釣り漁船2隻 ［第26ヒュ

ンジュン号 （89.5 t . 22名乗組） ・ク

ンセン号 （97t・13名乗組）］が風速20

mの大シケの中相次ぎ沈没。 16名死

亡、 2名行方不明。

•12 ・ 1 5 千葉県犬吠埼沖で、マグ

ロはえ縄漁船高尾丸 （19.75t. 5名
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乗組）が沈没。 l名死亡、 4名行方

不明。

•1 ・ 25 京都府与謝郡伊根町経ケ

岬近くの日本海で、貨棚合7 リタイ

ム・71ーデニア（7.027t. 23名乗組）

が座礁。向30日現在燃料タンクの重

油334t（ドラム缶約1.780本分）流

出。

•1 ・ 29 三重県度会郡南勢町相賀

補止ノ算沖の五ケ所湾口で、釣り船

第2おしだ丸（2.4t・18名乗船）が

沈没。 2名死亡、 2名負傷。定貝超

過の疑い。

脅自然

・11・2 北海道・東北・関東・東

海 ・北陸地方に、三陸沖を震源とす

るマグニチュード7.1の地震。東北

地方太平洋沿岸部を中心に津波警報

が出され、約6400名避難。また、寝

台特急など計10本に遅れ。

合その他

en・21 北海道北九州市の住宅都

市整備公団昭和町団地で、タイル外

壁が落下。通行人2名が死亡、 1名

重傷。

・11・24 熊本県水俣市の民家でプ

ロパンガス中毒。 4名死亡、 1名重

体。湯沸かし器の不完全燃焼らしい。

・ 1・22 東京都台東区御徒町駅カ・

ード下の道路が陥没（グラビアペー

ジへ）。

•1 ・ 28 大阪府大阪市のマンショ

ン建設現場で、 9階ベランダ部分が

崩れ落ち、作業員 4名転落。 3名死

亡、 l名重傷。

＊海外

・11・3 タイ南部サムイ島付近の

シャム湾を台風が襲来。採掘船シー

クレスト号が転覆し97名が行方不

明になるなど、17隻以上の船が沈没。

8日までに約200名死亡、 400名以上

行方不明。

en・15 米中西部各地て竜巻。 25

名死亡、 400名以上重軽傷。

en・17 ユーゴスラビア ・ベオグ

ラード南約200kmのアレクシナチル

ドニチの炭鉱でがス爆発。作業中の

90名生存不明。

・11・27 コロンピア ・ポゴタのエ

ルドラド国際空港で、アビアンカ航

空ボーイング727旅客機（乗員乗客

107名）が空中爆発。全員死亡。

・11・30 フィリピン ・スルー諸島

ポロド島付近の海上で、小型フェリ

ー・ハルマイダ（153t）がエンジン故

障後、高波を受けて転覆、沈没。 7

名死亡、 100名以上行方不明。

•12 ・ 24 米 ・テネシー州の民間引

退者ホームで火災。老人16名死亡、

約40名負傷。

•12 ・ 24 米 ・ ルイジアナ州バトン

ルージュ市のエクソン社石油精製施

設てて大爆発、ディーゼル燃料タンク

炎上。 l名死亡確認、負傷者多数。

・12・28 オーストラリア・ニュー

サウスウエールズ州でMS.5の地

震。震源に近いニューカッスル市で

14名死亡確認、 120名以上重軽傷。

・ 1・3 オーストラリアて新年来

の熱波。ニューサウスウエールズ州

の一部で48度を記長込山火事が続出

し、 5万ha以上焼失。

•1 ・ 4 パキスタン ・スックル市

近くのサンギ駅構内で、急行列車が

停車中の貨物列車に追突。乗客225

名以上死亡、約700名負傷。ポイント

の切リ替えミスが原因。

・ 1・14 スペイン ・サラゴサのデ

ィスコフライイングで火災（グラビ

アページへ）。

•1 ・ 25 米・ニューヨーク外｜ロン

グアイランドで、コロンビア国営ア

ビアンカ航空ボーイング707型旅客

機（乗員乗客158名）が墜落。 72名死

亡、 80名以上重傷。

・集委員

赤木昭夫 NH K解説委員

秋田一雄 災害問題評論家

安倍北夫 聖学院大学教授

生内玲子 評論家

大塚博保 科学警察研究所交通部長

川口正一 東京消防庁予防部長

小柳茂 日産火災海上保険鮒

野村英隆 日本火災海上保険鮒

宮沢清治 日本気象協会調査役

森宮康 明治大学教授

編集後記

年度末決算、新年度事業計画策定

と多忙のなかで後記を書いています。

今年は、 2月に伊豆近海で地震が

発生しましたが、雪害等あまり大き

な自然災害が発生せず「ほつ」とし

ております。しかし、今年も交通事i
故による死亡者の増加は、依然変わ

らない状態が続いております。日本

では、先進諸国と比べ、予防にカを

いれるあまり、事故発生を前提とし

た、国の規準なり対応、が弱いのでは

とか、個々ドライパーの知識・マナ

ーの悪さが原因なのではないか、な

ど考えています。 4月6日から15日

「春の全国交通安全運動」が実施さ

れます。当協会でも交通安全パンフ

レッ卜を配布いたしましたが、この

機会に安全について再考しつつ、今

年度も頑張ってまいります。（土谷）

予防時報 創刊19畔（斑）
⑥161号 平成 2年 4月1日発行

発行所

社団法人日本損害保険協会
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防災事業室長山田 裕士
101東京都千代田区神田淡路町2-9

ft(03) 255-1211（大代表）
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布することを禁じます。
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東京・御徒町駅
ガード下道路に大穴
平成 2年 l月22日（火） 15時04介過ぎ、東京都台東区上

野 5-28ー 7J R御徒町駅北口ガード下の都道 453号（通

称春日通り）で、轟音とともに、大量の土砂が20mの高さに噴

き上げ、道路に長径13m、深さ 5mの長円形の穴ができた。

乗用車やバイクなど4台がこの穴に転落したほか、アス

フアルト片や土砂が通行人に降りかかり、計10名が負傷、 3

名が入院した。

現場の地下では、東北・上越新幹線のためのトンネル工

事が圧気式シールド工法により実施されていたが、すでに

埋め込まれていた都営地下鉄線用のコンクリー卜壁を削り

取るために、ほぽ｜か月間鍋削工事を休止していた。その

問に、コンクリート壁に沿って圧縮空気が漏れ出し地表近

くに，留っていた。事故当日、工事を再開したとたんに、そ

の振動によって溜っていた圧縮空気が一気に抜けて、上層

にある大量の砂を噴き飛ばしたものとみられている。

この事故で、地下工事現場を総点検するなど、都では、

今後安全条件を厳しくする方針を明らかにした。



インでディスコ火災43名死t
1990年 l月14日午前 3時（日本時間同 11時）前、スペイ

ン北東部・サラゴサ市の目抜き通りにあるディスコ「フラ

イイング」入り口付近の天井から出火。店内の照明も消え、

瞬〈問に火と煙が室内に充満した。地下のフロア部分にい

た約 130名の客や店員らがわれ先にと出口や非常口に殺到

し、大混乱。逃げ遅れた43名が窒息状態で死亡、 7名が重

軽傷を負った。出火原因は、電気回線のショー卜とみられ

ている。

スペインでは、 1983年 12月にマドリードの地下ディス

コで、 78名が死亡する火災が起き、その後テ’イスコの防火

規制が強化された。同ディスコも過去 2回安全装置不備で

改善勧告を受け、一部改修済みであった。

突。運転士がプレーキ用の圧力計が
動かないのを確認せずスター卜した
ためらしい。

30 神奈川 横須賀線衣笠駅で、普通電車が脱線。
上下60本運休。ポイント切り替え ミ
スらしい。

30 大阪 新幹線で、ポイン卜が突然切り替わ
らなくなり、ひかり号スト ップ。上
下約50本最高 1時間半の遅れ。電気

系統の故障らしい。

30 東京 青梅線青梅駅で、普通電車が脱線。
上下26本の運休。ポイン卜が切り替

わっていないのに無理に進んだのが
原因。

30 茨城 水郡線常陸大子駅で、車掌勤務ダイ
ヤミス。発車時刻が近づいても車掌
が姿を見せず、普通列車9分の遅れ。
後続列車23分の遅れ。

1 . 17 東京 中央線の武蔵小金井電車区入り口で、
ポイン卜が作動しなくなり、上下12

本運休、60本が最高30分の遅れ。ポイ
ントの凍結防止のためカンテラで温

めていたが、炎が強すぎてモーター
用の電源ケ プルを焼いたらしい。

26 新潟 信越本線新井駅で、普通列車が雪の
ため脱線。レールの内に積もった雪
が、走っているうちに車両の腹部に

凍り付き、列車が浮き上がる格好で
脱線したらしい。

東北線蓮田駅て＼快速が停車位置を
約 200m行き過ぎて停車。すぐにパ

ッ夕、 7分遅れで出発。運転士のう
っかりミス。

玉t奇11・7

横浜線小机 長津田聞の信号カ可亭電、

約50分間運転停止。鶴見川を航行中
のクレーン船のアームが高圧線に接
触、切断したため。

神奈川7 

常盤線勿来駅で、貨物列車の機関車

同士の車側灯がすれ違い時に接触、
破損。接触地付近の線路の間隔が安
全基準より 4cm狭くなっていた。

島福10 

常盤線で、特急スーパーひたち 3号

が走行中、電動発電機に故障表示が
出たため土浦釈に臨時停車し、調査

中7号車床下から発煙。後続列車最
高20分の遅れ。発電機の抵抗器が過

熱、電気配管の塩ピ被膜が燃えたた
めらしい。

城茨19 

南武線平間駅で、普通電車のノッチ
が入らなくなり、運行を打ち切り。

30分後に運行再開。

22 I神奈川

北上線岩瀬ト ンネル内で、普通列車

の車両屋根に取り付けの冷房装置カ
バーがトンネルの天井に接触。規格

の違う装誼を誤って取り付けたもの。

国秋26 

新幹線車両所で、車庫に入ろうとし

た列車が車止めに乗り上げ作業床に
衝突、脱線。プレーキ操作ミス。

知愛12・3

J
R／
事
故
・
ミ
ス
多
発

横須賀線衣笠駅で脱線事故を起こした列車
新幹線浜松工場内で、営業運転前の
新車両が脱線。ポイント操作ミス。

総武快速線新小岩駅で、快速電車の
車体の一部がホームと接触。現場付

近の線路の中心からホ ムまでの距
離が、運輸省令より 3.3cm狭かった。

また、夕方のラッシュアワー時で車体
が大きく傾斜していたためらしい。

岡

思L

静

東

3 

12 

鹿児島本線鳥栖駅で、無人貨車が突

然動きだし、留置線に止まっていた
貨車に衝突。貨車は押し出され事務
所に激突。

勝回電車区 7番線で、特急スーパー
ひたちが約！Omオーバーラン。同線
に止めてあった廃車予定の車両に追

賀

城

佐

茨

13 

23 



刊行物／映画ご案内

防災誌

予防時報（季刊）

防災図書

しまった／を追放する知恵暮らしの防火ハンドブック

工場防火の基礎知識

地震列島にしひがし（尾池和夫著）

とつぜん起こる大地震！ あなたの地震対策は？

女性のための Safety& Care 

災害絵図集-'i舎でみる災害の歴史ー（印刷実費 700円）

（英訳付き 1,000円）

労働安全衛生の基礎知識一労災リスクを考える

電気設備の防災

リスク・マネジメン卜

倉庫の火災リスクを考える

クイズ防災ゼミナール

（印刷実費 200円）

大地震に備える一行動心理学からの知恵一（安倍北夫著）

理想のピル防災 ビルの防火管理を考えるー

人命安全一ビルや地下街の防災ー

ビル内の可燃物と火災危険性（浜田稔著）

コンヒ．ユータの防災指針

危険物施設等における火気使用工事の防火指針

石油化学工業の防火・防爆指針

石油精製工業の防火・防爆指針

高層ホテル・旅館の防火指針

業態別工場防火シリーズ

印刷および紙工工業の火災危険と対策

製材および木工業の火災危険と対策

織布、裁断・裁縫、帽子製造工業の火災危険と対策

プラスチック加工、ゴム・ゴム材加工工業の火災危険と対策

菓子製造、飲料製造および冷凍工業の火災危険と対策

電気機械器具工業の火災危険と対策

染色整理および漂白工業の火災危険と対策

皮革工業の火災危険と対策

パルプおよび製紙工業の火災危険と対策

製粉・精米・精麦およびでんぷん製造工業の火災危険と対策

酒類製造工業の火災危険と対策

化粧品製造工業の火災危険と対策

映画

大切です／ 救急車を待つ時間「応急手当の知議」

〔26分〕（ビデオ）

火災 その時あなたは〔20介〕（ビデオ） (16mm) 

稲むらの火〔16分〕（ビデオ） (16mm) 

絵図にみるー災害の歴史〔21介〕（ビデオ）

老人福祉施設の防災〔18分〕（ビデオ）

羽ばたけピータン〔l6介〕（ビデオ） (16mm) 

しあわせ防災家族（わが家の火災危険をさぐる）

〔21介〕（ピデオ）（16mm)

森と子どもの敬〔15分〕（ビデオ） (16mm) 

あなたと防災 身近な危険を考える

〔21分〕（ビデオ） (16mm) 

おっと危いマイホーム〔23分〕（ビデオ） (16mm) 

工場防火を考える〔25分〕（ビデオ）（16mm)

たとえ小さな火でも（火災を科学する）

〔26分〕（ビデオ）（16mm)

わんわん火事だわん〔18分〕（ビデオ） ( 16mm) 

ある防火管理者の悩み〔34介〕（ビデオ） (16mm) 

友情は燃えて〔35分〕（I6mm) 

火事と子馬〔22介〕（ビデオ） (16mm) 

火災のあとに残るもの〔28.分〕（ビデオ） (J 6mm) 

ふたりの私〔33分〕（16mm)

ザ・ファイヤー・ Gメン〔21介〕（16mm)

煙の恐ろしさ〔28~〕（ 16mm)

パニックをさけるために（あるビル火災に学ぶもの）

〔21分〕（16mm)

動物村の消防士〔18分〕（16mm)

損害保険のAB C 〔15分〕（16mm)

映画は、防災講演会・座談会のおり、ぜひご利用ください。当協会ならびに当協会各地方委員会〔北海道＝ ( 0 I I ) 231 -3815、

東北＝ (0222)21-6466、新潟＝ (0252) 23-0039、横浜＝ (045)681-1966、静岡＝ (0542)52-1843、金沢＝ (0762)21-1149、

名古屋＝ (052) 971ー 1201、京都＝ (075) 221 -2670、大阪＝ (06)202-8761、神戸＝ (078)341 -2771、広島＝ (082)247-4529、

四国＝ (0878)51-3344、九州＝ (092)771-9766〕にて、無料貸し出ししております。

設日本損害保険協会 東京都千代田区神田淡路町2-9干IOI
TEL東京（03)255ー1211（大代表）



日本損害保険協会の防災事勢

交通安全のために

・救急車の寄贈

・交通安全機器の寄贈

・交通遺児育英会への援助

・交通安全展の開催

・交通債の引き：受け

火災予防のために

・消紡自動車の寄贈

・防火ポスターの寄贈

・防災シンポジウムの開催

・防災講演会の開催

・防火標語の募集

・防災図書の発行

・防災映画の制作 ・貸出

・消防債の引き受け

ま
す
消
そ
う

火
へ
の
鈍
感

日産メ

日新メ

日本公

日；本ii!

富士火

安田メ

（社員会社同電

設日本損害保険協会
〒101東京都千代間区神凹淡路町2-9
電話 03(255) 1 2 1 1 （大代表）

朝日火災 第一火災

オールステート 大東京火災

共栄火災 大同火災

興亜火災 千代田火災

ジェイアイ 東亜火災

住友海上 東京海上

大正海上 東洋火災

大成火災 同和火災

太陽火災 自動火災

無
関
心
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